




日本は今、大きな転換期を迎えています。新型コロナウイルス感染症のパンディ

ミックは、これまでの社会のあり方を一変させ、経済や人々の生活様式にも甚大

な影響を及ぼしています。また、人口減少、少子高齢化の進展、地球規模での

環境変化、災害リスクの高まり、デジタル化の進展など、私たちを取り巻く状況は、

大きく変わろうとしています。

このような激動する時代の潮流を大局的に見据え、ますます複雑・多様化していく市民ニーズや地域課題に的

確に対応していくため、北杜市の将来のあり方を展望するなかで、本市の特性を活かしたまちづくりを行うことに

主眼を置き、市民、企業、団体など幅広い皆さまのご意見を伺いながら、新たな時代に臨む指針として第 3 次

北杜市総合計画を策定しました。

わが国の人口は、平成 20（2008）年をピークに減少に転じており、本市の人口も減少傾向にあります。また、

全国の令和元（2019）年の年間出生数は、過去最少を記録しています。

さらには、新型コロナウイルス感染症の拡大は、結婚、妊娠、出産、子育て世代に大きな影響を与えており、

安心して子どもを産み育てられる環境整備の重要性が高まっています。深刻さを増す少子化の問題は、地域経済

に多大な影響を及ぼす、まさに市民共通の最優先課題です。この課題に真正面から立ち向かうため、「子どもが

賑わう夢叶うまち」を実現するという、強い決意を込めて、本計画に「2030 年に子どもの数を2 倍」を目標とし

て掲げたところです。

この目標を達成していくためには、時代の変化を捉えながら、本市の強みをさらに磨き上げ、最大限に活かす

とともに、新しい価値を創造していくことが重要です。「子育てするなら北杜」「移住定住するなら北杜」と子育

て世代や未来を担う若い世代に選ばれる地域になるとともに、多様性を力に、まちづくりを担う様々な主体と「北

杜は一つ」との想いを念頭に課題解決に取り組み、高齢者、障がい者、外国人など、誰もが安心して暮らし、活

躍でき、幸せを実感できるまちの実現を目指します。

結びに、本計画の策定にあたり、真摯にご議論いただきました北杜市総合計画審議会委員の皆さま、市民、企業、

団体及び市議会の皆さまから貴重なご意見、ご提案をいただきましたことに、心から感謝申し上げます。本計画

の実現に向け、引き続き、市政への一層のご理解とご参画をお願い申し上げます。

子どもが賑わい、
誰もが豊かさと幸せを実感できるまちを目指して

北杜新時代 幸せ実感 チャレンジ北杜

北杜市長

令和４（2022）年３月
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第1部  基本構想 
第3次 北杜市総合計画

2021　　　2030▶▶▶



1-1  総合計画の趣旨
北杜市総合計画は、本市で策定される様々な分野の計画の最上位に位置する、まちづくりのみちしるべと

なる計画です。
第3次北杜市総合計画は、本市の目指すべき「2030年、地域のありたい姿」を明らかにするとともに、総合

的かつ戦略的な市政運営を推進するために、市民にまちづくりの長期的な展望を示すものです。
本市では、少子化・高齢化が著しく進行しており、人口減少の抑制と対応が急務となっています。加えて、

新型コロナウイルス感染症の拡大は、社会や市場を大きく変化させており、市民生活や市内経済にも深刻な
影響をもたらしており、これに適時に対応していくことも必要です。

また、中部横断自動車道の静岡・山梨間の開通やリニア中央新幹線の開業により、都市圏と地方圏のアク
セスが飛躍的に向上することに加え、DX＊（デジタルトランスフォーメーション）などデジタル技術の活用に
より利便性や効率性が高まる時代を迎えています。

このような社会変化を活かしながら、本市の課題に対応し、市民がこれまで以上に安全・安心で快適な生
活を送ることができ、活力に満ちた本市の未来をつくるため、明確なビジョンと戦略的な計画を策定するこ
とがより一層重要であることから、新たな時代に対応できる新しい行政指針として本計画を策定します。

1-2  計画の構成・期間
総合計画全体のあり方や個々の計画

の役割などを踏まえて、明快性の向上、
効率性の向上を図るため、「基本構想」
と「基本計画」の2層構造とします。

基本構想【計画推進期間：10年】　令和3（2021）年度〜令和12（2030）年度

本市の特性や社会経済情勢の変化への対応、今後の課題などを踏まえながら、本市が目指すまちづくりの
理念と目指すべき将来像（2030年、地域のありたい姿）を明らかにします。

基本計画【計画推進期間：5年】
前期  令和3（2021）年度〜令和7（2025）年度　　　 後期  令和8（2026）年度〜令和12（2030）年度

基本構想で設定した「2030年、地域のありたい姿」を実現するための執行計画で、施策を総合的・体系的
に示すものです。また、市政の向かう大きな方向性を明らかにし、優先化・重点化すべき取組（リーディング
プロジェクト＝まち・ひと・しごと創生総合戦略＊に対応）を明示します。

第1章 序論

リーディングプロジェクト
（まち･ひと･しごと創生総合戦略＊）

部門別計画

基本構想

基本計画
みちしるべ

2030年、地域のありたい姿
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1-3  まちづくり・計画策定の視点

（1）バックキャスティング

本計画は、社会経済情勢や人口構造の変化を長期的なスパンで捉え、本市が追い風として活用すべき変化
と今後発生する恐れのある避けるべき未来の姿（負のシナリオ）（P13のコラム参照）を想定したうえで、「2030
年、地域のありたい姿」を設定し、その実現に向かって課題解決を図るバックキャスティングの手法を取り入
れて策定します。これによって、現状の延長ではなく「地域のありたい姿」を起点として目標を設定し、計画
推進期間に注力すべき主要な政策を導出します。

バックキャスティングの手法を取り入れることによって、より高い目標を設定することになり、高い目標を
達成しようとするからこそ、既成概念に捉われない斬新で柔軟なアイデアや取組が生まれやすくなります。

本計画は、行政をはじめとする地域の様々な主体が「地域のありたい姿」の実現のために知恵を絞り、地
域の価値をともに創り上げるためのチャレンジを促進するものです。

基本構想

基本計画

まち･ひと･しごと＊

創生総合戦略

基本構想 基本構想（10ヵ年）

前期基本計画
前期基本計画（5ヵ年）

第2次

後期基本計画（5ヵ年）

第1次

R3
（2021）

R12
（2030）

R7
（2025）

第 3次総合計画第２次総合計画

リーディングプロジェクト（第３次戦略） リーディングプロジェクト（第４次戦略）

■ 計画推進期間と主要計画の関係

■ バックキャスティングによる計画策定

現在の姿
達成水準

20××年
（過去）

2021年
（現在）

2030年
（未来）

10年後の北杜市

フォアキャスティング＊の起点

斬新・柔軟なアイデア・取組を行い
より大きな成果をあげる

最悪の事態を想定し、回避する

⬆

地域の
ありたい姿
（ビジョン）

現状の
延長上に
想定される
市の姿

負の
シナリオ
の状態

⬆

⬆
⬆

現状

バックキャスティング
（高い目標を設定し、チャレンジする）

フォアキャスティング＊
（確率の高い未来を予想する）

避けるべき未来の姿
（負のシナリオ）
※詳細は13ページ参照

バックキャスティングの起点
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（2）地域のありたい姿の実現に向けた考え方

「地域のありたい姿」を実現するためには、「①行政の経営資源の重点的な投入」「②行政パフォーマンスの
向上」「③市民参画・官民協働の活発化」が必要不可欠です。これらの内容と関係性を以下に示します。

❶ 行政の経営資源の重点的な投入
「地域のありたい姿」を実現するためには、行政のヒト・モノ・カネ・情報などの経営資源を重点的に投

入することが必要です。しかし、本市では、人口減少・高齢化による税収減と扶助費の拡大、インフラ・公
共施設等の維持管理コストの増加などにより、財政が縮小していく傾向にあります。このため、本計画で
は、重点投入するテーマとともに、行政として縮減する事業・分野を明らかにし、重点分野への投資と行
財政の健全性の両立を図ります。

❷ 行政パフォーマンスの向上
不確定で変化の早い時代のなかで「地域のありたい姿」を実現するためには、行政パフォーマンスの向

上が必要不可欠です。このため、本計画の施策の進捗・達成状況を定期的に評価し、施策の実施方針の
見直しや事業の改善につなげる行政評価の仕組みを設定します。

❸ 市民参画・官民協働の活発化
「地域のありたい姿」は行政の努力だけでは実現することは不可能です。本市の市民・団体・企業など

が一つの地域コミュニティとなり、相互にコミュニケーションを続けながら共通の目標に向かって協力し
て取り組むことが重要です。このため、市は計画の策定、執行、評価の各段階において、市民・団体・企
業・有識者・市外のファンなどに対する情報公開と対話の場づくりを行います。

また、市民や企業側にも、行政サービスの受益者としての側面だけでなく、主権者、協働のパートナー
としての役割を求めるとともに、そのための支援を行います。

市民には、「行政サービスの受益者」「市政の主権者」「協働・共創の担い手」という3つの側面がありますが、
全国的に市民が「行政サービスの受益者」という側面に偏り、「市政の主権者」や「協働・共創の担い手」として、
市政や地域づくりに参画・協働する機会が減少している傾向が見られます。

これから本市が迎える厳しい状況を好転させ、地域のありたい姿を実現するには、行政の努力はもとより、多
くの市民の行政や地域への参画と協働が必要不可欠です。

市民には、本来3つの側面を持っている
という基本を再確認し、市政運営や地域
づくりにも参画・協働していくことが期待さ
れます。

一方、行政には、市民が3つの側面をもっ
て、市政や地域づくりに参画・協働しやす
くなるような支援やフォローを的確に行う役
割を果たしていくことが求められています。

市民参画・官民協働の考え方コラム
column

市政や地域づくりにおける「市民と行政の役割」

市民の役割

市民＝住民、団体、企業等

行政サービスを
受ける

地区や地域の
ことを決める

公共のこと
を担う

行政の役割 良質なサービス
の提供

適切で適時な
情報提供

参画・協働の
促進

4 第３次北杜市総合計画



新型コロナウイルス感染症の影響には、短期的なものと長期的なものがあります。この感染症が世界的にま
ん延した令和2（2020）年度には、婚姻数・出生数の低下、人流の抑制による宿泊・飲食サービス等の売上
低下などが地域社会や経済に大きな影響を及ぼしました。こうした負の影響については、短期的なものにとどめ
るべく、官民で連携して回復のための対策を講じる必要があります。

一方、感染症のまん延が地方にとっては長期的に有利な影響をもたらす可能性もあります。人口が密集した
都会での生活を避け、地方への移住・転職を希望する人々 が増加し、それを支援する通信技術の進化も進ん
でいます。本市の人口確保にとって有利なこうした価値観や技術の変化について積極的に対応し、本市の力に
変えていくことが求められています。

新型コロナウイルス感染症の影響ととるべき対策コラム
column

2-1  ウィズコロナ・ポストコロナ時代への対応
世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大により、市民生活や市内経済は大きな影響を受け、その生活環

境や社会経済、個人の価値観などは大きく変化しています。現時点で、その終息を見通すことは困難であり、
今後も様々な社会経済情勢の変化に継続的に対処し、未知なる感染症にも備えるため、本市の目指す将来像
に「感染症に強いまち」の実現を加える必要があります。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、遠隔教育やテレワーク＊など社会の様々な分野でオン
ライン化が進むとともに、人々の暮らしや働き方、価値観が大きく変わりはじめているなかで、地方の魅力が
再認識され、都市部から地方への人の流れも加速しています。

こうした社会経済情勢の変化を好機と捉え、企業のサテライトオフィス＊やワーケーション＊の誘致のほ
か、リスク分散を図るための企業誘致、移住・定住の促進強化など、ウィズコロナ・ポストコロナ時代に向け、
本市が持つ強みや潜在力を最大限に発揮した市政を推進していく必要があります。

第2章 社会情勢の変化

• デジタル化の加速、テレワーク＊
 の推進
• デジタル化に対応できる人材の
 育成のニーズの高まり

• 若者の地方での勤務への関心の高まり

• 地方への移住・居住に対する関心の高まり

長期

• 婚姻数の減少

• 出生率の低下

• 非正規雇用者（特に女性）の解雇

• 移動の自粛に伴う公共交通利用者の減少

• 外出機会の減少による
 要介護者の増加

• 宿泊・飲食サービス等の売上の減少

• 国内外の観光客の減少
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に
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移住先
として人気

観光地として
人気・主要産業

若年女性が
少ない

北杜市の状況 影　響
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強み
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ワクチン接種の促進

子育て支援の強化

新しい生活様式を踏
まえた活動の促進

オンラインなど非接触
の取組の促進

BCP計画＊策定の促進
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症
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し
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2-2  デジタル化、DX＊への対応
国は、令和22（2040）年頃にピークを迎える高齢化に伴い社会の支え手の減少への対応を最大の課題と

捉え、革新的技術を活用した持続可能な社会Society5.0＊（ソサエティ5.0）の実現に向けて、社会経済シス
テムの転換を推進してきました。しかし、コロナ禍において、Society5.0＊の具体化の前提となる社会全体の
デジタル化が十分に進んでいないことが明白になっています。

こうしたデジタル化の遅れに対する迅速な対処や「新たな日常」の原動力として、制度や組織の在り方等
をデジタル化に合わせて変革していく社会全体のDX＊が求められています。

行政をはじめ、あらゆる分野でデジタル化を進め、社会経済の生産性の向上・効率化を図るとともに、デー
タ連携・活用による新たなビジネスモデルの創出など、情報通信技術の持つ本来の力を十分に活かした新た
な価値の創造と社会そのものの変革を見据えたイノベーションの創出に取り組んでいくことが求められてい
ます。それにより、子どもから高齢者まで市民生活の向上に寄与していくことが重要です。

2-3   中部横断自動車道、リニア中央新幹線の開通への対応
中部横断自動車道の静岡・山梨間が開通しました。また、予定されているリニア中央新幹線の開業（令和

9（2027）年予定、品川・名古屋間）により、都市圏と地方圏のアクセスの利便性が飛躍的に向上することか
ら、人の流れが大きく変わることが予想されます。さらには、中部横断自動車道の長坂・八千穂間も構想段
階となっており、平成30（2018）年に1㎞ルート帯が示され、環境影響評価の手続きが進められています。

それらを見据えて、開通後の地域像を明らかにし、本市が誇る山岳田園都市の持つ独自の魅力を発揮する
効果的な取組を進めることが必要であることから、既存の取組の見直しや、新たな誘客や企業誘致などの手
法の検討が必要です。

2-4  少子・超高齢社会への対応
まち・ひと・しごと創生法第10条に基づく地方版総合戦略である「第1次北杜市総合戦略（平成27

（2015）年度〜令和元（2019）年度）」の取組の達成率が40％、総合計画を下支えする「第4次北杜市行財政
改革大綱（平成29（2017）年度〜令和元（2019）年度）」の取組の達成率が過去最低の65.5％となるなど、本
市においては、未達成も多く効果的な取組が十分に行われているとは言えない状況にあります。

また、平成27（2015）年9月に策定した北杜市人口ビジョン（以下「人口ビジョン」という。）で示した本市
将来人口規模については、令和2（2020）年の目標値を下回る推移で減少しており（P8参照）、これまでの政
策展開の見直しが必要です。
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2-5  持続可能な社会の実現へ
平成27（2015）年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に平成28

（2016）年から令和12（2030）年までの国際目標であるSDGs（エス・ディー・ジーズ）が記載されました。
持続可能な世界を実現するための17の

目標と169のターゲットから構成され、
「地球上の誰一人として取り残さない」社
会の実現を目指し、発展途上国のみなら
ず先進国を含む国際社会全体の目標とし
て、経済・社会・環境の諸問題を総合的に
解決することの重要性が示されています。

本市の行政活動及び産業・経済活動に
おいても、これらの目標を意識した取組を
推進することで、各分野において持続可
能なまちづくりと地域活性化を推進する
ことが求められています。

国際的な目標と聞くと、なかなか自分の問題として捉えにくいと感じますが、重要なのはSDGsの目標につい
て「私たち一人ひとり」が「当事者」として考えて行動に移すことです。

私たちは社会の構成員であり、構成員の多くの行動が変わらなければ、変化は起こせません。市民、自治体、
企業、団体などのあらゆる主体が、共通の目標のもとで、まず、できることから取り組むことが求められています。

仲間と考えるSDGs
 須玉小学校
●  須玉小学校では、5、6年生の総合学習の時間に、

SDGs について考える授業を実施しています。
●  この授業では、児童たちがSDGsについて主体

的に考え、自分たちでできることを「発信」するま
でを目標にしています。

●  今年は「使い捨てプラスチック問題に対してでき
ることを話し合おう」をテーマに、授業を実施しま
した。児童からは「必要なもの以外買わない」な
どの自分で取り組むことができるアイデアから「ポ
スターをつくって呼びかけよう」といった周囲の意
識を高めるための方法についての意見がでました。

生徒発SDGsプロジェクトの実践
 甲陵高校
●  甲陵高校では、SDGsについて総合的に学んだ

後、課題研究グループごとにテーマを決め、具体
的なアクションを実施しました。

●  あるグループでは、「捨てるという概念を捨てる」
をテーマに、文化祭で卒業生から集めた体育着
の販売を実施しました。卒業して不要となり、捨
てられてしまう体育着をリユースしていこうという試
みです。

●  体育着は1着100円から200円で在校生に販売
されました。活動を継続するため、今年の売上は、
後輩たちがSDGsの活動に取り組むための資金
に充てていきます。

SDGs　未来のために、今できることコラム
column

■ 北杜で見つけた！SDGsの取組（令和3（2021）年度）
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3-1  人口

（1）人口構造

本市の人口構造は、高齢層の人口が多く若年層が少ない「逆三角形型」となっており、このまま、特別な対
策を講じなかった場合、今後もこの傾向が続くことが予測されています。「逆三角形型」の人口構造になると
少子化と人口減少が加速し、経済や地域の維持が難しくなっていく懸念があります。

（2）総人口の推移

本市の人口は、昭和55（1980）年から平成16（2004）年まで増加しましたが、その後は減少に転じ、令和
2（2020）年時点で、44,053人となっています。

現在までの総人口の推移は、国立社会保障・人口問題研究所＊の推計の水準よりも改善していますが、人
口ビジョンで設定した人口目標は下回っており、このままいくと目標との乖離が広がることが見込まれます。

第3章 北杜市を取り巻く状況と今後の見通し
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国立社会保障・人口問題研究所＊の推計値

平成16年北杜市誕生
48,817人

■ 人口ピラミッド

■ 人口目標と実人口の推移

出典：総務省「国勢調査」及び国立社会保障・人口問題研究所＊「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

出典： 令和2（2020）年までの実人口は総務省「国勢調査」、平成16（2004）年は山梨県「山梨県常住人口調査結果報告」10月、 
国立社会保障・人口問題研究所＊「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」、北杜市人口ビジョン
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（3）合計特殊出生率＊の推移

合計特殊出生率＊は、平成15〜19（2003〜2007）年以降、県は回復傾向で推移していますが、本市ではや
や低下傾向で推移しています。平成25〜29（2013〜2017）年には、県平均が1.49に対し、本市は1.35と低
い水準にあります。現時点では、人口ビジョンで設定した令和2（2020）年の目標1.50を下回っています。

（4）人口動態

出生数と死亡数の推移をみると、過去30年間にわたって「自然減」が概ね続いています。近年は、死亡が
出生の約3倍に到達し、人口減少が加速しています。転入数と転出数の推移をみると、過去30年間にわたっ
て「社会増」を概ね達成しています。しかし、転入者は60歳以上で大きく転入超過している一方、20代では
転出超過が拡大するなど「逆三角形型」の人口構造の改善には至っていません。なお、令和2（2020）年は新
型コロナウイルス感染症の影響により、全国的には出生数が減少しましたが、本市では、出生数は微増し、転
入者も増加しています。
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■ 合計特殊出生率＊の推移

出典：厚生労働省「人口動態統計特殊報告」
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■ 出生数と死亡数の推移

■ 転入数と転出数の推移

出典：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」、平成23（2011）年までは日本人のみ、平成24（2012）年以降は外国人を含む数字。

出典：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」、平成23（2011）年までは日本人のみ、平成24（2012）年以降は外国人を含む数字。
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3-2  産業

（1）産業構造

産業・経済の各種統計によって、市外からお金を稼ぎ、経済をけん引している基盤産業を特定すると農業、
食料品製造業、窯業・土石製品製造業、はん用・生産用・業務用機械製造業、建設業、宿泊・飲食サービス業
などが該当します。これらの基盤産業を重点的に振興していくことが、地域経済の振興と雇用を確保してい
くうえで重要です。

また、農業、食料品製造業、宿泊・飲食サービス業などの観光産業については、地域内で連携できる可能
性のある産業群であるため、地域内取引を活発化させるとともに、ブランド化を図ることで、経済効果を高め
ていくことが求められています。

（2）市内事業所の従業者数の状況

市内事業所の従業者数は、平成21（2009）年の19,904人から平成24（2012）年には18,705人まで減少し
ましたが、それ以降は19,000人台で横ばいに推移しています。

産業分野別では、最も従業者数の多い「製造業」では、近年はやや増加傾向にあり安定しています。また、
高齢化を背景に「医療、福祉」は増加傾向にあります。「農業、林業」においては、担い手の減少により新規
参入の余地があるため、農家数が減少する一方で法人従業者数が増加しています。

一方、「製造業」に次いで従業者数の多い「宿泊業、飲食サービス業」「卸売業、小売業」は、近年、減少傾
向にあります。人口減少や行財政縮小の影響を受けている「建設業」も減少傾向にあります。

第一次産業
・農業

第二次産業
・食料品製造業
・窯業・土石製品製造業
・はん用・生産用・業務用機械製造業
・建設業

第三次産業
・宿泊・飲食サービス業

平成27（2015）年時点　付加価値額　1,798億円

87億円 934億円 777億円
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■ 本市をけん引する主な基盤産業

■ 市内事業所の従業者数の推移

出典：環境省「地域経済循環分析」

出典：総務省「経済センサス-基礎調査」、総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」
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なお、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた令和2（2020）年以降は、「宿泊業、飲食サービス業」の従
業者数が更に減少していると思われます。各産業が、脱炭素＊化・DX＊化・新型コロナウイルス感染症の影
響をはじめとする社会や市場の変化に対応し、従業者数を確保できるよう、支援を行っていくことが必要です。

産業別・男女別の従業者数は、男性では「製造業」が突出して多く、女性では「宿泊業、飲食サービス業」
「卸売業、小売業」が多くなっています。

各産業において労働力不足が懸念されるなかで、様々な市民が働きやすく能力を発揮しやすい環境を整備
することが求められています。

（3）課税対象所得

本市の納税義務者一人当たりの課税対象所得の推移をみると、令和2（2020）年度は平成27（2015）年度
よりも増加していますが、長期的には減少傾向にあり、課税対象所得は、県内13市中12位の低位に位置し
ています。子育て世代や若い世代に選ばれる都市になるためには、所得水準を高めていくことが必要です。
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■ 納税義務者一人当たりの課税対象所得

出典：総務省・経済産業省「平成28（2016）年経済センサス-活動調査」

出典：総務省「市町村税課税状況等の調」
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3-3  財政

（1）これまでの取組

本市は、平成18（2006）年度以降、行政改革大綱のもと、効率的かつ効果的な行政運営を目指し、正職員
数の削減や公共事業費の縮減などを進めるとともに、市債残高の削減と基金残高の積み増しに計画的に取
り組んできました。

その結果、普通会計＊については、市債残高が平成17（2005）年度の466億円から令和2（2020）年度には
217億円まで減少し、基金残高が平成18（2006）年度の64億円から令和2（2020）年度には158億円まで増
加しています。

この結果、財政の早期健全化等の必要性を判断するための財政健全化判断比率のうち、令和2（2020）年
度の実質公債費比率＊は5.4％まで改善し、その他の指標も基準を下回っていることから、この点では財政の
健全性は維持されていると判断されます。

（2）現状と課題

財政健全化の取組は、着実に成果として現れていますが、人口減少、少子高齢化による税収の減少や、社
会保障関連費の増加等の要因に加え、特別会計を含めた市債残高は556億円で依然として高い水準となっ
ています。

本市の将来を見据えたときに、合併特例事業債が令和7（2025）年度をもって終了することなどから、令和
8（2026）年度以降には実質単年度収支＊がマイナスに転じる見通しであり、厳しい状況となります。

特に、県内でも突出して保有量が多い公共施設の維持・更新経費が増大する見通しであり、持続可能な行
政運営を行っていくための大きな課題となっています。

（3）今後の方策

社会情勢の変化や市民ニーズに的確に対応していくためには、引き続き、自主財源の確保や歳出の抑制に
努めるなど、財政健全化に取り組むとともに、合併特例措置の終期を見据えた行財政経営をしていく必要が
あります。

本市の重要課題である人口減少、少子高齢化等に対処するため、基本構想で示す「2030年、地域のありた
い姿」の実現に向けて、子育て・教育施策やDX＊、ウィズコロナ・ポストコロナ時代へ対応した施策の推進に
政策資源を重点的に投入していく必要があります。

そのため、合併から17年が経過したなかで、これまでの旧町村単位を基本とした行政運営から脱却し、合
併団体としての原点に立ち返り、合併によるスケールメリットを活かした行政運営の効率化と新たな機能の
付加・充実による市民サービスの質や利便性の向上に向けた、未来につなぐ行政経営基盤を構築する必要が
あり、将来世代に負担を残さないことを最優先に抜本的な行政改革に正面から取り組みます。
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現在の状況が続いた場合、各種統計の傾向をみると、本市では将来にわたって「死亡者数の増加」と「現
役世代の減少」が同時に進行することで、様 な々課題が顕在化し、そのことにより地域の空洞化が一層進むと
いう悪循環の連鎖が起きる可能性があります。

本計画により方向性を定め、官民が一体となって「負のシナリオ」を回避するための取組を活発化させていく
ことが求められています。

健康寿命＊の短縮

（いわゆる多死社会化＊）

現役世代
の減少

景観・農地・山林の荒廃

地価の下落

地域の“空洞化”により、様々な課題が顕在化し、
北杜市を選ぶ人・企業が減少する悪循環が起きる

担い手の空洞化
● 少子化・人口減少が加速
● 現役世代の減少
→労働力、専門人材、地域の担い手が不足

幸福・健康・尊厳の消失
● 孤立化・無縁化・不活発化

所有物・活動の空洞化
● 空き家、空き地（農地・山林）、空き店舗などの
低未利用の空間が相当程度の分量で発生

● 高齢層が担ってきた役割・技術が消失

幸福度の低下

健康寿命＊の短縮

なりわい・伝統の消失

就業者の確保が困難

企業撤退 医療福祉撤退

地域活動の担い手不在
・地域行事の廃止・支え合いの低下
・住民孤立化
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地域運営等にかかる経済・労力のコスト
（費用・労力）が増加

少子・超高齢
社会

（いわゆる多死社会化＊）

2040年頃出生：死亡
の割合が１：５の社会予測

避けるべき未来の姿　〜負のシナリオ〜コラム
column
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本市の人口・経済・財政の状況を踏まえると、今後、少子・高齢化が更に進行し、地域の空洞化が進むこと
で、負の連鎖が起き、地域全体の活力が低下することが懸念されます。

将来にわたって市民が幸せを実感できる都市を実現するためには、新型コロナウイルス感染症、DX＊、高
速交通、SDGsなどの社会変化やニーズに柔軟に対応し、地域の新しい価値を創造していくことが欠かせま
せん。

本市は、希少な自然・景観・水資源・生態系に加え、伝統文化、別荘・観光などの豊富な地域資源と地域文
化を有しています。こうした地域の宝を次世代に良い形で引き継ぎ、更に発展させることが地域の価値の創
造につながることから、社会変化に対応し、各地域の個性を活かす努力を継続しながらも「北杜は一つ」の
考えのもとに10年後に子どもが賑わう夢叶うまち、市民が幸せを実感できるまちの実現を図ります。

このため、本計画においても、本市創設以来の将来都市像であり、本市の強みを言葉にした将来都市像と
して「人と自然と文化が躍動する環境創造都市」を継承します。

さらに、バックキャスティングによって導き出された5つの「2030年、地域のありたい姿」を設定し、各分
野において地域内外の様々な主体とともに協働することで、地域の価値を創造します。

第4章 2030年、地域のありたい姿

北杜市の将来都市像

人と自然と文化が躍動する
環境創造都市

－ 北杜新時代  幸せ実感  チャレンジ北杜 － 

2030 年、地域のありたい姿 

子どもの笑顔が自分の笑顔になるまち 

新たな価値を奏でる創造のまち 

ともに、よりよく生きるまち 

もっと、世界を魅了するまち

安心をずっと、サステナブルなまち 
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◆  妊娠、出産、子育ての切れ目のない相談拠点「北杜版　ネウボラ＊」に子どもとその親たちが
集い、他機関との連携が図られ、円滑なサービスの利用につながっています。

◆  子どもの数が増え、まちが子どもの笑顔により、活気と希望に満ちあふれています。

◆  子育て・教育の満足度が高く、住まいと仕事も確保しやすく、子育て家庭に移住・定住先とし
て「子育てするなら北杜」と選ばれる人気地域になっています。

◆  母子の命と心身の健康が守られ、子どもが本来持っている能力を高めながら健やかに成長し
ています。

◆  学校教育では、授業力、指導力などを身に付けた魅力ある教職員が、子どもたちの思考力・判
断力・主体性を伸ばす質の高い教育が実践されています。

◆  子どもと子育て家庭を地域の宝と捉え、社会全体、地域全体で支え・育てていく雰囲気と仕
組みが生まれています。

2030 年、 
地域のありたい姿 子どもの笑顔が自分の笑顔になるまち
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◆  ライフステージとライフスタイルに応じた生きがいづくりや心身の健康づくりの実践が定着し、
「Well-Being＊（ウェルビーイング）」 が実現し、一人ひとりが豊かさを実感しています。

◆  市民や企業などが垣根を越えて連携し、人ごとではなく、自分ごと、みんなごととして地域、
暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社会＊が実現しています。

◆  地域の各医療機関との連携により、安心できる医療体制が確保されているとともに、医療や
介護の保険制度が安定的に運営されています。

◆  医療・介護・社会福祉・交通等が連携して必要なサービスが提供されるとともに、地域での支
え合いの活動が定着し、住み慣れた地域で安心して過ごすことができています。

◆  感染症予防の徹底と効果的なまん延防止策の実施など、感染症等の発生に備えた危機管理
体制が確立し、「感染症に強いまち」になっています。

2030 年、 
地域のありたい姿 ともに、よりよく生きるまち
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◆  地域資源（地域産業・農地・山林・景観・住宅・文化・地域行事など）が良い形で次世代に引
き継がれ、時代のニーズにあわせて新たな価値を生み出し、活用され続けています。

◆  地域コミュニティの活動が活発化し、快適で安全に暮らせる地域の環境が確保されています。

◆  観光客が減少したエリアにおいて、市民・地域・企業・行政の共創によるコンテンツの磨き上
げや滞在環境の改善等が図られ、観光地が再生しています。

◆  性別、障がいの有無、国籍の違いなどにかかわらず、多様な担い手が職場や地域などで、能力
や適性を活かして活躍し、地域の力になっています。

◆  社会全体のDX＊や広域連携が進み、地域経済の活性化や市民サービスの維持・向上が図られ、
市民の安全で快適な生活が確保されています。

2030 年、 
地域のありたい姿 新たな価値を奏でる創造のまち
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◆  世界に誇る山々などの自然環境や景観、澄んだ水、生物多様性＊が保全され、自然との共生
が確立されています。

◆  中部横断自動車道やリニア中央新幹線の開通等により、大都市圏からのアクセスの優位性が
更に高まり、国内外から人やモノが集まる交流都市になっています。

◆  地域観光資源が更に磨かれ、質の高いサービスが提供されているとともに、文化芸術・スポー
ツ活動・ビジネス等の交流拠点となっており、北杜市のファンと関係人口＊が増加しています。

◆  安全・安心な市産農産物等が安定的に生産されるとともに、消費者ニーズに対応した北杜フー
ドが全国・世界に販売されています。

◆  次世代産業・成長産業などの立地場所となっているとともに、市内事業者が市場変化に対応
し、地域経済が循環しています。

◆  若い世代の市政参画が増加し、若い世代にとって魅力ある地域が創生され、若い世代から就
業地・移住先として高い人気を誇っています。

2030 年、 
地域のありたい姿 もっと、世界を魅了するまち
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◆  地域の防災・減災意識が高まり、活動が継続的に行われ、万一に備えています。

◆  災害や感染症などの緊急事態に対して柔軟に対応できる体制や仕組みが整っており、変化に
強いしなやかな地域となっています。

◆  市民と企業の市政への参画と共創（協働）によって市民ニーズに対応した持続可能な市政運
営が展開されています。

◆  再生可能エネルギー＊等の導入が進むとともに、一人ひとりの環境に配慮した行動が実践され、
世界の持続的発展に貢献するゼロカーボンシティ＊となっています。

◆  豊かな自然環境の保全の必要性を将来の世代に伝えていくため、子どもから大人まで、すべ
ての世代が環境や自然について学べる機会があります。

◆  地域の自然と共生し、美しい自然と調和のとれた街並みが広がり、快適な生活環境が確保さ
れています。

2030 年、 
地域のありたい姿 安心をずっと、サステナブルなまち
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第2部  前期基本計画
第3次 北杜市総合計画

2021　　　2025▶▶▶



本市の将来人口を展望すると、人口減少は避けて通ることはできません。しかしながら、急激な人口減少
がもたらす、「人」や「土地」、「地域」や「産業」の空洞化による悪循環（負のシナリオ）に陥ることを防がな
くてはなりません。さらに、総人口の推移という視点だけでなく、将来的に持続可能なまちとなるような人口
構造の改善を目指す必要があります。

本計画では、5つの「地域のありたい姿」を実現することで「令和12（2030）年に子ども（0〜14歳）の人
口を推計値の2倍に増加させる」ことを目指します。現行の人口ビジョンの目標を上回る、高い水準の目標
を設定することで、子育て世代や若い世代の移住促進など人口確保の取組を加速させていきます。

また、令和12（2030）年までに上昇させた子どもの人口規模をその後も維持することによって「持続可能
な人口構造の構築」を目指します。

◆第3次総合計画の人口目標（令和12（2030）年までに人口規模を維持し、年少人口を倍増させる）

第1章 人口目標

45,111
（実績） 44,053

（実績）
43,874

43,868
43,050

42,004

46,968
（実績）

44,893
44,841
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43,103 40,951
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32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

42,000

44,000

46,000

48,000

50,000

H22年
（2010）

H27年
（2015）

R2年
（2020）

R7年
（2025）

R12年
（2030）

R17年
（2035）

R22年
（2040）

（人）

人口目標①

人口目標②

人口目標③

実績

目標

第３次総合計画
人口ビジョンの
目標を840人下回っている

国立社会保障・人口問題研究所＊の
推計よりも5,162人増加を目指す

■  総人口

人口目標 解説

人口目標①
　第3次総合計画の人口目標。「地域のありたい姿」を実現することで「令和12

（2030）年に子ども（0〜14歳）の人口を推計値（国立社会保障・人口問題研究所＊）
の2倍に増加させる」ことを目指した数値。

人口目標②

　平成27（2015）年に策定した人口ビジョンの人口目標。国の長期ビジョン及び
推計や分析、調査などを考慮し、本市が目指すべき将来の人口規模を示した数値。
　合計特殊出生率＊が令和2（2020）年に1.5程度、令和7（2025）年に1.8程度、令
和12（2030）年に2.1に達し、若年層の転出抑制と、子育て世代の転入促進を図り、
0〜40歳までの人口が令和2（2020）年までに約1,800人、令和7（2025）年までに
約3,500人増加すると仮定している。

人口目標③ 　平成27（2015）年の国勢調査を用い、国立社会保障・人口問題研究所＊が算出
した推計値。

【人口推計の見方】
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◆第3次総合計画の人口目標のシナリオ

①社会動態：転入者や転出者の見込み
子育て世代が、安心して妊娠、出産、子育てをすることができる環境の充実を図り、子育て世代（世帯）の

転入を促すことで、前期の令和7（2025）年までに1,720人（0〜14歳：1,000人、15〜49歳：720人）の増
加、後期の令和12（2030）年までに1,505人（0〜14歳：880人、15〜49歳：625人）の増加を目指します。

さらに、市内経済の活性化と若い世代に魅力的な雇用創出、U・Iターンの促進、移住・定住の促進、市の
魅力を高めるプロジェクト等を積極的に推進することで、0〜49歳の社会動態（転入者から転出者を引いた
数）は、前期で1,368人増、後期で1,265人の社会増を目指します。

②自然動態：合計特殊出生率＊の設定と出生数の見込み
結婚し、子どもを持ちたいと考えている若い世代の結婚や出産、子育ての希望を実現し、安心して子育て・

教育ができるように切れ目のない支援に取り組むことで、合計特殊出生率＊は、令和7（2025）年に1.8まで、
令和12（2030）年に2.1まで段階的に上昇し、それ以降も同水準が維持されることを目指します。

合計特殊出生率＊の上昇に加えて、転入者の増加に伴う女性人口の増加により、出生数は令和7（2025）年
までは年間約280人と推計されます。
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実績

第３次総合計画

国立社会保障・人口問題研究所＊の
推計よりも2,931人増加（約２倍）
を目指す

目標
（人）

22,112
（実績）

20,944

20,096

19,462
18,701

27,054
（実績）

23,273

22,675

20,884
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19,660
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第３次総合計画

国立社会保障・人口問題研究所＊の
推計よりも2,521人増加を目指す

目標

人口目標①
人口目標②
人口目標③
実績

（人）

■  年少人口（0〜14歳）

■  生産年齢人口（15〜64歳）

出典：令和2（2020）年まで総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所＊「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」、人口ビジョン
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リーディングプロジェクトは、「まち・ひと・しごと創生総合戦略＊」に相当するものとし、基本構想で示す
「2030年、地域のありたい姿」の実現に向け、総合計画の実効性を高めるため、先導的な役割を担い、優先的
かつ重点的に取り組むプロジェクトを設定します。

また、リーディングプロジェクトによって、本市における「人口減少の緩和」「地域産業の活性化」「人口減
少への適応」への対応を戦略的に進めることにより、まち・ひと・しごとの創生につなげ、将来に向けて持続
可能な地域を目指します。

なお、5本のリーディングプロジェクトは、5つの「2030年、地域のありたい姿」に対応し、10本のプロジェ
クトにより推進します。

第2章 リーディングプロジェクト
（まち・ひと・しごと創生総合戦略）

リーディングプロジェクト体系図

未来を創る 人口減少の緩和と地域産業の活性化を目指します。

未来に備える 人口減少に適応した地域をつくることを目指します。

子育て・教育で
選ばれる地域をつくる

1-1

1-2 若い世代に
選ばれる地域をつくる

子どもの笑顔が
自分の笑顔になる
まちづくり

1

地域資源を活用して
新しい価値をつくる

3-1

3-2 行政・地域のDX＊を推進する
新たな価値を奏でる
創造のまちづくり3

健康を支え、
生命を守る体制をつくる

2-1

2-2 協働・支え合いの
まちをつくる

ともに、
よりよく生きる
まちづくり

2

世界水準の観光と
食の都市をつくる

4-1

4-2 北杜のファンをつくり、
ともにチャレンジする

もっと、
世界を魅了する
まちづくり

4

強靭な地域をつくる5-1

5-2 SDGs未来都市をつくる

安心をずっと、
サステナブルな
まちづくり

5
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＜基本目標＞
No 指標 基準値（R2） 目標値（R7) 

LP-05 特定健診受診率 25.6％ 48.5％

LP-06 生きがい、幸せを感じながら生活している市民の
割合 R4調査結果に基づき設定

LP-07 地域での支え合いが行われていると感じる市民の
割合 R4調査結果に基づき設定

LP-08 多様な価値観や生活様式の共生に関する市民の認
識 R4調査結果に基づき設定

リーディングプロジェクトの見方

▼部門別計画・新・行政改革大綱との主な対応例

未来を
創る

●データ等を活用した健康管理と健康づくりの推進 【2-1-1】【4-3-1】【行4-3-2】

●学びと生きがいづくりの推進

・ライフステージに応じた活躍の場、生きがいの場の創出 【2-3-1】【3-2-1】【4-4-2】

・スポーツやレクリエーションの活動機会の拡充 【3-3-1】

・芸術・文化を身近に感じ、ふれる機会の創出 【3-3-2】

●若年期からの健康維持・健康増進意識の醸成 【1-3-2】【2-1-1】【3-3-1】

未来に
備える

●包括的・総合的な相談支援体制の強化 【2-1-1】【2-2-1】【2-2-2】

●地域医療の充実 【2-1-2】【2-1-3】

●在宅医療・介護連携の推進 【2-1-2】【2-3-2】

●認知症に関する情報発信の強化 【2-3-1】【2-3-2】

●感染症予防対策の拡充及び体制強化 【2-1-3】

ともに、よりよく生きるまちづくり
リーディングプロジェクト❷

◆  人生100年時代＊において、すべての人が年齢に関係なく学ぶことのできる環境整備と、学んだことを活
かして産業や地域に貢献できる機会をつくることが重要です。

◆  就労・趣味・文化芸術・スポーツ・地域活動・支え合い活動など、様々な場面で出番と居場所があり、生き
がいを持って生活する市民を増やしていく必要があります。

◆  このため、いきいきと暮らす源となる心身の健康づくりや介護予防に特に注力します。
◆  また、地域医療体制の充実を図るとともに、医療・保健・福祉の連携を促進する必要があります。
◆  一方、様々な理由で、身体、精神、生活などに困難を抱える市民に対しては行政サービスや専門機関のケ

ア（公助）を提供する必要があります。
◆  さらには、社会に大きな負荷をかけた新型コロナウイルス感染症をはじめ、感染症等に対して予防・対処

できる知識の普及や体制の構築が求められています。

【LP2-1】  健康を支え、生命を守る体制をつくる

健康寿命＊を延伸し、自立生活が困難になっても安心して暮らせる

28 第３次北杜市総合計画

「人口減少に適応した
地域をつくる」ための
戦略を記載しています。

「人口減少の緩和」と
「地域産業の活性化」
を目指すための戦略
を記載しています。

リーディングプロジェク
トの達成状況を測定す
るため、数値目標を設
定しています。

戦略に基づく、部門
別計画または新・行
政改革大綱と関連性
の高い取組を記載し
ています。

リーディングプロ
ジェクトの取組の視
点を記載しています。

ありたい姿を実現す
るためのリーディン
グプロジェクトの名
称を記載しています。
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▼部門別計画・新・行政改革大綱との主な対応例

未来を
創る

●子育てに関する学習機会や情報提供の充実 【1-1-2】【行4-4-3】

●ソフト・ハード両面から北杜版 ネウボラ＊の基盤強化 【1-1-1】【1-1-2】【1-2-3】
【1-2-4】

●子育て家庭への経済的支援の充実 【1-1-3】【1-1-4】

●学生への奨学金制度の創設 【1-5-4】

●質の高い保育、保育園経営の差別化の推進 【1-2-1】【行4-1-1】

● 子どもの健康と豊かな心を育む空間がある子育て支援施設、
保育園の整備 【1-1-2】【1-2-1】【行4-1-1】

●児童生徒の一人ひとりの個性に応じた継続的支援体制の構築 【1-3-1】【1-3-2】【1-4-1】

●すべての子どもたちの居場所の確保の充実 【1-1-2】【1-2-3】【1-2-4】

未来に
備える

●多様性を理解し、豊かな国際感覚を持った人材育成の推進 【1-3-1】

●ICT＊機器を効果的に活用した学びのDX＊化の推進 【1-4-2】【行4-3-2】

子どもの笑顔が自分の笑顔になるまちづくり
リーディングプロジェクト❶

◆  本市の宝である「子どもたちの笑顔」こそ、本市が発展する原動力です。
◆  本市の合計特殊出生率＊は全国、県内平均よりも低く、将来にわたって活力ある地域を維持していくため

には、安心して出産、育児ができる環境を整えていく必要があります。
◆  このため、子どもとその家族への総合的で切れ目のない支援を高い専門性と地域の力で実現できる環境

を整備していくことが求められています。
◆  また、多様化・高度化する保育・教育ニーズに対応するためには、質の高い保育・教育を提供する環境整

備が必要です。
◆  本市の持つ豊かな自然を含む、子育て環境と保育・教育ニーズの質の良さを磨き上げるとともに、取組成

果を発信することで、「子育てするなら北杜」という地域ブランドを構築し、子育て世代から「選ばれる地
域」を目指します。

【LP1-1】  子育て・教育で選ばれる地域をつくる

子育て・教育の地域ブランドを構築する
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▼部門別計画・新・行政改革大綱との主な対応例

未来を
創る

●若い世代、子育て世代への就職支援

・結婚・出産等による退職後の再就職の支援 【4-4-2】

・仕事と子育ての両立に対応した働き方への支援 【3-4-1】【4-4-1】【4-4-2】

・企業とタイアップした子育て環境PRの推進 【1-5-1】【4-4-1】【4-4-2】

●若い世代をターゲットとしたまちづくりの推進

・若者によるまちづくりの提案と実践の場の提供 【1-5-4】【3-1-1】【3-1-2】

・若い世代が関心の高い施設やイベント等の誘致 【1-5-4】

・教育機関の誘致に向けたイベント・合宿等の開催支援 【4-3-3】

・起業を志す若い世代の活動や交流の場の提供、起業支援 【4-3-3】

・ 若い世代、子育て世代のニーズに対応した住環境の提供・支
援の充実 【1-5-1】【1-5-2】

●結婚を希望する若者への支援の充実 【1-5-3】

●移住経験者等による相談支援、情報発信の強化 【1-5-1】【行4-4-3】

＜基本目標＞
No 指標 基準値（R2） 目標値（R7) 

LP-01 「子育て施策の充実」の満足度
回答者全体 33.7%

（R4） 40.5%

高校生以下の
子どもの保護者

63.4%
（R4） 69.7%

LP-02 「教育施策の充実」の満足度
回答者全体 28.0%

（R4） 33.6%

小中学生の
子どもの保護者

52.8%
（R4） 58.1%

LP-03
年少人口（0-14 歳）の社会増減（累計） （参考）105人増/年

※H28〜R2の平均値
1,199人増
（累計）

若い世代（15-49 歳）の社会増減（累計） （参考）107人減/年
※H28〜R2の平均値

169人増
（累計）

LP-04 若い世代の北杜市に住みたいと回答した割合 67.0%（R4） 73.7%

【LP1-2】  若い世代に選ばれる地域をつくる

若い世代との関係をつくり、住まい・就業環境を整える

リーディングプロジェクト❶

◆  少子化・高齢化が進展する本市においては、若い世代に移住・定住先として選ばれる地域をつくっていく
必要があります。

◆  このためには、魅力ある就業機会の拡大が重要であり、地域経済の活性化が不可欠です。
◆  環境に配慮した製品を生産する産業や次世代産業等の成長産業の誘致・支援、先駆的企業・大学等との

連携等を強化していくことが重要です。
◆  あわせて、若い世代のニーズを捉えた施設やイベント誘致などにより、関係人口＊の増加を図り、本市へ

の定住のきっかけとなる機会を増加させていくことが必要です。
◆  受入環境の整備や移住者と連携した情報発信等を行い、若い世代から「選ばれる地域」を目指します。
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▼部門別計画・新・行政改革大綱との主な対応例

未来を
創る

●データ等を活用した健康管理と健康づくりの推進 【2-1-1】【4-3-1】【行4-3-2】

●学びと生きがいづくりの推進

・ライフステージに応じた活躍の場、生きがいの場の創出 【2-3-1】【3-2-1】【4-4-2】

・スポーツやレクリエーションの活動機会の拡充 【3-3-1】

・芸術・文化を身近に感じ、ふれる機会の創出 【3-3-2】

●若年期からの健康維持・健康増進意識の醸成 【1-3-2】【2-1-1】【3-3-1】

未来に
備える

●包括的・総合的な相談支援体制の強化 【2-1-1】【2-2-1】【2-2-2】

●地域医療の充実 【2-1-2】【2-1-3】

●在宅医療・介護連携の推進 【2-1-2】【2-3-2】

●認知症に関する情報発信の強化 【2-3-1】【2-3-2】

●感染症予防対策の拡充及び体制強化 【2-1-3】

ともに、よりよく生きるまちづくり
リーディングプロジェクト❷

◆  人生100年時代＊において、すべての人が年齢に関係なく学ぶことのできる環境整備と、学んだことを活
かして産業や地域に貢献できる機会をつくることが重要です。

◆  就労・趣味・文化芸術・スポーツ・地域活動・支え合い活動など、様々な場面で出番と居場所があり、生き
がいを持って生活する市民を増やしていく必要があります。

◆  このため、いきいきと暮らす源となる心身の健康づくりや介護予防に特に注力します。
◆  また、地域医療体制の充実を図るとともに、医療・保健・福祉の連携を促進する必要があります。
◆  一方、様々な理由で、身体、精神、生活などに困難を抱える市民に対しては行政サービスや専門機関のケ

ア（公助）を提供する必要があります。
◆  さらには、社会に大きな負荷をかけた新型コロナウイルス感染症をはじめ、感染症等に対して予防・対処

できる知識の普及や体制の構築が求められています。

【LP2-1】  健康を支え、生命を守る体制をつくる

健康寿命＊を延伸し、自立生活が困難になっても安心して暮らせる
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▼部門別計画・新・行政改革大綱との主な対応例

未来に
備える

●市民参画機会の拡充や仕組みづくりの推進 【3-1-1】【3-1-2】【3-1-3】

●地域における共生型社会の実現

・多世代交流・共生の仕組みづくりの推進 【1-2-4】【2-2-1】【2-3-1】
【2-4-2】【2-4-3】

・住民主体による地域課題の解決力の強化 【2-2-1】【2-3-1】【3-1-2】

・外国籍住民の活躍の促進 【3-4-3】

・農福連携＊等、障がい者の社会参加、就業機会の拡大 【2-4-2】【4-1-2】

●住宅セーフティネット機能の強化 【5-4-1】

●市民生活を支える生活交通の確保 【5-4-2】

＜基本目標＞
No 指標 基準値（R2） 目標値（R7) 

LP-05 特定健診受診率 25.6% 48.5%

LP-06 生きがい、幸せを感じながら生活している市民の
割合 81.6%（R4） 89.8%

LP-07 地域での支え合いが行われていると感じる市民の
割合 44.6%（R4） 53.5%

LP-08 多様な価値観や生活様式の共生に関する市民の認
識 78.0%（R4） 85.8%

【LP2-2】  協働・支え合いのまちをつくる

市民が活躍する、市民等が支え合う

リーディングプロジェクト❷

◆  物質的な豊かさが増進する一方で、少子高齢化を背景に核家族化やつながりの希薄化が進行し、市民の
地域の担い手という意識が弱まり、地域での支え合いの活動が低下する傾向にあります。

◆  あらゆる市民が、全市あるいは特定の地域の未来をつくるための検討の場に参画できる機会を増加させ
るとともに、参加しやすくなる仕組みをつくることが求められています。

◆  地域課題の検討に参加した市民が、まちづくりの活動に参加し、協働の担い手となっていくことや、地域
活動やNPO＊活動をきっかけに、検討に参画するような好循環を作り出していくことが重要です。

◆  市民のライフスタイルや価値観、国籍などが多様化しています。様々な市民が互いの生き方や考え方を尊
重して、ともに暮らしやすい地域社会をつくっていくような関係の構築が求められています。

◆  性別、国籍、LGBTQ＊など、あらゆる違いを「その人がもつ個性」と捉え、尊重し合い、強みとなるよう活
かしていく必要があります。

◆  このため、子どもから高齢者、障がい者、外国人、すべての市民が地域で安心してともに暮らし続けられ
るよう、様々な問題を「我が事」と捉え、相互扶助や協力的な行動を増加させていくことが求められてい
ます。
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▼部門別計画・新・行政改革大綱との主な対応例

未来を
創る

● 観光ルネサンス（清里・増富エリア等の再生）と高付加価値
化の推進 【4-2-1】

●古民家再生、活用の支援 【1-5-2】【4-2-1】

未来に
備える

●市内企業等の事業継承、第二創業の促進 【1-5-4】【4-3-1】【4-3-3】

●地域産業の担い手の確保、育成支援 【1-5-4】【4-1-2】【4-1-3】

●地産地消型の生産・消費システムの構築 【1-3-2】【4-1-2】

●多様な人材の活躍推進

・企業・地域等での女性活躍好事例の横展開 【3-4-1】【4-4-1】【行4-4-1】

・ママ・シニア・外国人等を対象とした就業支援 【3-4-3】【4-4-2】

●次世代につなぐための多世代交流機会の創出 【1-5-4】【3-4-3】【4-1-2】
【4-2-1】【4-3-3】

●地域間連携、産学官連携・協働による課題解決の推進

・多様な主体との連携の推進 【3-1-2】【3-4-2】【4-3-1】

・SDGs企業の誘致、相互協力した社会的課題解決の推進 【4-3-3】

新たな価値を奏でる創造のまちづくり
リーディングプロジェクト❸

◆  本市では、毎年数百人の方が亡くなり、出生数よりも死亡者数が上回ることで、人口減少、少子化・高齢
化（多死社会化＊）が、一層、進むことが予想されています。

◆  事業経営者や農地・山林所有者の高齢化も進み、後継者の確保や資産の継続活用が課題（空白（空洞））
となっており、市内に生じる空白（空洞）を埋めるべく、遊休資産の発生を未然に防ぐとともに、遊休化し
た資産の次世代への継承を促し、新たな価値の創造につなげていく必要があります。

◆  次世代につなぐべき、地域の宝は例えば以下のようなものです。
・ 清里や増富の知名度を活かして、住む人も訪れる人も心地よく、感動を提供する地域の再生
・ どこか懐かしく情緒のある古い街並みや古民家を、再活用した上質で安らげる空間づくり
・ 農地や山林を活用した地産地消型の生産・消費システムの構築　など

◆  地域の宝を活用するには、固定観念にとらわれず、広域的な視点、企業・教育機関等との連携の可能性な
どを模索し、地域課題の解決と新たな価値の創造に挑戦していくことが求められています。

【LP3-1】  地域資源を活用して新しい価値をつくる

地域の宝を次世代につなぎ、高める　ー継承・再生・多様性ー
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▼部門別計画・新・行政改革大綱との主な対応例

未来を
創る

●行政手続きのデジタル化の推進 【3-4-3】【行4-2-1】【行4-3-1】
【行4-3-2】

●行政のDX＊推進体制の構築 【行4-2-1】【行4-3-1】【行4-3-2】

●AI＊・RPA＊の利用促進 【4-3-1】【行4-2-1】【行4-3-1】
【行4-3-2】

未来に
備える

●IoT＊、AI＊、ロボット等による作業支援の促進、導入支援 【4-3-1】【4-4-1】【行4-3-2】

●デジタル人材の確保・育成 【4-3-1】【4-4-1】【行4-3-2】

● 医療、福祉、教育、観光、農業など幅広い分野での未来技術
の実装やDX＊の取組を支援

・教育機関へのICT＊機器の導入の推進 【1-4-2】【行4-3-2】

・健康管理や健康づくり等へのデジタル技術の導入の推進 【2-1-1】【2-1-2】【4-3-1】
【行4-3-2】

・スマート農業＊の推進 【4-1-2】【行4-3-2】

・観光MaaS＊（マース）の推進 【4-2-2】【5-4-2】【行4-3-2】

・キャッシュレス化＊の促進 【4-2-2】【4-3-2】【行4-3-2】

＜基本目標＞
No 指標 基準値（R2） 目標値（R7) 

LP-09
空き家バンクの成約件数 （参考）24.6件/年

※H28-R2の平均値 150件（累計）

空き家バンクの登録件数 （参考）31件/年
※H28-R2の平均値 175件（累計）

LP-10 産学官、地域間連携新規協定数 （参考）5協定/年
※H30-R2の平均値 25協定（累計）

LP-11 マイナンバーカードの交付率 25.4％ 50.8％

LP-12 DX＊を実現した行政サービスの創出件数（累計） 41件 51件（累計）

【LP3-2】  行政・地域のDX＊を推進する

デジタル活用で市民のQOL（生活の質）＊の向上を図る

リーディングプロジェクト❸

◆  近年のデジタル技術の急速な発展・普及により、市民生活は大きく変化しており、新型コロナウイルス感
染症の拡大により、その流れは更に加速しています。

◆  スマートフォンの世帯保有率が高まっており、生活の様々な場面でネットワークに接続し、日常的にデジ
タル機器を使用している現代にあっては、提供されるサービスもデジタル技術を前提とした仕組みに変わ
りつつあります。

◆  行政サービスもデジタル技術やデータを活用して、市民の利便性を向上させるとともに、業務効率化を図
り、人的資源を行政サービスの更なる向上につなげていく必要があります。

◆  デジタル活用の推進にあたっては、高齢者をはじめ情報弱者になりやすい方々が取り残されないよう、デ
ジタルデバイド＊対策に取り組む必要があります。

◆  デジタル技術・サービスに対する不安感の払拭や使いたくなるようなデジタル技術・サービスの提供など
に取り組み、市民のQOL（生活の質）＊の向上を図ります。

◆  地域においてもDX＊を進めるため、デジタル人材の確保や育成が必要です。
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▼部門別計画・新・行政改革大綱との主な対応例

未来を
創る

●登山・アウトドアの聖地化

・安全で快適な山岳・アウトドア等の環境整備 【4-2-1】【4-2-2】

・アドベンチャーツーリズム＊（文化・自然体験）の開発支援 【4-2-1】【4-2-2】

●魅力的なコンテンツの開発による長期滞在・消費の促進

・芸術文化・スポーツ資源の磨き上げと活用 【3-3-1】【3-3-2】【4-2-1】

・農業と連携したツーリズムの造成支援 【4-1-2】【4-2-1】

●市産農畜産物等の生産拡大とブランド化、観光との連携強化 【4-1-1】【4-1-2】【4-2-1】
【行4-4-3】

●ワイン、日本酒等の関連産業の推進 【4-1-2】【4-2-1】

● リニア中央新幹線の開業、中部横断自動車道の開通に向けた
活性化策の検討 【1-5-1】【4-2-2】【4-2-3】

未来に
備える ●観光施設におけるハードと心のバリアフリー＊の推進 【3-4-1】【4-2-2】

もっと、世界を魅了するまちづくり
リーディングプロジェクト❹

◆  自然環境への負荷を最小限に抑え、市民生活と調和した持続可能な観光振興が求められています。
◆  本市は、八ヶ岳、南アルプス山脈、奥秩父山塊などの山々に囲まれ、南には富士山も望める日本有数の山

岳景観を有しています。2つのユネスコエコパーク＊がある日本唯一の自治体の強みを活かした取組に加
えて、森林、清流、生態系など自然環境を保全していく取組を強化していくことが重要です。

◆  本市の強みである大都市圏からのアクセスの良さが、今後、中部横断自動車道とリニア中央新幹線の開通
によって更に強化される見込みです。

◆  ポストコロナのニーズに対応したツーリズム（観光事業）の展開や市民総参加による「おもてなし」を推進
していくことが地域産業の成長の相乗効果につながります。

◆  本市に集積している「食と農に関する産業」を強化することで、市外からお金を稼ぎ、域内への来訪や移
住の増加にもつなげることが重要です。

【LP4-1】  世界水準の観光と食の都市をつくる

山岳景観と食とアクセスの強みを活かす

32 第３次北杜市総合計画



▼部門別計画・新・行政改革大綱との主な対応例

未来を
創る

●本市の魅力発信による認知度とシビックプライド＊の向上

・ 移住者、来訪者、滞在者の増加に向けたシティプロモーショ
ン＊の強化

【1-5-1】【3-1-3】【4-2-1】
【行4-4-3】

・トップセールスの推進 【3-1-3】【行4-4-3】

・シビックプライド＊の醸成 【3-1-3】【行4-4-3】

・市産農畜産物のPR強化 【4-1-2】【行4-4-3】

・フィルムコミッション＊の誘致促進 【3-1-3】【4-2-1】

●北杜ファン＊のネットワーク化

・スポーツを通じた人的・文化的交流の促進 【3-3-1】【4-2-1】

・市内在住の芸術家・文化人等のネットワークの活用 【3-3-2】

・多様な主体による交流イベント等の創出 【1-5-4】

・ふるさと納税者など北杜ファン＊への継続的な情報発信 【3-1-3】

・移住希望者等との交流の促進 【1-5-1】【4-2-1】

●サテライトオフィス＊の誘致等と二拠点居住の推進 【1-5-4】【4-3-3】

●ふるさと納税を活用した地方創生の推進 【3-1-3】【行4-2-3】

●企業立地・創業支援の充実・強化 【4-3-3】

＜基本目標＞
No 指標 基準値（R2） 目標値（R7) 

LP-13 市内宿泊客数 42万1,802人/年 83万人

LP-14 農業産出額
82億1,000万円/年

（※R1）
※公表されている最新値

82億1,000万円/年

LP-15
ふるさと納税寄附件数 1万6,060件/年 3万5,000件/年

ふるさと納税寄附額 5億2,352万円/年 12億円/年

LP-16 北杜市を他地域に誇れると感じる市民の割合 71.2%（R4） 78.3%

【LP4-2】  北杜のファンをつくり、ともにチャレンジする

北杜ファン＊を獲得し、まちづくりの力にする

リーディングプロジェクト❹

◆  自然環境や産業経済、歴史・文化など本市が持つポテンシャルを更に高めていくためには、本市の可能性
に深く共感する様々な立場の人々や企業等の知恵や技術を集め、ともに成長を目指す関係性を構築する
ことが必要です。

◆  また、市民が本市の魅力を実感し、シビックプライド＊を持てる機会を増やしていくことも求められています。
◆  このため、これまでにない明確かつ一体的な魅力発信とともに、新たに北杜ファン＊となるきっかけづくり

と、その先の分野を超えたネットワークづくりを進めることが重要です。
◆  本市及び全国にいる北杜ファン＊を更に増加させるとともに、まちづくりのパートナーとして連携・協力で

きる仕組みを構築します。
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▼部門別計画・新・行政改革大綱との主な対応例

未来を
創る ●多様な民間企業、自治体等との災害時応援協定等の締結推進 【3-4-2】【5-1-1】

未来に
備える

●住民の防災・減災力の強化

・要配慮者の地域における見守り・支援体制の構築 【2-2-3】

・自主防災組織＊の立上げや地域減災リーダー＊の育成支援 【3-1-2】【5-1-1】

●事前防災（ハード・ソフト）の推進

・ 治山・治水対策、河川改修、建築物の耐震化等のハード面の
対応強化 【2-2-3】【5-1-1】【5-4-1】

・ハザードマップ＊、避難体制、訓練等のソフト面の対応強化 【2-2-3】【3-4-3】【5-1-1】
【5-4-1】

●危険な空き家・廃墟等の撤去の促進 【5-3-2】

●地域や学校と連携した防災教育・啓発の推進 【1-3-2】【3-1-2】【5-1-1】

●市民ニーズを捉えた生活インフラの整備 【5-4-1】

安心をずっと、サステナブルなまちづくり
リーディングプロジェクト❺

◆  近年、気候変動の影響による豪雨や酷暑などが頻発しています。また、我が国は火山列島であり、大規模
な地震のリスクが常にあります。

◆  こうしたなかで、私たちにできることは、いつ起きてもおかしくない災害を想定し、その際に判断に迷わな
いようにそれぞれの立場で準備をしておくことで命を守ることです。

◆  災害や感染症などの非常事態が生じた場合にも対応できる持続可能で強靭な体制や仕組みを、市民・企
業の参画と共創（協働）によって構築することが重要です。

◆  また、災害発生直後から必要不可欠な行政機能を確保できるよう、業務を継続する危機管理の体制を確
立していくことが必要です。

【LP5-1】  強靭な地域をつくる

官民で万一に備え、暮らしを守る
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▼部門別計画・新・行政改革大綱との主な対応例

未来を
創る

●SDGsの認知度向上 【3-1-3】【行4-4-3】

●ゼロカーボンシティ＊の実現に向けた取組強化 【5-2-1】【5-2-2】【行4-4-3】

●森林の保全と利活用の促進 【4-1-3】【4-2-1】【5-2-1】
【5-3-1】【5-3-2】【5-3-3】

●地下水の保全・管理 【4-2-1】【5-3-2】

●企業立地、企業支援の充実・強化 【4-3-1】

未来に
備える

● 地域資源を活用したSDGs保育・教育（食育・木育＊・水育等）
の推進

【1-2-2】【1-3-2】【4-1-2】
【4-1-3】【4-2-1】

●観光プログラムや滞在施設等におけるSDGsの推進 【4-2-1】【4-2-2】【5-2-1】
【5-3-2】

●働き方改革の支援 【4-4-1】

＜基本目標＞
No 指標 基準値（R2） 目標値（R7) 

LP-17 自主防災組織＊数（累計） 69団体 107団体

LP-18 行政の災害等の危機管理体制の満足度 29.1%（R4） 35.0%

LP-19 市域の二酸化炭素（CO2）排出量
377,543t-CO2

（※H30）
※公表されている最新値

301,624t-CO2以下

LP-20 市の自然や環境保全の満足度 58.2%（R4） 64.0%

【LP5-2】  SDGs未来都市をつくる

北杜と世界の持続的発展のための取組を加速させる

リーディングプロジェクト❺

◆  SDGsは、貧困や健康、教育、気候変動、環境劣化など、行政活動と関連する広範なテーマを扱っており、
本市においてもSDGsと連動した戦略性のある取組を推進することが求められています。

◆  本市における最大の課題は、持続可能な人口構造をつくることであり、「移住・定住」を強力に促進する必
要があります。その際に、SDGsの目標と連動させながら取組を重点化することで、本市の有する強みの
伸長と弱みの克服につなげるとともに、世界の持続可能性の向上にも貢献します。

本市の強み・弱み 重点化の取組 SDGs 対応
移住・定住の強み（自
然環境）の強化

他地域と差別化できる豊かな
自然環境の保全と利活用

13. 気 候 変 動 に
具体的な対策を

15. 陸 の 豊 か さ
も守ろう

移住・定住の弱み（産
業・就労）の克服

若い世代に魅力ある就労環境
の整備、市内企業の発展や魅
力度の向上と高付加価値化

8. 働きがいも経
済成長も

9. 産業と技術革
新の基盤をつく
ろう

◆  特に、市民にとっても誇りである本市の自然環境を次世代につなぐため、保全活動、秩序ある土地利用を
進めます。

◆  市がSDGsに寄与する行動を実践することで人や企業に選んでもらえる要因となり、市民や北杜ファン＊、
その他の様々な関係者との信頼関係の強化につなげます。
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「2030年、地域のありたい姿」を実現するために、5つの行政部門別に21本の施策（大）と58本の施策（中）
を設定し、その実現を目指します。

それぞれの施策（中）と「2030年、地域のありたい姿」との対応は下表のとおりです。

1　子育て・教育・若者 2　健康・福祉

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 2-1 2-2 2-3 2-4
安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
育
て
ら
れ
る
支
援
の
充
実

地
域
ぐ
る
み
の
保
育
・
子
育
て
の
実
現

魅
力
あ
る
学
校
教
育
の
推
進

信
頼
さ
れ
る
学
校
教
育
の
推
進
と
教
育
環
境
の
整
備

子
育
て
世
代
・
若
者
の
移
住
・
交
流
の
促
進

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
健
康
づ
く
り
の
推
進

地
域
福
祉
の
充
実

介
護
予
防
の
強
化
と
高
齢
者
福
祉
の
充
実

障
が
い
児
・
者
福
祉
の
充
実

1-1-1 1-1-2 1-1-3 1-1-4 1-2-1 1-2-2 1-2-3 1-2-4 1-3-1 1-3-2 1-4-1 1-4-2 1-5-1 1-5-2 1-5-3 1-5-4 2-1-1 2-1-2 2-1-3 2-2-1 2-2-2 2-2-3 2-3-1 2-3-2 2-3-3 2-4-1 2-4-2 2-4-3

妊
娠
、
出
産
、
子
育
て
の
切
れ
目
な
い
支
援
体
制
の
強
化

子
育
て
に
関
す
る
情
報
提
供
や
交
流
・
学
習
機
会
の
充
実

出
産
・
子
育
て
等
の
経
済
的
負
担
の
軽
減

支
援
を
要
す
る
家
庭
の
早
期
発
見
・
相
談
支
援

多
様
な
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
質
の
向
上

幼
児
期
教
育
の
推
進

子
ど
も
の
居
場
所
の
確
保

家
庭
・
地
域
の
教
育
力
の
強
化

確
か
な
学
力
の
向
上

豊
か
な
心
と
健
や
か
な
身
体
の
育
成

信
頼
さ
れ
る
学
校
教
育
の
推
進

時
代
に
即
し
た
教
育
環
境
の
整
備

移
住
・
定
住
促
進
の
た
め
の
情
報
発
信
、
相
談
体
制
の
充
実

多
様
な
住
ま
い
の
確
保
支
援

結
婚
支
援
の
強
化

若
者
の
交
流
・
定
住
・
U
タ
ー
ン
の
促
進

健
康
維
持
・
健
康
増
進
の
充
実

医
療
体
制
の
充
実

感
染
症
対
策
の
充
実

地
域
共
生
社
会
の
実
現

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
の
強
化

要
配
慮
者
の
避
難
支
援
体
制
づ
く
り
の
推
進

介
護
予
防
と
生
き
が
い
づ
く
り
の
推
進

在
宅
生
活
支
援
の
充
実

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
の
確
保

障
が
い
児
・
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

障
が
い
児
・
者
の
社
会
参
加
及
び
就
労
支
援

障
が
い
児
に
対
す
る
地
域
支
援
体
制
の
構
築

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

第3章 部門別計画

■ 部門別計画

施
策
（
大
）

政
策

施
策
（
中
）

2030年、
地域のありたい姿
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3　市民生活・文化 4　産業経済・観光 5　環境・都市基盤

3-1 3-2 3-3 3-4 4-1 4-2 4-3 4-4 5-1 5-2 5-3 5-4
市
民
参
加
・
協
働
の
推
進

生
涯
を
通
じ
た
学
び
の
支
援

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
活
動
の
支
援

多
様
性
を
認
め
合
う
共
生
社
会
の
実
現

地
域
特
性
を
活
か
し
た
農
林
業
の
振
興

感
動
を
届
け
る
観
光
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

市
内
企
業
の
成
長
・
発
展
の
支
援

働
き
方
改
革
の
推
進

暮
ら
し
の
安
全
と
生
活
の
安
心
を
守
る

脱
炭
素
・
循
環
型
社
会
の
構
築

自
然
と
暮
ら
し
が
共
存
す
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

安
心
で
快
適
な
イ
ン
フ
ラ
整
備

3-1-1 3-1-2 3-1-3 3-2-1 3-2-2 3-3-1 3-3-2 3-4-1 3-4-2 3-4-3 4-1-1 4-1-2 4-1-3 4-2-1 4-2-2 4-2-3 4-3-1 4-3-2 4-3-3 4-4-1 4-4-2 5-1-1 5-1-2 5-2-1 5-2-2 5-3-1 5-3-2 5-3-3 5-4-1 5-4-2

市
民
参
加
機
会
の
創
出

協
働
に
よ
る
地
域
づ
く
り
の
推
進

広
報
・
広
聴
の
充
実

生
涯
学
習
の
充
実

読
書
活
動
の
推
進

ス
ポ
ー
ツ
環
境
の
充
実

芸
術
・
文
化
の
振
興
・
継
承

人
権
の
尊
重
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
推
進

広
域
連
携
、
交
流
等
の
推
進

多
文
化
共
生
と
国
際
交
流
の
推
進

農
地
の
保
全
と
農
業
生
産
基
盤
の
整
備
の
推
進

特
色
あ
る
農
業
の
推
進

森
林
資
源
の
活
用
と
保
全

特
色
あ
る
観
光
資
源
の
活
用

受
入
体
制
の
充
実

広
域
誘
客
の
促
進

市
内
企
業
へ
の
支
援

商
業
環
境
の
魅
力
の
創
出

創
業
支
援
、
企
業
誘
致
の
促
進

魅
力
的
な
職
場
づ
く
り
の
推
進

採
用
・
就
業
・
就
職
へ
の
支
援

減
災
力
の
強
い
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

消
費
者
保
護
の
充
実

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進

4
R
の
促
進

秩
序
あ
る
土
地
利
用
の
推
進

自
然
環
境
の
保
全
と
公
害
防
止

良
好
な
生
活
環
境
の
確
保

計
画
的
な
イ
ン
フ
ラ
整
備
と
適
正
な
維
持
管
理

公
共
交
通
網
の
整
備
・
活
用
促
進

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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目指す姿 

妊娠・出産の希望に寄り添い、安心して産み育てられる環境と支援策が整備されていることで、子どもと親の笑顔が
あふれるなかで健やかに暮らしています。

■ 子育てが楽しいと感じる親の割合

■ 地域子育て支援拠点事業の延べ利用者数

子育て・教育・若者 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

安心して子どもを産み育てられる
支援の充実

1-1  

2030年、
地域のありたい姿

現状と課題 

● 核家族化や地域とのつながりの希薄化、共働きの一般化などを背景に、経験不足や相談相手の不在などによっ
て、子育てに不安や負担を感じる親が増えています。育児のストレスが高まるなかで、保護者が社会的孤立により
虐待に至る事例も少なくありません。

● 子育て中の親が孤立して問題を抱えないよう、家族、友人、同じ境遇の市民、地域、関係機関などが連携したサ
ポート体制の構築が望まれます。

● ひとり親家庭、貧困による様 な々子どもへの影響、発達障害への対応など、経済的な支援や保護者への正しい知
識の普及が必要なケースが増えています。子育て家庭が抱える困難を個人の問題とせず、早期に発見し、社会と
して支えていくことが重要です。

施策目標 

No 指標 基準値（R2） 目標値（R7） 

１ 子育てが楽しいと感じる親の割合 83.2％ 85.2％

２ 地域子育て支援拠点事業の延べ利用者数 4,515人/年 15,515人/年
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コロナの影響により減少
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取組概要

1-1-1  妊娠、出産、子育ての切れ目ない支援体制の強化

＜相談支援体制の強化＞
● 妊娠準備期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して、総合的な相談や切れ目のない支援をワンス

トップで行う北杜版 ネウボラ＊を推進するため、子育て世代包括支援センターの支援体制を強化します。

＜子どもと親の健康確保と医療体制の充実＞
● 新生児訪問や乳幼児健診、各種相談などを通じて育児等に関する知識の普及啓発、相談指導を行います。
● 医療機関等との連携のもと、小児救急医療体制の整備・情報提供、産婦人科と小児科の開業支援、予防接種機

会の確保など、妊娠、出産、子育てに関わる医療体制の充実を図ります。

1-1-2  子育てに関する情報提供や交流・学習機会の充実

＜子育て支援施設の整備、運営の充実＞
● 親子が気軽に集い、交流ができる子育て支援の拠点となる新たな複合施設の設置や公園について検討し、整

備します。
● 既存の地域子育て支援施設の更なる有効活用の検討を行い、親子の交流を促進します。

＜子育て支援に関する情報提供の強化＞
● 子育て応援サイト「やまねっと」の内容を充実し、SNS＊等を活用した情報発信を強化します。
● 子育てサークル等の団体の育成やその活動を支援します。

1-1-3  出産・子育て等の経済的負担の軽減

＜出産・子育ての経済的負担の軽減＞
● 妊婦一般健診や不妊治療費の助成、18歳までの通院及び入院医療費、第2子以降の保育料（一時保育も含む）

の無料化等を継続し、出産、子育てに関する経済的負担の軽減を図り、子どもを産み育てやすい環境づくりを
推進します。

● すべての子どもが、その家庭の状況にかかわらず、健やかに育つことができる環境を整え、経済的支援を図り、
子どもたちの成長を支える取組を推進します。

1-1-4  支援を要する家庭の早期発見・相談支援

＜療育支援＞
● 新生児訪問や乳幼児健診、各種相談などを通じて、病気や発育・発達の遅れを早期に発見し、医療や療育等の

専門機関と連携しながら子どもの成長や発達を支援します。

＜虐待・家庭内暴力（DV＊）の早期発見に向けた連携強化＞
● 虐待の恐れがある子、配偶者からの暴力の被害者等に対して、早期発見に取り組み、関係機関との連携を強化

し、支援を行います。

＜子どもの貧困対策の推進＞
● 貧困の状態にある子どもが健やかに成長する環境を整備するため、庁内で連携を図りながら、地域やNPO＊と

協力し、食料支援等の子どもの貧困対策の取組を進めます。

＜ひとり親家庭等への支援＞
● ひとり親家庭に対する育児及び自立への支援や経済的支援等の充実を図ります。低所得の子育て家庭やひと

り親家庭に対して、市営住宅（公営住宅）の入居要件等を見直すなど、子育て家庭の生活の安定を図ります。

関連計画 
●北杜市子ども・子育て支援事業計画
●北杜市健康増進計画
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目指す姿 

保育サービスの環境整備の充実を図り、子育てと仕事の両立ができています。子どもを地域で育てるという意識が定
着し、幼児期から青年期に至るまで地域が教育や見守りを行っています。

子育て・教育・若者 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

地域ぐるみの保育・子育ての実現1-2

2030年、
地域のありたい姿

現状と課題 

● 女性の社会進出に伴う就労形態や子育て環境の変化により、保育サービスへのニーズが多様化しており、多様で
質の高い保育と幼児期の教育の提供が求められています。

● 次世代を担う子どもや若者が、多世代の人々、地域の文化や資源、スポーツや趣味の指導者などとの出会いや交
流を通じて、多様な価値観にふれ合い、体験を重ねることで、心豊かに成長していくことを支援する必要がありま
す。

施策目標 

No 指標 基準値（R2） 目標値（R7） 

3 保育サービス・放課後児童クラブの利用者の満
足度

79.5％（※H29）
※直近の調査値 85.0％

4 ファミリー・サポート・センターの延べ利用件数 714件/年 719件/年

■ 保育サービス・放課後児童クラブの利用者の満足度

■ ファミリー・サポート・センターの延べ利用件数
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取組概要

1-2-1  多様な保育サービスの提供と質の向上
● 多様化するニーズに対応できるよう、多様な保育サービスの確保、私立の保育園・市外の幼稚園に通う園児に

対する支援などを行うことで、質の高い保育等の確保に努め、最適な保育環境の整備を進めます。
● 保育サービスの質の維持・向上と行財政の健全化を両立するため、市立保育園の適正規模・適正配置に伴う再

編整備を進めます。また、民間活力の導入、民営化等を検討し、運営方針を示します。

1-2-2  幼児期教育の推進
● 保育園、認定こども園の幼児期の教育から小学校における学校教育へ円滑に移行できるよう、小学校と情報交

換を密にするとともに、交流を深め、子どもの成長や特性に応じた教育を展開します。
● 地域との交流活動、農業体験を行う教育ファーム事業、幼児環境教育事業等を通じ、自然や文化を大切にする

心や子どもの自己肯定感や多様性を認める心を育て、小学校の学校教育につなげていきます。

1-2-3  子どもの居場所の確保

＜ファミリー・サポート・センターの推進（対象：0〜12歳）＞
● 子どもの一時預かりや送迎など、子育ての援助を受けたい人（依頼会員）と援助できる人（協力会員）との間

の調整を行うとともに、支援人材の発掘、育成を図り、地域における子育てに関する相互援助活動を促進しま
す。

＜放課後児童クラブ等の充実（対象：小学生）＞
● 放課後や長期休業中に子どもが安心して活動し、過ごすことができるよう、放課後児童クラブや放課後子ども

教室など、居場所の確保に取り組みます。また、サービスの質の維持・向上を図るため、民間活力の導入も検
討します。

1-2-4  家庭・地域の教育力の強化

＜家庭教育力の向上＞
● 家庭の役割、家庭教育の重要性について、情報発信の充実に努めます。また、家族における子どもたちの基本

的生活習慣の推進を図ります。

＜青少年育成支援＞
● 青少年健全育成に向けた教育等、社会教育を行ううえでの推進体制の充実やスポーツ・文化を通じた青少年の

健全育成のための活動を支援します。

＜地域教育力の向上＞
● 豊かな人間性や地域への愛着が育まれるよう地域ぐるみで子どもを育てる体制づくりと活動を支援します。

関連計画 
●北杜市子ども・子育て支援事業計画
●北杜市立保育園整備計画
●北杜市生涯学習計画

 ＜子どもの読書活動の推進＞➡P59
 ＜子どもの体力づくりの支援＞➡P61
 ＜障がい者スポーツの推進（障がい児のスポーツ参加）＞➡P61
 ＜多様性、人権意識の醸成（子どもの人権教育）＞➡P63
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目指す姿 

子どもたちの学力と体力の基礎を育むとともに、思考力・判断力・主体性を伸ばす教育が充実し、子どもたちの生き
る力が育まれています。

■ 将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合

■ 学校給食での地場物産の使用割合

子育て・教育・若者 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

魅力ある学校教育の推進1-3

2030年、
地域のありたい姿

現状と課題 

● 教育は、次世代の市民を育てるための重要な営みです。
● 変化の激しい社会経済情勢のなかにおいて、対話や議論を通じて多様な考え方の共通点や相違点を理解し、相

手の考えに共感したり多様な考えを集約するなどして、協力しながら問題を解決していく力を高めることが求められ
ています。

● また、保護者からは、地域性を活かした特色ある教育が期待されており、知識や学力に加えて体験や多世代との
関わりなどが重要視されています。

● こうしたニーズに対応し、特色ある教育によって子育て家庭の移住を後押しすることも求められています。

施策目標 

No 指標 基準値（R2） 目標値（R7） 

5 将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合
小学校 85.3％（※R1）
中学校 72.6％（※R1）
※R2はコロナのため未実施

小学校 87.3％
中学校 73.5％

6 学校給食での地場物産の使用割合 48.9％ 49.9％
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取組概要

1-3-1  確かな学力の向上

＜社会変化に対応できる学ぶ力の育成＞
● きめ細やかで質の高い教育を行うため、少人数教育を推進し、子どもたちの学ぶ力を育てます。
● 児童生徒が自ら課題を解決する力を育むために、主体的・対話的で深い学びができるよう授業の改善を図りま

す。
● 高度情報化に対応するため、ICT＊機器を効果的に活用した教育を推進するとともに、プログラミング教育＊の

充実を図ります。
● グローバル化に対応した国際感覚の豊かな人材を育成するため、外国語教育を充実し、国際交流を推進しま

す。

＜教職員の資質能力の向上＞
● 教職員の授業力、指導力の向上を図り、質の高い教育を推進します。

＜特色ある中高一貫教育の推進＞
● スーパーサイエンスハイスクール＊の指定を受けている市立甲陵中学・高校において、先進的な理数教育を実

施するとともに、国際性を育むための計画的取組、継続的な教育課程を展開します。

1-3-2  豊かな心と健やかな身体の育成

＜道徳教育、読書活動の推進＞
● 人権の尊重や男女の平等などの教育や、市立図書館とも連携した児童生徒の読書活動を推進します。

＜特別支援教育の充実＞
● 児童生徒一人ひとりの教育ニーズに応じた教育環境の充実を図るとともに、教育と福祉が連携し、一体的で切

れ目のない指導や支援を推進します。

＜インクルーシブ教育＊の推進＞
● 多様性を尊重する共生社会を実現するため、障がいのある子どもと障がいのない子どもがともに学び合う教育

を推進します。

＜体力向上、スポーツ環境の整備＞
● スポーツを通じて子どもたちの豊かな心と健やかな身体の育成を図るため、学校における運動量を確保する取

組や子どもの体力向上につながる取組を推進します。

＜郷土を愛する心の育成＞
● 地域の自然、歴史や文化などの理解を深める教育や、地域の人材や文化的資源等を活用した教育を推進し、ふ

るさとを愛し誇りに思う心を育みます。

＜食育、地産地消の推進＞
● 未来を担う児童生徒の健やかな心身の成長に資するため、地域の農産物等を取り入れた学校給食の充実や、

食育の取組を推進します。

関連計画 
●北杜市食と農の杜づくり推進計画（北杜市食育推進計画）
●ほくと子ども読書の杜プラン（北杜市子ども読書活動推進計画）
●北杜市生涯学習計画
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目指す姿 

教育現場と児童生徒・保護者・地域住民との信頼関係が築かれており、協力して子どもが社会の一員として成長す
るための支援を行っています。また、社会の変化に対応した機材が整備され、子どもの人数に対して適正な規模の教
育環境が整っています。

■ 学校に行くのは楽しいと思う児童生徒の割合

■ 児童生徒のICT＊活用を指導することができる教員の割合

子育て・教育・若者 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

信頼される学校教育の推進と
教育環境の整備

1-4

2030年、
地域のありたい姿

現状と課題 

● 不登校児童生徒や複雑な事情を抱える児童生徒が増えており、複雑化・多様化する傾向にある教育課題に、学
校・家庭・地域が連携して対応することが必要です。

● いじめ・不登校等の未然防止・早期対応に向け、支援体制を充実させていくことが必要です。
● 教員の就労時間が長く授業準備や指導に支障をきたす恐れがあることから、教育の質を担保するための働き方改

革を推進する必要があります。
● ICT＊教育への対応、設備や運営のコスト縮減、登下校時の安全確保など様 な々要請に対応した学校運営を進

めていくことが求められています。

施策目標 

No 指標 基準値（R2） 目標値（R7） 

7 学校に行くのは楽しいと思う児童生徒の割合
小学校85.3％（※R1）
中学校81.9％（※R1）
※R2はコロナのため未実施

小学校88.5％
中学校82.1％

8 児童生徒の ICT＊活用を指導することができる教
員の割合 59.0％ 80.0％
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取組概要

1-4-1  信頼される学校教育の推進

＜いじめ・不登校対策の推進と教育相談の充実＞
● 「北杜市いじめ防止基本方針」に基づき、学校・家庭・地域・関係機関等と連携しながら、いじめ防止のための

対策を総合的かつ効果的に推進します。また、いじめ防止対策の実効性を高め、学校の適切な対応の徹底を図
るため、常時改善に努めます。

● スクールカウンセラー＊・スクールソーシャルワーカー＊を活用して、複雑化・多様化する児童生徒の教育課題
に対する適切な指導について研究し、本市における指導体制の改善と充実を図ります。

● 教育支援センター「エール」等の不登校の児童生徒に対する支援を強化し、多様な学びを選択できるよう、児
童生徒の居場所づくりを含め、社会的自立に向けた具体的な支援を図ります。

＜コミュニティ・スクール＊の推進＞
● コミュニティ・スクール＊を推進し、学校・家庭・地域の連携・協働体制づくりに取り組みます。

＜教員の児童生徒と向き合う時間の確保＞
● 教員の児童生徒と向き合う時間、授業準備の時間等を確保するため、部活動のあり方を含め、教員の働き方の

改善を図ります。また、教職員のメンタルヘルスケアに取り組み、働きやすい職場環境を整えます。

1-4-2  時代に即した教育環境の整備

＜施設の維持管理・整備＞
● 小学校・中学校のインフラ整備の更新等を計画的に進めます。
● 中学校の適正規模・適正配置や教育環境のあり方の検討を行います。
● 情報活用能力の育成やより良い授業環境の構築を図るため、ICT＊教育など、教育教材の充実や学習環境の整

備を図ります。
● 質の高い給食を提供するため、給食調理施設の計画的な整備等を図るとともに、調理業務等の委託を進めま

す。

＜登下校時の安全確保と指導の徹底＞
● 効率的で安全なスクールバスの運行とスクールボランティアの巡回指導等の協力により、児童生徒の登下校時

の安全を確保します。
 ＜道路整備と交通安全の推進（交通安全教育、通学路の安全対策）＞➡P79

関連計画 
●北杜市いじめ防止基本方針
●北杜市立小中学校教育情報化整備計画
●北杜市小学校施設中長期保全化計画
●北杜市中学校施設中長期保全化計画
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目指す姿 

子育て世代・若者を対象としたイベントや移住相談が充実し、関係人口＊が毎年増加しています。また、多様な住ま
いの選択肢もあり、若い世代の移住希望者に人気の地域になっています。

■ 移住相談件数

■ 子育て世代・若い世代のまちづくり企画への提言件数

子育て・教育・若者 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

子育て世代・若者の移住・交流の促進1-5

2030年、
地域のありたい姿

現状と課題 

● 本市は、転入超過が続いており、移住者の転入が多い地域です。しかし、その内訳を年代別にみると、高齢層で
転入者数が多く、若年層では転出者数が転入者数を上回っています。

● 「令和12（2030）年に子ども（0〜14歳）の人口を推計値の2倍に増加させる」という人口目標の実現に向けて、
若者や子育て世代の移住・定住を重点的に促進していくことが必要です。

● 移住を後押しするステップとして、「地域を知る」「住民と関わりを持つ」「仕事と住まいをみつける」という段階があ
るため、庁内各部局間、官民連携により環境整備を進め、「若い世代に選ばれる地域」を構築していくことが求め
られています。

施策目標 

No 指標 基準値（R2） 目標値（R7） 

9 移住相談件数 653件/年 753件/年

10 子育て世代・若い世代のまちづくり企画への提言
件数 ー 5件/年
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取組概要

1-5-1  移住・定住促進のための情報発信、相談体制の充実

＜情報発信の充実＞
● 移住者、来訪者、滞在者を増加させるため、SNS＊等を活用したシティプロモーション＊を強化します。
● 不動産業者と連携し、民間事業者が所有する空き家、住宅地の不動産情報を収集するとともに、市営住宅の空

室の情報などを集約し、住まいの総合情報の発信を強化します。

＜移住・定住相談体制の充実＞
● 移住・定住相談窓口の強化を図るとともに、移住経験者等を相談員として雇用し、移住者目線できめ細かい相

談・支援体制を強化します。

1-5-2  多様な住まいの確保支援

＜子育て世代等への住宅供給支援＞
● 市営の公営住宅及び市単独住宅（子育て支援住宅、定住促進住宅など）の適正な維持管理を進めるとともに、

市単独住宅の改修にあたっては、女性や若者等の多様なニーズに応じた改修を推進します。
● 空き家のリノベーションに関する支援の充実を図ります。

＜子育て世代等の市内定住の促進＞
● 子育て世代の市内移住・定住希望者や子育て支援住宅の入居者に対し、住宅用地や物件の情報提供、金融機

関と連携した住宅取得に向けたライフ・プランニング相談等を実施し、市内定住を促進します。

1-5-3  結婚支援の強化
● 「出会いサポートセンター」の登録者数の拡大を図るとともに、民間団体との連携により、特色ある婚活イベン

トを通じた出会いの場を創出します。
● 結婚支援に関する情報発信を強化します。

1-5-4  若者の交流・定住・Uターンの促進
● 新婚や若者の市内生活を支援するための助成制度や取組の拡充を検討し、若い世代の定住や交流を促進しま

す。
● 新たな奨学金貸付制度や奨学金返済支援制度等を検討し、学ぶ意欲と能力がある子どもたちが、経済的理由

により進学や就学を断念することなく、安心して勉学に励むことができる環境を整えます。
● 若い世代に本市の魅力を知ってもらうため、若い世代のニーズを捉えた施設やイベントの誘致に取り組み関係

人口＊を増やします。
● アウトドア、スポーツ、文化などの地域資源を活用した若者によるまちづくりの提案を受けつけ、その実践を支

援します。
● 移住者・二拠点居住者・北杜ファン＊などをはじめとする多様な主体の交流イベントや会議を開催します。こ

れにより参加者と協働・共創できる関係を構築し、関係人口＊を増やします。

関連計画 
●八ヶ岳定住自立圏共生ビジョン
●北杜市空き家等対策計画
●北杜市公営住宅等総合活用計画・長寿命化計画

 ＜魅力的な職場づくり、多様な働き方の普及促進＞➡P71
 ＜就業希望者への支援＞➡P71
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目指す姿 

ライフステージに応じた「こころとからだの健康づくり」を市民が日常的に実践し、健康寿命＊が延伸しています。また、
未知の感染症対策も含めて、医療が必要になった際に、市内のどこにいても安心できる医療体制が確保されています。

健康・福祉 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

こころとからだの健康づくりの推進2-1

2030年、
地域のありたい姿

現状と課題 

● 心身の健康を保つことは、すべての市民にとって大切なことです。充実した人生を実現するため、若い世代から自
身の健康に目を向け日常生活を送ることが重要です。定期的な健康診断を受診し、生活習慣の改善や健康づく
りに取り組んでいくことが求められています。

● 本格的な高齢化と人口減少の時代を迎え、将来の医療需要に沿った持続可能な医療体制を整えることが求めら
れています。市内病院、診療所等の医療資源が連携し、緊急時でも迅速かつ柔軟に対応できる医療提供体制を
確立することが重要です。

● 市民の健康状態を良好に保つためには、疾病の「早期発見」と「悪化させない」体制を構築することが必要です。
● 急速なまん延により市民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがある感染症については、迅速かつ的確に

予防と治療に対応できる体制を確保できる柔軟さを備えておくことが必要です。
● 慢性的な医師不足、医療スタッフ不足が課題となっており、地域として医療人材の確保に努めていく必要があります。

施策目標 

No 指標 基準値（R2） 目標値（R7） 

11 健康づくりに取り組んでいる市民の人数 6,212人/年 9,712人/年

12 一人当たりの医療費 310,415円/年 321,161円以下/年

■ 健康づくりに取り組んでいる市民の人数

■ 一人当たりの医療費
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取組概要

2-1-1  健康維持・健康増進の充実

＜生活習慣病の早期発見・早期治療＞
● がん検診や特定健康診査等の受診率向上を図り、健診結果に基づく、保健指導を進めることで、生活習慣の改

善やがんの早期発見等、生活習慣病の重症化予防を推進します。

＜健康づくりの強化、健康寿命＊の延伸＞
● 子どもから高齢者まで幅広い世代が正しい健康知識を手軽に取得できる機会を提供します。
● デジタル技術も活用しながら、市民自らによる適切な健康管理と健康づくりを推進します。

2-1-2  医療体制の充実

＜地域医療・救急医療体制の強化＞
● 医療機関相互の連携を強化し、在宅医療・救急医療・災害医療への対応を強化するとともに、市立病院及び市

立診療所の経営の健全化を図ります。
● 医師・看護師などの医療スタッフの確保に努めることで、市民に提供する医療体制の充実を図ります。

＜国民健康保険制度、後期高齢者医療制度の健全な運営＞
● 医療保険制度を堅持するため、保険給付の適正化に努めるとともに、健康診査や介護予防事業等と連携し、医

療費の抑制に努め、医療保険制度の健全な運営を推進します。

2-1-3  感染症対策の充実

＜感染症の予防対策＞
● 感染症の予防を徹底するため、予防接種、費用補助、感染症患者の受入体制の確保等に努めます。また、接種

率の向上のため、わかりやすい情報提供を行うとともに、対象者が接種しやすい環境整備等に取り組みます。

＜感染症に対する理解浸透＞
● 感染症に対する市民の理解を促し、予防方法を周知するとともに、差別や分断につながる過剰な反応の抑制に

努めます。

関連計画 
●北杜市健康増進計画
●北杜市自殺対策計画
●北杜市立病院改革プラン
●北杜市立甲陽病院経営改善計画
●北杜市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）
●北杜市特定健康診査等実施計画
●北杜市地域福祉計画
●北杜市食と農の杜づくり推進計画（北杜市食育推進計画）
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目指す姿 

困りごとを抱えている市民に対して、市民と地域の団体、企業が見守りと手助けを行っています。難しい困りごとを抱え
ている市民には専門的かつ寄り添う支援が行われており、「支え合いのまちづくり」が定着しています。

健康・福祉 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

地域福祉の充実2-2

2030年、
地域のありたい姿

現状と課題 

● 少子化・高齢化の進行、地域コミュニティの希薄化、価値観の多様化などを背景に、以前は家族や近隣で行わ
れてきた互助の精神が失われつつあり、複雑化・複合化した事情を抱えている住民が増加しています。

● 在宅生活を送る要介護者、生活困窮者などに対しては、公的なサービスや支援によって一定の部分は対応が可
能ですが、対応しきれない範囲を補うインフォーマル＊なケアや相談機関への接続ができる地域づくり・関係づくり
の構築が求められています。

● 住民による見守りや生活支援の体制づくりを促進するとともに、困ったときに相談することができる窓口体制の充実
が求められています。

施策目標 

No 指標 基準値（R2） 目標値（R7） 

13 ボランティア新規登録者数 50人/年 95人/年

14 生活困窮の相談者のうち、支援を行った人の割合 22.8％ 47.8％

■ ボランティア新規登録者数

■ 生活困窮の相談者のうち、支援を行った人の割合
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取組概要

2-2-1  地域共生社会＊の実現

＜包括的・重層的な支援体制の構築・連携強化＞
● 人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことができる
「地域共生社会＊」の実現に向けた取組を強化します。

● 認知症や独居の高齢者、引きこもりの方など、様々な困りごとを抱えている市民が地域で安心して生活を続け
られるよう、民生委員・児童委員＊、あんきじゃんネットワーク＊、地域住民等による見守り体制の構築を支援
します。

● 「もしも」のときを考え、本人の希望や思いを家族や大切な人、かかりつけ医をはじめとした医療者とともに話
し合うアドバンス・ケア・プランニング（ACP）＊の普及を促進します。

● 多世代、多様な市民の交流の促進、居場所づくりを行います。

＜地域福祉を担う人材の育成・活動支援＞
● 公的なサービスだけでは不足するケアを提供できる地域をつくるため、地域福祉を支える人材の育成と交流の

場づくりを行います。

＜多機関が連携した総合相談支援体制の強化＞
● 地域福祉活動の拠点である社会福祉協議会の運営支援や連携強化を図るとともに、介護、障がい、子ども、困

窮など、制度の狭間で課題を抱える人たちの相談機能の充実と地域づくりに取り組みます。

＜虐待防止、成年後見制度＊の利用促進＞
● 高齢者や障がい者への虐待に対して、関係機関・団体と連携し、早期発見と適切な対応を推進します。
● 権利擁護＊支援や成年後見制度＊の利用促進などを強化するため、相談機能をはじめ、情報の連携の核となる

中核的機関の設置に取り組みます。

2-2-2  生活困窮者自立支援の強化
● 様々な課題を抱える生活困窮者に対して、生活困窮者自立支援制度＊に基づき、深刻な事態に陥ることを未然

に防ぐための予防的な支援を強化していきます。
● 生活のセーフティネットである生活保護制度＊の適正な運用を図ります。

2-2-3  要配慮者の避難支援体制づくりの推進
● 高齢者や障がい者など、避難時に一定の配慮が必要な要配慮者の地域における見守りや避難支援体制づくり

を推進します。

関連計画 
●北杜市地域福祉計画
●ほくとゆうゆうふれあい計画（北杜市老人福祉計画・介護保険事業計画）

 ＜雪対策（除雪困難世帯への支援）＞➡P79
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目指す姿 

介護ニーズと介護予防に対応できる公的なサービスの提供体制が整備されています。また、地域での支え合いや生活
支援などが活性化し、生活に手助けが必要な高齢者が住み慣れた地域のなかで安心して生活を送っています。

健康・福祉 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

介護予防の強化と高齢者福祉の充実2-3

2030年、
地域のありたい姿

現状と課題 

● 本市の65歳以上の高齢者人口は増加が予想されており、介護需要が増大する一方で、社会を支える生産年齢
人口が大きく減少することが見込まれています。

● こうした介護需要や将来の人口構造の変化を踏まえながら、介護が必要な状態となっても住み慣れた地域で暮ら
し続けることができるよう、医療、介護、介護予防・生活支援、住まいが包括的に確保される地域包括ケアシステ
ム＊の構築に取り組むとともに、介護予防事業を着実に推進していくことが必要です。

施策目標 

No 指標 基準値（R2） 目標値（R7） 

15 高齢者の住民主体の通いの場の設置数（累計） 57箇所 70箇所

16 元気高齢者の割合 87.3％ 87.3％

■ 高齢者の住民主体の通いの場の設置数（累計）

■ 元気高齢者の割合
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取組概要

2-3-1  介護予防と生きがいづくりの推進
● 高齢期を健康で活動的に過ごせるよう、介護予防やフレイル＊予防、高齢者の健康づくり、生きがいづくりの取

組を推進します。
● 高齢者の活躍の場、生きがいの場を創出するとともに、高齢者の生きがいづくりや社会参加を促進する人材の

育成を目的とした講座等を実施します。

2-3-2  在宅生活支援の充実

＜地域包括ケアシステム＊の推進＞
● 高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、医療、介護、介護予防・生活支援、住まいのサービ

スが一体的に提供される地域包括ケアシステム＊の構築を推進します。

＜在宅医療・介護の充実＞
● 在宅で医療や介護を受けながら生活する高齢者が安心して暮らすことができる環境整備を支援します。また、

家族介護者等の心身の負担を軽減する支援を行います。
● ヤングケアラー＊問題に対応するため、市内のヤングケアラー＊の実態を把握し、教育や介護、福祉、医療等の

関係者の連携を構築し、包括的な仕組みの構築を進めます。

＜認知症対策の充実＞
● 高齢化の進展に伴い、認知症のリスクが高まることから、市民が認知症に関する知識や情報にふれる機会を増

加させ、予防と早期発見につなげます。また、認知症の人を支えるボランティアの増加に取り組みます。

2-3-3  介護保険サービスの提供体制の確保

＜介護保険サービス提供体制の確保＞
● 介護が必要な方が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、介護保険サービスの提供体制を確保

します。
● 介護保険サービスの需要見込みを踏まえた介護人材の確保を図るため、入職促進、資質向上、定着促進（離職

防止）の取組を支援します。

＜介護認定及び給付の適正化の推進＞
● 介護保険制度の安定的な運営を図るため、公正な介護認定に努めるとともに、給付の適正化事業や介護サー

ビスの質の向上を図ります。

関連計画 
●北杜市地域福祉計画
●ほくとゆうゆうふれあい計画（北杜市老人福祉計画・介護保険事業計画）

 ＜シニア就労の促進＞➡P71
 ＜快適で安全な住居の確保（高齢者住宅）＞➡P79
 ＜道路整備と交通安全の推進（高齢者交通安全対策）＞➡P79
 ＜交通弱者への支援＞➡P79
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目指す姿 

サービス提供基盤と相談支援体制が充実するとともに、地域の理解が高まるなかで、障がいのある市民が有する能力
や適性に応じて、自分らしく日常生活をおくっています。

健康・福祉 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

障がい児・者福祉の充実2-4

2030年、
地域のありたい姿

現状と課題 

● 障がい児・者が、自立した日常生活や社会生活を営むことができる地域は、誰もが住みやすい地域と言えます。
● 障がい児・者が、有する能力や適性に応じて日常生活を営むことができるよう、サービス提供基盤を整備するとと

もに、各種相談支援体制の充実を図ることが必要です。

施策目標 

No 指標 基準値（R2） 目標値（R7） 

17 施設入居者等の地域移行支援等の利用者数 91人/年 106人/年

18 5 歳児相談の参加率 93.1％ 95.6％

■ 施設入居者等の地域移行支援等の利用者数

■ 5歳児相談の参加率
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取組概要

2-4-1  障がい児・者福祉サービスの充実

＜相談支援体制の充実＞
● 障がい児・者やその家族が気軽に福祉サービスや日常生活など総合的な相談支援を受けることができるよう、
「北杜市障害者総合支援センター・かざぐるま」の相談支援体制の充実を図ります。

＜地域生活支援拠点＊の機能強化＞
● 障がい者の重度化・高齢化・緊急対応等に対応できる地域生活支援拠点＊の認知度の向上と機能強化を図り

ます。

＜障がい児・者の保健・福祉サービスの充実＞
● 障がい児・者の自己決定に基づく自立した生活を支援するため、障がいの状態、生活の実態等に応じた適切な

保健・福祉サービスの充実を図ります。

2-4-2  障がい児・者の社会参加及び就労支援

＜社会参加の促進＞
● 障がい者が、地域で社会生活を送るうえで必要となる移動やコミュニケーションの支援、居場所づくり、住民

理解等を促すための事業を行います。

＜就労支援＞
● 障害者就業・生活支援センター＊、ほくとハッピーワーク＊等と連携し、就労支援や生活支援に向けた相談支援

を行うとともに、障がい者の雇用の場の確保に努めます。

＜施設から地域への生活拠点の移行支援＞
● 福祉施設や病院から地域生活への移行を進めるため、グループホームの充実や自立生活援助等の生活支援体

制の構築に努めます。

＜ノーマライゼーション＊の概念の普及、権利擁護＊の推進＞
● 障がい者の自立と社会参加に関わるあらゆる場面で、障がいを理由とする差別が生じることなく、権利が守ら

れるようノーマライゼーション＊の概念の普及・定着を図ります。
● 障がい児・者に対する虐待の未然防止、早期発見・対応、適切な支援等の取組により、権利擁護＊を推進しま

す。

2-4-3  障がい児に対する地域支援体制の構築
● 発達に気がかりのある段階から障がい児本人やその保護者に対する継続的な相談支援を行うとともに、関係

機関との連携を強化し、支援体制の充実を図ります。
● 児童発達支援センターの広域での設置及び重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デ

イサービス事業所の確保に努めます。

関連計画 
●北杜市地域福祉計画
●北杜市障害者計画
●北杜市障害福祉計画・北杜市障害児福祉計画

 ＜障がい者スポーツの推進＞➡P61
 ＜ユニバーサルデザイン＊の推進＞➡P79
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目指す姿 

住民が快適で安全に暮らすうえで必要な地域の活動が活発に行われています。また、市政に関する情報が簡単に入
手でき、行政に意見を提案できる機会が保障されていることで、市民参画と官民協働・共創が活発化し、地域課題
の解決と新たな価値の創造に挑戦しています。

市民生活・文化 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

市民参加・協働の推進3-1

2030年、
地域のありたい姿

現状と課題 

● 本市の各地域では、住民が親睦を図りながら、防犯・防災、環境美化、ごみ集積所の管理などを行っています。ま
た、行政と連携し、市民が快適で安全に暮らすための活動も行っています。

● しかし、近年、核家族化や共働きの比率が増加し、自治と地域づくりの担い手が高齢化しています。人口減少に
よって従来どおりの活動に支障が生じることも増えています。各区・地区には、時代変化に合わせて、活動の内容
やスタイルを変化させながら、地域課題を解決し、地域のつながりをつくる活動を継承するとともに発展させていく
ことが期待されています。

● 社会の変化が非常に早く、対応しなければならないことが増加する一方で、市財政は厳しさを増しています。
● こうしたなかで、市役所には、市民が市政の状況を把握できるよう情報発信に努めるとともに、幅広い意見を集約

し、市政運営に活かし、ニーズに合わせて変化していくことが求められています。

施策目標 

No 指標 基準値（R2） 目標値（R7） 

19 広聴活動への市民の参画人数 394人/年 400人/年

20 行政区加入率 69.6％ 69.6％

■ 広聴活動への市民の参画人数

■ 行政区加入率
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取組概要

3-1-1  市民参加機会の創出

＜多様な主体が市政に参加できる機会創出＞
● 市民の創意を活かしたまちづくりを推進するため、計画から実施までの様々な段階でワークショップ、検討委

員会などの参画機会を創出し、多様な主体のニーズ等の収集・反映を行いながら事業を進めます。

＜地域団体やNPO＊等の活動支援＞
● まちづくり活動を行う地域団体やリーダー人材、NPO＊の育成、支援に取り組みます。

3-1-2  協働による地域づくりの推進

＜市民の自発的・主体的な取組支援＞
● 市民との協働によるまちづくりを推進するため、市民ニーズに迅速に対応するための庁内体制を整備し、相談・

支援体制を強化します。

＜地域課題解決のための活動支援＞
● 地域課題の解決や地域の特色を活かしたまちづくりを推進するため、市民提案による公益的活動を支援すると

ともに、企業との連携による、民間の技術やノウハウを活かした課題解決に取り組みます。

＜地域自治活動の推進＞
● 地域の支え合いを大切にし、人と人、地域と地域をつなぐ自治活動を推進するため、地域の自治活動の意義の

啓発に取り組みます。

3-1-3  広報・広聴の充実

＜広聴の充実＞
● 市政への市民参画を促進するため、「市長への手紙」「北杜市の未来を語る集い」「パブリックコメント」等によ

る広聴制度の充実を図るとともに、市民からの意見等を市政運営に反映していきます。
● 市の重要施策や事業について、市民が要望・提案等ができる機会を確保します。

＜広報の充実＞
● 地域情報及び行政情報を広報紙、ホームページ、SNS＊等の多様な手段で積極的に発信し、幅広い年代の市民

にわかりやすい広報に取り組むとともに、市民が市政に参加しやすい環境づくりを推進します。
● 高齢者をはじめ情報弱者になりやすい方々が取り残されないよう、スマホ教室の開催等、デジタルデバイド＊

（情報格差）対策に取り組みます。
● SDGsの認知度向上に向けた広報を強化します。

＜戦略的シティプロモーション＊の推進＞
● 本市の魅力を戦略的に発信し、本市の認知度と価値を高めることで、関係人口＊の拡大と市民の市への誇りと

愛着（シビックプライド＊）の醸成につなげます。
● フィルムコミッション＊の誘致や北杜市ふるさと親善大使等と連携し、全国に向けた魅力発信に取り組みます。
● 本市の魅力を全国に発信し、ふるさと納税を通じて、北杜ファン＊（応援者）の増加を図ります。
● 企業版ふるさと納税の取組を推進し、北杜ファン＊企業（応援企業）の増加を図り、特色ある地方創生事業の

推進につなげます。

＜情報公開の充実＞
● 「北杜市情報公開条例」及び「北杜市審議会等の会議の公開に関する要綱」に基づき、適正な公文書の情報公

開や審議会等の公開の推進に努めます。

57第３次北杜市総合計画

前期
基本計画

市
民
生
活
・
文
化



目指す姿 

多様なニーズに対応した様 な々学習の機会と場があり、市民が生涯にわたって学び、学んだ知識やつながりを活かし
て活躍しています。

市民生活・文化 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

生涯を通じた学びの支援3-2

2030年、
地域のありたい姿

現状と課題 

● 人生100年時代＊を迎える中、100年という長い期間をより充実したものにするためには、幼児教育から小・中・
高等学校教育、大学教育、さらには社会人の学び直しに至るまで、生涯にわたる学習が重要です。

● 社会情勢の高度化・複雑化が進むなど、個人の価値観やニーズが多様化する現状を踏まえ、市民や市民団体が
主体的に地域づくりに参画するための教育機会や場の提供が求められています。

● 民間が提供する生涯学習サービスと役割を分担しつつ、行政が担うべき生涯学習施策を提供することが必要です。
● 市民活動、社会教育活動を継続できるよう、施設環境の整備が求められています。

施策目標 

No 指標 基準値（R2） 目標値（R7） 

21 生涯学習講座開催事業参加者数 1,555人/年 2,965人/年

22 市立図書館の新規利用登録者数 646人/年 976人/年

■ 生涯学習講座開催事業参加者数

■ 市立図書館の新規利用登録者数
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取組概要

3-2-1  生涯学習の充実

＜生涯学習活動の支援＞
● 市民の学習に対するニーズを把握し、ライフステージに応じた各種講座や教室など様々な学習機会に関する情

報を提供します。
● 学習講座等の企画段階から市民参画を推進し、地域の自主的な活動団体の育成や支援に取り組みます。
● 市民一人ひとりが目標を持って楽しみながら趣味や知識を広げ、学ぶ環境づくりを推進します。
● 多くの市民が各種活動に参加できるよう、社会教育の拠点となる施設環境の整備等に努めます。

＜社会教育を推進する人材の育成・支援＞
● 社会教育委員の研修や研究、調査機能等を強化するとともに、地域活動や各種事業への参加、市民意識調査

等を通じた的確な社会教育の計画づくりを進めます。

＜公民館分館活動等の支援＞
● 地域連帯意識の形成に資するため、地域活動の拠点としての公民館分館における活動等を支援します。

3-2-2  読書活動の推進

＜図書館の機能強化＞
● 持続可能な図書館運営の検討を進めるとともに、賑わいの創出や市民交流など新たな価値創出の拠点として

の機能強化・充実に取り組みます。
● 図書館利用者の利便性向上に向けた取組を進めるとともに、図書館ボランティアの活性化を図ります。

＜子ども読書活動の推進＞
● 家庭、地域、学校において、子どもが読書に親しむ機会の提供と充実を図ります。

関連計画 
●北杜市生涯学習計画
●ほくと子ども読書の杜プラン（北杜市子ども読書活動推進計画）
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目指す姿 

様 な々スポーツや芸術・文化にふれ、楽しめる環境が身近にあり、心の豊かさを感じる機会が確保されています。それ
らの活動が、まちの賑わいと活力の創出に役立っています。

市民生活・文化 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

スポーツ・文化活動の支援3-3 

2030年、
地域のありたい姿

現状と課題 

● スポーツや文化活動は人生を豊かにするものであり、年齢や生活環境の状況にかかわらず、多くの市民が楽しん
だり、関わっていくべきものです。すべての市民がスポーツや文化に接することで、生きがいを持ち、喜びを感じられ
る機会の創出や環境を整えていくことが必要です。

● また、本市には、冷涼な気候を求めるスポーツ合宿、登山者などが訪れているほか、芸術家や文化人が移住する
地域にもなっています。

● 令和3（2021）年に開催された東京オリンピック・パラリンピック2020では、ホストタウンとして、大会に向けた機
運醸成や事前合宿の受入等に努めました。

● こうした特性を活かしながら、今後は、スポーツによる交流人口の拡大等に取り組むなど、スポーツ振興と活力ある
地域づくりにつなげていくことが必要です。

施策目標 

No 指標 基準値（R2） 目標値（R7） 

23 市立スポーツ施設の延べ利用者数 19万3,004人/年 30万人/年

24 芸術文化自主・共催事業入場者数 320人/年 1,880人/年

■ 市立スポーツ施設の延べ利用者数

■ 芸術文化自主・共催事業入場者数
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取組概要

3-3-1  スポーツ環境の充実

＜スポーツを通じた市民の交流・健康増進＞
● スポーツを通じた市民の交流・健康増進を図るため、市営スポーツ施設の環境整備等に努めるとともに、スポー

ツ振興団体の支援や指導者の養成、アスリートの育成を行い、市民のスポーツ活動やレクリエーションの機会
を拡充します。

● 本市で培われてきた地域に根差したスポーツの活動を支援し、人的・文化的な交流を国内外にも広げることで、
地域活性化につなげます。

● 八ヶ岳スケートセンターの活用促進を図るため、大会・イベントを開催するとともに、周辺地域の活性化を促
進します。

＜子どもの体力づくりの支援＞
● スポーツ少年団の指導者の育成、一流のアスリートによるスポーツ教室、親子でのスポーツ（運動・遊び）を行

う機会の創出など、子どものスポーツへの興味を引き出し、体力の向上につなげます。

＜障がい者スポーツの推進＞
● 障がい者スポーツの普及促進に向け、地域において障がい児・者が継続的にスポーツに参加できる環境の整備

を促進します。

3-3-2  芸術・文化の振興・継承

＜市民による芸術・ 文化の実践の支援＞
● 市民の芸術・文化活動を促進するため、芸術・文化振興団体の総合的な支援や子どもの頃から芸術・文化を身

近に感じ、親しみ、生涯にわたって学び続けられるよう、ふれる機会を創出します。

＜市内に在住する芸術家や文化人等との連携・活用＞
● 市内の美術館や市内に在住する芸術家や文化人等のネットワークを活用し、一流の芸術・文化にふれる機会を

創出します。また、芸術・文化の交流を関係人口＊の増加につなげます。

＜文化財の保護・活用＞
● 指定文化財の取扱いの見直しや、市民・市民団体との連携など、文化財の保存と活用についての総合的・計画

的な取組を進めます。
● 子どもから大人まで、地域の文化財の保全や伝承に関心が持てるよう、本市文化財の情報発信に努めるととも

に、文化財に関する学習活動を強化します。

＜資料館活動の充実＞
● 市内各地域に残された歴史や民俗、日本遺産に認定された縄文土器をはじめとする遺跡からの出土品、浅川伯

教・巧兄弟＊をはじめとする本市ゆかりの先人たちの功績等、郷土に関する資料の収集保管・調査研究・普及
啓発活動を充実させるとともに、資料館活動を通じて地域づくりに取り組みます。

関連計画 
●北杜市生涯学習計画
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目指す姿 

年齢、性別、国籍、LGBTQ＊などに関わりなく、相互に「違い」を認め合う文化が根付いており、考え方や生き方の
「違い」が地域の力となっています。

市民生活・文化 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

多様性を認め合う共生社会の実現3-4

2030年、
地域のありたい姿

現状と課題 

● 社会がグローバル化し、多様な価値観を持つ人 が々増加しています。
● 民間企業においても多様性の確保が企業の持続的な成長に不可欠だという認識がより共通化してきています。
● 年齢、性別、国籍、LGBTQ＊、障がいの有無、宗教などに関係なく、家庭や地域・学校・職場などあらゆる分野

ですべての人が個性と能力を発揮できる環境が求められています。
● 人権を尊重するとともに、男女共同参画＊・多文化共生＊社会の実現を目指していく必要があります。

施策目標 

No 指標 基準値（R2） 目標値（R7） 

25 市の審議会等における女性委員の割合 29.7％ 33.2％

26 外国人向けのサービス創出数 ー 2件/年

■ 市の審議会等における女性委員の割合

■ 外国人向けのサービス創出数
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取組概要

3-4-1  人権の尊重、男女共同参画＊社会の推進

＜多様性、人権意識の醸成＞
● 人権に関する啓発や教育を行うとともに、人権問題に関して悩みや不安を抱える市民に対し、相談などの支援

を行います。
● 子どもの人格とその個性が大切にされ、心が豊かに育まれる地域社会の構築を目指すとともに、人権教育と啓

発に努めます。
● すべての人が多様性を認識するだけではなく、一人ひとりが受け入れ、尊重することによって個人の力が発揮

できる環境整備に努めます。
● 性別、国籍、LGBTQ＊をはじめとする性的マイノリティなどに対する偏見や差別の解消に向けた取組を推進し

ます。

＜男女共同参画＊の推進＞
● 男女が互いにその人権を尊重し、性別等に捉われることなく、その個性と能力を十分発揮できる男女共同参画

＊社会実現のための多様な取組を推進します。
● 子育て・家庭と仕事の両立が図られ、性別によらず誰もが活躍できる環境づくりに取り組みます。
● 特に、職場や地域活動をはじめとする様々な団体等への女性の参画率が低いことから、企業・地域等での女性

活躍の好事例を収集し、普及します。
● DV＊やデートDV＊を根絶するため、相談支援体制及び啓発を充実し、暴力を許さないという市民の意識向上

を図ります。

3-4-2  広域連携、交流等の推進

＜八ヶ岳定住自立圏の推進＞
● 本市を中心とした富士見町、原村との八ヶ岳定住自立圏の協定に基づき策定した「八ヶ岳定住自立圏共生ビ

ジョン」を推進します。

＜連携中枢都市圏＊の推進＞
● 甲府市を中心とする連携中枢都市圏＊の構成自治体として、連携自治体と連携しながら、地域経済の活性化や

市民サービスの維持・向上に向けた取組を推進します。

＜国内姉妹都市交流の推進＞
● 地域の振興・活性化を図るため、国内姉妹・友好都市等の市民・民間事業者等の交流や防災に関する相互協力

を促進します。

＜産学官連携の推進＞
● 民間企業、大学、研究機関等と連携し、地域課題の解決や活性化に向けた取組を推進します。

3-4-3  多文化共生＊と国際交流の推進

＜多文化共生＊の推進＞
● 外国人との共生社会を実現するため、市民窓口業務（福祉、医療、防災等）の多言語化等を推進するとともに、

市民、事業者、学校などの連携による交流機会の創出に取り組みます。
● 外国人の生活基盤支援を充実させるため、地域におけるつながりの強化や、日本語を学ぶ機会の創出、就業支

援など地域・社会での活躍促進を図ります。

＜国際交流の推進＞
● 国際親善、文化交流、相互理解を促進するため、海外都市との教育・文化・産業など様々な分野における交流

を推進します。

関連計画 
●ほくとほほえみ夢プラン（北杜市男女共同参画推進プラン）
●八ヶ岳定住自立圏共生ビジョン
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目指す姿 

地域の資産である農地と山林が活用されており、市産の農林畜産物が全国・世界に販売されることで地域経済に貢
献しています。また、若い就業者の確保と企業の進出にもつながっています。

産業経済・観光 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

地域特性を活かした農林業の振興4-1

2030年、
地域のありたい姿

現状と課題 

● 本市は、豊かな水資源、日本一の日照時間があり、農業が盛んな地域ですが、農家が高齢化しており、農地の継
承が重要な課題です。

● 近年は、農業法人や新規就農者の参入が活発化しつつあり、農地確保と農業技術の習得を支援することで、参
入者の自立を促進することが重要です。

● 農家の稼ぎを増やすためにも、市産農畜産物や加工食品をブランド化し、有利に販売できる環境をつくる支援を
強化することが必要です。

● 条件不利地においては、農業の生産性が低いため、農地の継続活用が困難になるケースが増加しており、後継者
や移住者が農業を継続できる体制の構築、資金補助等を行う必要があります。

● 森林の所有者・管理者が高齢化し、所有する森林活用に関心が低いため、森林が荒廃するリスクが高まっています。
そのため、森林活用を促すとともに、荒廃の恐れの高い森林の整備は行政が積極的に支援していく必要があります。

施策目標 

No 指標 基準値（R2） 目標値（R7） 

27 新規就農者数（法人・個人） 31経営体/年 31経営体/年

28 森林整備面積 246.1ha/年 264.0ha/年

■ 新規就農者数（法人・個人）
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取組概要

4-1-1  農地の保全と農業生産基盤の整備の推進

＜農業インフラの維持管理、農地の有効活用＞
● 農業インフラを維持するため、農道・水路等の計画的な補修・更新に努めます。
● 地域の共同活動を支援し、農地や農業用施設の保全を図ります。
● 農地を有効活用するため、農地の集約化を促進します。

＜鳥獣害対策＞
● 鳥獣による農林業への被害を抑えるため、防除・追い払い・捕獲を総合的に支援するとともに、ジビエ＊消費の

拡大に向けたPRを行います。

4-1-2  特色ある農業の推進

＜農業経営の安定化と就農者の確保・育成＞
● 関係機関等と連携し、ICT＊等の先進技術を活用した生産現場の課題解決への取組や農業経営基盤の安定化

を図る取組を支援します。
● 新たな農業の担い手の確保と地域農業の担い手の活動継続のため、就農相談の充実を図るとともに、団体・グ

ループの組織化・法人の設立・育成を支援します。

＜循環型農業の推進＞
● 生物多様性＊保全や地球温暖化防止等にも高い効果を示す循環型農業の拡大を図ります。

＜地産地消の推進＞
● 市産農畜産物のPRを強化するとともに、販路拡大を支援します。また、市産農畜産物に対する需要喚起や保

育園・学校給食等への積極活用、販売店・飲食店など多様な販売先の確保に取り組みます。

＜官民連携、六次産業化＊等の推進＞
● 食品関連企業と行政が連携するプラットフォームを構築し、市産農畜産物の六次産業化＊やワイン・日本酒な

ど酒関連産業の振興を推進します。

4-1-3  森林資源の活用と保全

＜森林の公益的機能の強化＞
● 水源のかん養＊、地球温暖化の防止、山地災害の防止等、森林の多様な機能を増幅するため、植林や間伐等の

森林整備や林道整備、治山工事を促進し、森林の適正管理に努めます。
● 松枯れ被害を効果的に抑制するため、被害を防止する松林を特定し、県との連携のもとで民有林を中心とした

対策を実施します。

＜林業振興と木育＊の推進＞
● 森林の荒廃防止と林業の振興を図るため、林業関連従事者やボランティアの人材確保とその育成を支援する

とともに、森林が生み出す多様な産物を利活用した山の地場産業を促進します。
● 市民が木材や木製品とふれ合いを通じて木材への親しみや木の文化への理解を深めるため「木育＊」を推進し

ます。

関連計画 
●北杜市鳥獣被害防止計画
●「森林・観光」資源を活用した北杜市地域活性化計画
●北杜市食と農の杜づくり推進計画（食育推進計画）
●北杜市森林整備計画
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目指す姿 

新型コロナウイルス感染症によるニーズ変化に対応し、強みである自然や芸術に加えて、文化・スポーツ・体験コンテ
ンツ・滞在環境などが磨き上げられ、国内外の観光客を魅了する、何度でも訪れたくなる交流都市になっています。

産業経済・観光 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

感動を届ける観光のまちづくりの推進4-2

2030年、
地域のありたい姿

現状と課題 

● 本市は、清らかで豊かな水資源や、山岳等の美しい自然景観をはじめ、非常に多くの観光資源を有しています。
● 本市の強みである豊かで美しい自然が維持され、市民生活との調和が図られた持続可能な観光振興を進めてい

く必要があります。
● 新型コロナウイルス感染症の影響で国内外の観光客が減少していますが、収束後には入込を回復させ、成長につ

なげていくことが必要です。
● 当面は、マイクロツーリズム＊によって誘客を促すとともに、消費額・滞在時間・リピーターなどを増加させるための

取組を継続していく必要があります。

施策目標 

No 指標 基準値（R2） 目標値（R7） 

29 観光入込客数 211万人/年 390万人/年

30 八ヶ岳観光圏＊の観光客の満足度 32.4％ 32.4％

■ 観光入込客数
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取組概要

4-2-1  特色ある観光資源の活用

＜地域観光資源の更なる磨き上げ＞
● 本市が誇る様々な地域観光資源（登山・アウトドア・馬・芸術・文化・農業・古民家等）を磨き上げるとともに、

PRを強化し、国内外の観光客の誘客及び滞在時間の延伸、満足度向上につなげます。

＜環境に配慮した持続可能な観光の推進＞
● 自然環境の保全を推進するとともに、歴史や文化など、それぞれのエリアの特徴を活かした観光施策を展開し

ます。
● 市と水資源の保全活動を積極的に行う企業が連携して取り組む、「世界に誇る『水の山』」のブランド推進プロ

ジェクト＊を強化します。
● SDGs等を意識した観光コンテンツ開発を支援します。
● 観光客にも、自然環境への負荷低減に向けた行動や地域コミュニティへの配慮などを促します。

＜観光ルネサンスの推進＞
● 「清里エリア」「増富エリア」など観光地の再活性化に向けた、戦略検討と新たな価値・創造の取組を支援する

とともに、地域や観光関連団体の連携を促進します。

4-2-2  受入体制の充実

＜ウィズコロナ・ポストコロナに対応した観光地づくり＞
● 当面は、新型コロナウイルス感染症対策を徹底しながら、四季を通じた滞在型の観光地づくりやスポーツ、イ

ベント、会議等の開催地として国内・県内観光の需要獲得を推進します。
● 新型コロナウイルス感染症によるニーズの変化を捉え、観光誘客のデジタルシフトに対応するとともに、ター

ゲットと発信内容を見直しながら効果的な発信に努めます。
● 新型コロナウイルス感染症の収束後のインバウンド＊需要の回復を見越して、多言語での情報発信・情報提供、

スタッフの対応力の強化等を促進します。

＜中部横断自動車道等による交流拡大＞
● 中部横断自動車道の静岡・山梨間の全線開通によって生じる人の流れの変化を活用し、本市への交流・観光の

拡大、産業振興、定住促進につなげるとともに、令和9（2027）年のリニア中央新幹線の東京・名古屋間の開業
に向けた活性化の方向性を検討します。

＜受入体制の整備＞
● 観光客が快適に滞在し、リピート率の高い観光地をつくるため、二次交通の充実をはじめとする付帯的なサー

ビスの水準を高めるため観光MaaS＊の導入を推進します。
● 登山者の環境保全、安全登山に対する意識啓発や登山時の事故を未然に防止するための登山道の整備等、環

境と観光の両立のための持続可能な観光客の受入体制を構築します。
● 高齢や障がい等の有無にかかわらず、誰もが気兼ねなく訪れることができる環境整備を進めます。

4-2-3  広域誘客の促進
● 山梨県、県内市町村と連携・協力し、県内への誘客を促進します。
● 富士見町、原村と連携し、八ヶ岳観光圏＊全体での広域誘客の取組を進め、圏域内での滞在とリピート率の向

上を促進します。
● 観光関連団体や地域活動団体等の取組を情報共有し、連携しながら効果的な観光施策を展開します。

関連計画 
●八ヶ岳定住自立圏共生ビジョン

67第３次北杜市総合計画

前期
基本計画

産
業
経
済
・
観
光



目指す姿 

市内商工業が市場変化に対応して製品やサービスを開発・改良し、世代交代や効率化を図ることで収益をあげています。
地域性を活かした産業が集積し、取引が行われることで地域経済が循環しています。

産業経済・観光 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

市内企業の成長・発展の支援4-3

2030年、
地域のありたい姿

現状と課題 

● 消費者ニーズの多様化、大規模店の進出、ネット通販の普及等により、中小の商業者を取り巻く環境は厳しさを増し、
後継者も不足しています。市内外の消費者に選ばれる魅力的な商品・サービスの提供が求められています。

● 工業においては、世界の政治経済の変動のなかで産業構造やサプライチェーン＊が転換する時代を迎えており、本市
の製造業においても、将来を見据えた人材・設備への投資や事業転換への対応を支援することが必要となっています。

● 日本の社会・経済が成熟化し、国内では市場規模が小さくなる産業分野が多くなるなかで、新たなニーズに対応する
商品・サービスの開発が求められています。

● また、企業にはデジタル化などの新しいテクノロジーへの対応だけでなく、脱炭素＊化などの持続可能な社会構築に向
けた様 な々制約に対応することが求められています。

● 新型コロナウイルスの感染拡大によって、テレワーク＊が一般化するとともに、地方への移住や滞在に対するニーズが拡大
しています。こうした働き方を受け入れることで、関係人口＊の増加、新しいビジネスの創出につなげていくことが必要です。

● こうした需要に応えられるよう、様 な々支援や、市外の大学・企業と市内企業の連携を促すなどイノベーションを加速さ
せる取組が求められています。

施策目標 

No 指標 基準値（R2） 目標値（R7） 

31 製造品出荷額等 2,296億円/年（※R1）
※公表されている最新値 2,264億円/年

32 創業支援、企業立地支援件数 62件/年 92件/年

■ 製造品出荷額等
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取組概要

4-3-1  市内企業への支援

＜市内中小企業・小規模企業者への支援＞
● 商工会等と連携し、市内中小企業・小規模企業者の人材確保や育成支援、商品開発・海外も含めた販路開拓

等の総合的な支援や市内中小企業・小規模企業者の魅力発信を行います。
● 商工会や金融機関など関係機関と連携し、相談業務の充実を図るほか、各種支援制度や融資制度により、市内

企業の経営基盤強化を図るとともに、事業継承等を支援します。
● 異業種や関連業種の交流、大学や研究機関などとの連携を推進し、商品開発やブランド化など地域内経済の

活性化を図ります。

＜人材確保、育成の支援＞
● 人手不足の解消と専門人材の育成のため、就業希望者の確保と専門人材の育成を支援します。

＜Society5.0＊に向けた取組の促進＞
● 労働力不足を背景とした生産性向上の要請を受けて、IoT＊、AI＊、ロボット等の新技術の活用が進んでいるこ

とを踏まえ、このトレンドに素早く対応できるよう、医療、福祉、観光、農業などの各分野での市内での導入や
関連の実証実験を促進します。

4-3-2  商業環境の魅力の創出

＜商店街等の賑わいの創出＞
● 商店街の利便性や快適性の向上、賑わいの創出、個店の魅力を高めるために、商業者の自助努力を促すととも

に、店舗設計、製品・サービスの開発、販路拡大等の支援を行います。

＜地元での購入の促進＞
● キャッシュレス化＊などデジタル化による業務効率化や個店の利便性向上を図ります。
● 地元の個店で買物する楽しさを広めます。

4-3-3  創業支援、企業誘致の促進

＜創業支援の強化＞
● 新たな市場分野の開拓や雇用、イノベーションを生み出すため、関係機関と連携し、情報提供や創業から成長

までの段階に応じたきめ細やかな支援を行います。
● 空き家や空き店舗等を活用した事業誘致やシェアオフィスなど、移住促進策と合わせて新規創業しやすい環

境づくりと支援制度の充実に取り組みます。
● 子育て世代の手仕事などを活かした就労創出に向け、創業・雇用支援に取り組みます。

＜企業等誘致の推進＞
● 次世代産業・成長産業において投資する意向を持つ企業や工業用地を探す企業、SDGsなど社会的課題解決

への意欲が高い企業等への情報提供と意見交換を行い、企業の事業拡大や新規立地を促進します。
● 教育機関の誘致に向けたイベント・合宿等の開催支援を行います。

＜サテライトオフィス＊の誘致等＞
● 企業のサテライトオフィス＊の誘致や公共施設を活用したフリーランス＊やリモートワーカー＊が使えるサテラ

イトオフィス＊・コワーキングスペース＊を整備し、新たなビジネスの創出や移住・定住を促進します。
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目指す姿 

各分野の事業所が魅力的で柔軟な仕事と働き方を提供することで、市内企業が市内外の就業希望者から就業先と
して選ばれ、必要な雇用者数を確保することができています。

産業経済・観光 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

働き方改革の推進4-4

2030年、
地域のありたい姿

現状と課題 

● 経済規模と人口規模は比例関係にありますが、本市では様 な々職種において、今後、人手不足が深刻化すること
が予測されています。

● 若い移住者を呼び込み、定住につなげるには、魅力的で安定した仕事を確保することが重要です。
● また、多拠点に居住してテレワーク＊を行うスタイルや副業を持つことに対するニーズが高まっており、企業側にも柔

軟な働き方を受け入れる体制や制度の構築が求められています。
● 企業側と就業希望者の双方のニーズを踏まえて、マッチング数の増加とマッチング確率の向上につなげることが必

要です。

施策目標 

No 指標 基準値（R2） 目標値（R7） 

33 子育て応援企業等認定制度の認定企業・事業所
数（累計） 11社 21社（累計）

34
就職ガイダンス参加企業・事業所数 40社/年 98社/年

就職ガイダンス参加者数 84人/年 198人/年

■ 子育て応援企業等認定制度の認定企業・事業所数（累計）

■ 就職ガイダンス参加企業・事業所数／参加者数
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取組概要

4-4-1  魅力的な職場づくりの推進

＜魅力的な職場づくり、多様な働き方の普及促進＞
● 企業においてテレワーク＊や育児・子育てに応じた勤務、副業など、柔軟な働き方の普及を促進します。
● 子育て支援に積極的に取り組む市内の企業・事業所を応援し、連携しながらPRを行い、子育てと仕事の両立

がしやすい環境づくりを推進します。
● 企業での女性活躍好事例を収集し、普及します。

＜市内就労者に対する人材育成＞
● デジタル社会に対応できる専門人材・知識や技術を持った市民の確保・育成を推進します。
● 個人のキャリアアップ・キャリアチェンジ、企業の競争力向上に資するリカレント教育（学び直し）＊の取組を

推進します。
● 女性のキャリアアップに向けた学び直しとキャリア形成を一体的に支援します。

4-4-2  採用・就業・就職への支援

＜市内企業の採用情報の発信＞
● 市内企業への若い世代の就業を促進するため、市内高校生への市内企業情報の紹介、学校と連携したイン

ターンシップ＊を支援します。

＜就業希望者への支援＞
● 就職ガイダンスを開催し、市内への就業希望者と市内企業のマッチングを支援するとともに、若い世代の移住・

定住を促進する住宅の紹介等を行うことで、市内への移住と定着を支援します。
● 結婚・出産等による退職後の再就職の支援など、子育て世代にあった職場が紹介できるよう企業情報を収集

し、コーディネートを行います。

＜シニア就労の促進＞
● 働く意欲のある高齢者の就業機会を確保し、生きがいの増進を図るとともに社会参加の場を提供します。
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目指す姿 

地震・水害・火災などの災害発生時に即時かつ的確に対応できる自助・共助・公助の体制が構築され、市民が危
機感を持って万一に備えています。

環境・都市基盤 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

暮らしの安全と生活の安心を守る5-1

2030年、
地域のありたい姿

現状と課題 

● 国内では多くの震災や気候変動に伴う水害が発生しています。特に水害は台風だけでなく停滞前線による長雨や
局地的な大雨による大規模災害が全国各地で相次いで発生しています。

● 「自然災害は発生するもの」を前提に、被害を最小限に食い止めるため、平素から自助・共助・公助の備えや訓
練に取り組む「減災力」の強化が必要です。

● 本市には活断層があり、土砂災害危険地域が多いことなどを踏まえて、地震や風水害等の災害から地域を守る体
制づくりが求められています。

● 高齢者等を狙った詐欺が増加しているため、被害防止の啓発に努める必要があります。

施策目標 

No 指標 基準値（R2） 目標値（R7）

35 災害時応援等の協定数（累計） 29団体 39団体

36 地域減災リーダー＊認定者数（累計） 75人 170人

■ 災害時応援等の協定数（累計）

■ 地域減災リーダー*認定者数（累計）
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取組概要

5-1-1  減災力の強いまちづくりの推進

＜公助の強化＞
● 甚大な災害が発生した場合の避難所運営や応急復旧活動等に的確に対応するため、防災備蓄品等の整備・管

理を行います。また、防災備蓄倉庫が未整備の指定避難所への整備を行います。
● 多様な民間企業、自治体等との災害時応援等の協定締結を推進し、災害時の応急対策能力の向上を図ります。
● 災害時の行政活動の継続に向けた準備、応急対応時の情報収集や伝達、関係機関との情報共有、災害物資の

輸送、避難所の運営、被害調査などの訓練を実施します。

＜自助・共助の強化＞
● 市民一人ひとりが「”命”や”財産”を守るための自主対策」が行えるよう自助力の向上を図るとともに、地域内

で助け合う共助力の向上を促進します。
● 災害時に子どもたちが自らの身を自らで守れるよう、市立小中学校での防災教室を実施し、減災力を高めます。

＜事前減災（ハード・ソフト）の推進＞
● 市が管理する河川は、宅地等と隣接している箇所を優先して、危険度・緊急度等を考慮した整備を行います。
● 災害危険地域については、市民にハザードマップ＊等により、周知を図るとともに、県と連携して現地調査を行

い、警戒避難体制の充実のための環境整備を図ります。また、避難訓練等も促進します。

＜地域マイクログリッド＊の実施＞
● 災害や事故による停電等の被害軽減に向けて地域マイクログリッド＊のモデル事業を実施します。

＜消防活動、消防団の充実強化＞
● 消防署と消防団との連携による地域防災力の充実強化に努めます。
● 消防団の組織については、再編も含め、効率的な組織体制の確立を図ります。

5-1-2  消費者保護の充実

＜消費生活の被害防止のための広報・啓発＞
● 消費生活の被害の未然防止・拡大防止のため、消費生活協力員と連携し、啓発や広報活動を積極的に行いま

す。

＜消費者支援体制の充実＞
● 高齢者や障がい者等、消費者被害に遭いやすい人の見守り活動や身近なところで相談できるよう市消費生活

相談員による相談日の開設を積極的に行います。

関連計画 
●北杜市国土強靭化地域計画
●北杜市地域防災計画（住民編）
●北杜市備蓄計画
●北杜市備蓄倉庫整備計画
●北杜市地域福祉計画
●北杜市再生可能エネルギーマスタープラン
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目指す姿 

再生可能エネルギー＊への設備投資、4R＊の徹底などが市民、市内事業者等に浸透し、本市がゼロカーボンシティ＊

の先進事例となっています。

環境・都市基盤 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

脱炭素・循環型社会の構築5-2

2030年、
地域のありたい姿

現状と課題 

● 気候変動リスクを抑止するため、世界的に二酸化炭素（CO2）の排出を抜本的に削減する社会の構築が進めら
れています。

● 本市は北杜市地球温暖化対策・クリーンエネルギー推進協議会とともに、地球的規模の環境保全について積極
的に取り組み、2050年までに二酸化炭素（CO2）排出量の実質ゼロを目指すことを宣言しました。この目標の達
成に向けて、市民・事業者・地域・行政等が連携し、具体的な取組を進捗させていくことが求められています。

● こうした取組を他地域に先駆け、より効果的に実施することにより、強みである自然環境とそれを守る文化を両輪と
する地域のイメージを構築していくことが大切です。

● 本市の一人1日当たりのごみ排出量は、県内他市と比べて少なくなっていますが、年間ごみ排出量は、家庭系ご
み、事業系ごみともに増加傾向にあります。

● プラスチックごみによる海洋汚染が世界的な課題となっています。

施策目標 

No 指標 基準値（R2） 目標値（R7）

37 環境教育普及啓発事業参加人数 1,240人/年 1,655人/年

38 ごみ（一般廃棄物）総排出量 14,997t/年 14,351t以下/年

■ 環境教育普及啓発事業参加人数

■ ごみ（一般廃棄物）総排出量

0

500

1,000

1,500

2,000

（人/年）

H28年
（2016）

1,555 1,582
1,824 1,713

1,240 1,323 1,406 1,489 1,572 1,655

H29年
（2017）

H30年
（2018）

R1年
（2019）

R2年
（2020）

R3年
（2021）

R4年
（2022）

R5年
（2023）

【実績値】 【目標値】

R6年
（2024）

R7年
（2025）

コロナの影響により減少

13,000

13,500

14,000

14,500

15,000

15,500

（t/年）

H28年
（2016）

14,206 14,077

14,654
14,846 14,997 14,868 14,739 14,609 14,480 14,351

H29年
（2017）

H30年
（2018）

R1年
（2019）

R2年
（2020）

R3年
（2021）

R4年
（2022）

R5年
（2023）

【実績値】 【目標値】

R6年
（2024）

R7年
（2025）

74 第３次北杜市総合計画



取組概要

5-2-1  地球温暖化対策の推進

＜再生可能エネルギー＊・省エネルギー＊の導入促進＞
● 公共施設への再生可能エネルギー＊、省エネルギー＊機器の導入を促進します。
● 事業者の二酸化炭素（CO2）の排出削減など環境負荷の少ない事業活動の普及と機器導入を支援します。
● 地域住民と周辺環境に配慮した再生可能エネルギー＊の導入を促進します。
● 市民の環境配慮行動を促進するとともに、市民・団体等が取り組む地球温暖化防止に向けた活動を支援しま

す。

＜環境意識の醸成、環境教育の推進＞
● 地球環境問題に関する知識の普及に加え、体験を重視した環境教育を充実させ、子どもから大人まであらゆる

年齢層に対し、環境保全に対する意識の醸成を図ります。

＜ゼロカーボンシティ＊宣言の広報、啓発＞
● 脱炭素＊型ライフスタイルへの転換に向けて、市民・企業・行政等が取り組むプログラムを明確化し、実践活動

を推進します。

5-2-2  4R＊の促進

＜ごみの減量化の促進＞
● 持続可能な循環型社会の構築に向けて、市民・企業・行政等の主体がそれぞれの活動のなかで、ごみ減量化（リ

フューズ、リデュース、リユース）を進められるよう、情報提供と削減・抑制の手法の共有を図り、排出抑制を推
進します。

● 食を大切にし、食品ロス＊を出さないライフスタイルの定着を図ります。
● 海洋プラスチックごみ問題＊等の地球環境問題を踏まえ、ごみの減量や大量消費する生活スタイルの転換がで

きるよう、啓発を行います。

＜ごみの適正処理、再資源化の促進＞
● 広域的な廃棄物処理及び廃棄物処理施設の高度化などの取組により、効率的な廃棄物処理を推進します。
● 超高齢社会の進展への対応として、ごみ出しが困難な方への支援の仕組みづくりに取り組みます。
● ごみの再資源化（リサイクル）に積極的に取り組み、資源の有効活用とごみの減量化を図ります。

関連計画 
●北杜市環境基本計画
●北杜市再生可能エネルギーマスタープラン
●北杜市一般廃棄物処理基本計画
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目指す姿 

山岳を中心とする豊かな自然とその景観、水資源と生物多様性＊などが、市民・企業・行政との連携・協力関係のも
とで適切に守られ、次世代に引き継がれています。

環境・都市基盤 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

自然と暮らしが共存するまちづくりの
推進

5-3

2030年、
地域のありたい姿

現状と課題 

● 本市の豊かな自然環境と景観は世界中の多くの人 を々惹きつける魅力を持っており、次世代に残すべき貴重な地
域の財産です。

● 秩序ある土地利用により、自然・農業・住宅・事業の適切なバランスを保っていくことで、時代変化に対応しなが
ら市土を有効活用し、自然環境を保全していくことが求められています。

● 本市の自然や景観の保全は、多くの市民が重視しているため、各地で様 な々市民・企業などと協働し、身近な生
活環境から自然環境までを含めて、守り育てていくことが重要です。

施策目標 

No 指標 基準値（R2） 目標値（R7）

39 ユネスコエコパーク＊保全活動件数 11件/年 16件/年

40 市の景観が守られていると感じる市民の割合 31.9%（R4） 38.3%

■ ユネスコエコパーク＊保全活動件数
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取組概要

5-3-1  秩序ある土地利用の推進
● 地域の特性に配慮し、地域との共存・共栄に向けた土地利用の推進を図るとともに、国土調査の成果図等を管

理し、土地境界の明確化を推進することによって、土地情報の利活用を図ります。

5-3-2  自然環境の保全と公害防止

＜生物多様性＊保全の推進＞
● 生物多様性＊を保全するため、市民、企業など様々な主体がそれぞれの立場でできることを考え実践できるよ

う、意識の向上を図ります。
● 山岳・高原等への来訪者に対して野生の動植物の保護を働きかけるとともに、関係機関等と連携して保全活動

を推進します。

＜ユネスコエコパーク＊や国定公園の保全と活用＞
● 南アルプスユネスコエコパーク＊、甲武信ユネスコエコパーク＊、八ヶ岳中信高原国定公園＊の貴重な自然や水、

これらを育んできた森林等の保全に努めます。

＜水資源の保全＞
● 地下水を利用する企業や市営水道が共同で地下水の変動の監視を継続するとともに、森林の水源かん養＊や

水資源の保護及び保全を行い、適正な地下水の活用となるようコントロールします。
● 水環境の保全に関する意識啓発を行うとともに、様々な主体と環境保全につながる取組を推進します。

＜景観との調和の推進＞
● 「景観条例」に基づいて、屋外広告物や建築物の設置の規制及び統一感を持たせるための指導を行います。
● 地上設置型太陽光発電施設等については、景観に配慮した設置となるよう指導し、景観との調和を図ります。

また、建築基準法の建築物に該当しないことなどを踏まえ、引き続き、法改正を求めていきます。
● 危険な空き家・廃墟等の撤去を促進し、景観の維持を図ります。

＜公害防止の啓発、環境評価の実施＞
● 庁内関係各課をはじめ、県の関係部局、関係機関、住民組織等との情報共有と連携を強化し、公害関係法令の

遵守状況や公害発生の恐れがないかを監視する体制の強化を図ります。

5-3-3  良好な生活環境の確保

＜地域環境美化活動の充実＞
● 地域環境美化活動を通じて、環境保全の人づくり及び地域づくりを推進します。
● 市民の参画のもとで進められている環境美化活動や景観づくりの支援を行います。

＜不法投棄対策の強化＞
● 監視パトロールの強化を進めるとともに、地域並びに関係機関と連携して不法投棄防止の啓発活動を推進し

ます。

＜動物愛護の推進＞
● ペットの飼い方やマナー教室等の動物愛護の啓発活動を継続的に実施します。

関連計画 
●北杜市景観計画
●北杜市サイン計画（指針編）
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目指す姿 

道路・水道・住宅・公共交通などの生活インフラと市街地の環境が、市財政を悪化させることなく適切に維持管理さ
れ、市民の安全で快適な生活を下支えしています。

環境・都市基盤 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

安心で快適なインフラ整備5-4

2030年、
地域のありたい姿

現状と課題 

● 本市では、全国と同様に人口増加時代に生活圏の中心的な拠点が形成され、住環境を整えてきました。しかし、
人口減少局面に入り、道路・水道・住宅などの公設のインフラの維持管理のコスト抑制、統廃合の検討などが必
要になっています。

● 既存ストックの有効活用を図りながら、更なる人口減少を見据えて規模縮小や統廃合を検討するとともに、将来を
見据え、的を絞った投資や更新を行う必要があります。

● また、子どもや高齢者などの交通弱者が移動に困らないよう、効率的で機能的な公共交通等を整備していくこと
が重要です。

施策目標 

No 指標 基準値（R2） 目標値（R7）

41 市道改良率 88.9％ 89.9％

42 幹線（路線バス）1便当たりの利用者数（平均） 3.8人/年 4.5人/年

■ 市道改良率

■ 幹線（路線バス）1便当たりの利用者数（平均）
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取組概要

5-4-1  計画的なインフラ整備と適正な維持管理

＜ユニバーサルデザイン＊の推進＞
● 道路、公共機関、公共施設等において、誰もが不自由なく利用できるユニバーサルデザイン＊に配慮した環境

整備を進めます。

＜道路整備と交通安全の推進＞
● すべての人が安全で安心に利用できる道路環境を整え、適切な維持管理を行います。
● 国道及び県道の渋滞・事故多発箇所については、事業実施主体である国や県に対して整備を要望します。
● 中部横断自動車道の長坂・八千穂間の早期事業化に向け、国等への働きかけを強化します。
● 市道、農道及び林道については、道路施設の状態を把握し、予防的な補修を行うことにより、施設の長寿命化

を図りながら、良好な道路環境の保全を行います。
● 高齢者、幼児・児童等に対する交通安全教育の充実及び関係機関との連携による啓発活動の強化を図ります。

また、子どもたちの通学路の安全対策、高齢者への交通安全対策の強化に取り組みます。

＜雪対策＞
● 道路除雪については、市民の協力を得ながら重要度・緊急度を考慮したうえで、主要市道の除雪を優先して実

施します。また、除雪体制の強化を図り、市道等の効率的で効果的な除雪を行います。
● 地区や地域での助け合いを充実することで、高齢者や障がい者のみの世帯など、除雪困難世帯への支援体制

を構築します。

＜安全な水道水の安定供給と適切な汚水処理＞
● 安全・安心な水道水の安定供給と生活環境の保全を図るため、計画的な上下水道の維持管理と危機管理を行

います。
● 事業効率の更なる改善による支出の抑制と適正な利用料金の設定を通じて、公営企業としての持続可能な経

営に努めます。

＜快適で安全な住居の確保＞
● 子育て世代、就業者、高齢者のニーズに対応した市営住宅などの改修や老朽化した市営住宅の取り壊しなど

適正な維持管理を行い、住環境を確保します。

5-4-2  公共交通網の整備・活用促進

＜地域公共交通ネットワークの構築と運行＞
● 利用者や地域住民等の意見聴取や地域内の公共交通事業者と連携するなかで、利用しやすい公共交通を目指

し、利用促進を図ります。

＜交通弱者への支援＞
● 公共交通や地域の支え合いによる高齢者や障がい者などの外出支援の取組を強化します。

 ＜登下校時の安全確保と指導の徹底（スクールバスの運行）＞➡P45

関連計画 
●北杜市公営住宅等総合活用計画・長寿命化計画 ●北杜市下水道総合整備事業（防災・安全）計画
●北杜市林道個別施設長寿命化計画 ●下水道ストックマネジメント計画（処理施設）
●北杜市道路整備基本計画 ●下水道ストックマネジメント計画（管路施設）
●北杜市橋梁長寿命化修繕計画 ●農業集落排水施設最適化計画
●北杜市まちづくり計画 ●北杜市地域公共交通網形成計画
●北杜市水道事業地域水道ビジョン ●北杜市交通安全計画
●北杜市上下水道事業経営基本計画 ●「森林・観光」資源を活用した北杜市地域活性化計画
●水質検査計画
●北杜市水道施設中長期設備計画及びアセットマネジメント
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第3部  計画推進にあたって
第3次 北杜市総合計画



1  数値目標による進捗管理
本計画で目指す成果の達成状況を把握し、進捗や実施方法に課題のある施策について、その原因を検証

し、改善を図るために、計画に記載した政策・施策の成果を測定する数値目標を設定し、毎年度、数値に基
づく評価を行います。

指標の設定箇所 名称 概要

前
期
基
本
計
画

人口目標

基本構想では、バックキャスティングの手法を用いて「2030 年の人
口目標」を高い水準で設定しました。

「人口目標」の達成状況を第 3 次総合計画前期基本計画の全体的な成
果指標として設定します。

リーディング
プロジェクト 基本目標

基本計画の「リーディングプロジェクト」は、総合戦略に対応する重
点施策になるため、人口減少に対抗・対応するための戦略的な取組の
成果を測定する指標を「基本目標」として設定します。

部門別計画
・施策（大） 施策目標 施策単位での評価を行うために、施策単位の成果を把握する数値目標

を「施策目標」として設定します。

■ 指標の設定箇所、名称、概要

※人口目標と基本目標については、一定の期間における成果についても検証を行います。
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計画推進に
あたって

2  評価検証を行うための体制
本計画の推進にあたっては、「2030年、地域のありたい姿」の実現を目指し、着実に成果を上げていくこと

が重要です。
そのため、人口目標及び基本目標の評価検証にあたっては、産官学金＊等の構成員からなる「総合計画推

進委員会」を新設し、評価検証・改善検討を行います。
部門別計画の施策目標については、毎年度、内部評価により進捗管理を行うとともに、効果を高めるため

に、その結果と予算査定とを連動させることで、予算配分の変更や実施方法の改善を行います。
なお、本計画の進捗管理について積極的に情報発信をするなど市民との情報共有に努めます。

3  庁内マネジメント体制
総合計画の成果を最大化するためには、庁内各部局のコミットメントと連携強化が欠かせません。
このため、各部局が事業推進だけでなく経営資源の確保や運営体制の設計等も含めたトータルなマネジメ

ントにおいて権限と責任を有する推進体制を構築します。また、各部局の取組を共有する機会を増加させる
ことで、円滑な連携を促進するとともに、好事例の横展開を図っていきます。

このような体制整備により、PDCAサイクル＊を効果的に展開し、本計画の成果の最大化に努めます。

部門別計画

みち
しるべ

事業実施

CHECK
評　価

予算編成

リーディング
プロジェクト

（まち・ひと・しごと創生総合戦略＊）

成果の検証

必要な改善、評価結果を活用

人と自然と文化が躍動する環境創造都市

政策5部門

 毎年度開催
 産官学金＊等の構成員
 総合計画の重点部分についての評価検
 証・改善提案
 評価の対象
 ・人口目標に対する実績
 ・基本目標に対する実績
 ・施策目標に対する実績

協働による計画マネジメント

重点10プロジェクト

施策（中） 58施策 

内部評価【庁内】

必要に応じて
見直し

ACTION

DO

主要施策群

第3次北杜市総合計画
PLAN

施策（大） 21施策
施策群

主要事業群

総合計画推進委員会（新設）

基本目標

施策目標

人口目標

2030年、地域のありたい姿

基本計画

基本構想

■ プランの進捗管理のイメージ
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資 料 編

Ⅰ　目標項目、指標設定の考え方

Ⅱ　成果指標一覧

Ⅲ　関連計画一覧

Ⅳ　策定体制・策定経過

Ⅴ　総合計画審議会

Ⅵ　計画策定に係る市民参画の状況

Ⅶ　用語解説

Ⅷ　市の概要



Ⅰ  目標項目、指標設定の考え方

本計画では、基本目標、施策目標として、数値による目標を定め、それらを活用した進捗・成果のマネジメ
ントを行います。目標の設定にあたっては、市の取組を捉えたうえで適切な指標を設定するとともに、できる
だけ高い水準の目標値を設定する必要があります。

以下では、指標及び目標水準の設定の考え方について説明します。

（1） 指標設定の考え方

本計画では、基本目標（KGI）、施策目標（KPI）を設定しています。それぞれについての名称・取得間隔・活
用方法などは以下のとおりです。

（2） 目標水準設定の考え方

① 目標水準設定の基本方針
目標水準の設定は、「政策誘導的な目標」と「過去の実績値の傾向」の2つの視点から設定することを基本

とします。
「政策誘導的な目標」の視点というのは、「子どもの数を2倍」のような政策的な目標に準拠して、目標水準

を設定するというものです。個別計画などですでに設定されている目標値などを選定する場合もこれに含ま
れます。
「過去の実績値の傾向」の視点というのは、過去数年分の実績値の数値からトレンドを確認し、目標水準を

設定するというものです。ただし、令和元〜2（2019〜2020）年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響
で多くの数値が落ち込んでいます。そのため、その前の時期の実績値の推移からトレンドを把握することに
加えて、新型コロナウイルス感染症の影響を加味した目標を設定します。

名称 選定の視点 取得間隔 活用方法

基本目標
（KGI）

Key Goal Indicator
重要成果指標

5 つの「ありたい姿」の実現の状
況を測定できるもの

毎年度〜
数年おき

リーディングプロジェクトの
実施手法の見直しの検討

施策目標
（KPI）

Key Performance 
Indicator

重要活動指標

部門別計画の施策単位の「目指す
姿」の達成状況を測定できるもの

原則、
毎年度

施策・事業の実施手法の
見直し

■ 基本目標と施策目標の違い

86 第３次北杜市総合計画



② 具体的な目標水準の設定方法
①の方針をもとに、以下に示す視点を考慮して、適切な目標の水準を設定します。

Ⅰ　政策誘導的な目標
すでに個別計画などで中長期的な目標値が設定されている場合は、その目標水準に準拠することを基

本とします。
ただし、すでに目標値を達成していた場合及び目標改定が必要な場合には、現状を踏まえたうえで最

も高い目標を再設定するものとします。

Ⅱ　過去の実績値の傾向
まず、新型コロナウイルス感染症拡大前からの傾向（過去3時点以上のデータ）を確認し、上昇・横ば

い・下降などの傾向を確認します。基本的にはその傾向が続くと想定した上で、予測値を上回る目標値
を設定します。

なお、市民意識調査による満足度を指標にしている場合は、過去の傾向がわからないため、令和4
（2022）年度に実施する調査結果に応じて、一定の増加率を設定します。

過去のトレンドから令和元〜2（2019〜2020）年度の間に実績値が大きく変わっている場合は、新型
コロナウイルス感染症の影響であるかを確認し、以下の「Ⅲ　新型コロナウイルス感染症の影響」に基
づいて目標値を設定します。

Ⅲ　新型コロナウイルス感染症の影響
新型コロナウイルス感染症の影響によって実績値が過去の傾向から大きく変化している場合、その影

響が短期的（1〜3年程度）なものか、長期的（継続的な社会変化）なものかを予測します。
短期的な影響と考えられる場合は、実績値のトレンドに再び戻ることを想定したうえで、目標水準を

設定します。長期的な影響と考えられるものについては、実績値のトレンドよりも下降することを想定
します。
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Ⅱ  成果指標一覧

1  リーディングプロジェクト（指標区分：市民…市民意識指標、統計…統計データ指標）

LP1　子どもの笑顔が自分の笑顔になるまちづくり

№ 区分 成果指標 補足等 基準値 目標値 目標設定の考え方 出典

LP1-1　子育て・教育で選ばれる地域をつくる

LP-01 市民

「子育て施策の充
実」の満足度

回答者全体
33.7%（R4）
高校生以下の

子どもの保護者
63.4%（R4）

回答者全体
40.5%

高校生以下の
子どもの保護者

69.7%

調査結果（満足度）が50％以上の
場合、R7に基準値の1.1倍（50％
未満の場合、基準年の1.2倍）の増
加を目指す。

市「市民意識調
査」

LP-02 市民

「教 育 施 策の充
実」の満足度

回答者全体
28.0%（R4）

小中学生の 
子どもの保護者
52.8%（R4）

回答者全体
33.6%

小中学生の 
子どもの保護者

58.1%

〃 〃

LP1-2　若い世代に選ばれる地域をつくる

LP-03

統計

年少人口（0-14
歳）の社会増減

（累計）

年少人口（0-14歳）
における転入者か
ら転出者を引いた
人数

（参考）
105人増/年
※H28-R2の

平均値

1,199
人増

（累計）

R12までに子どもの数を2倍にす
るため、R7に年少人口の人口目標
を5,190人に設定。5年間（R3-
R 7）で 社会増減において累計
1,199人増を目指す。

総務省「住民基
本台帳人口移
動報告」

統計

若い世代（15-49
歳）の社会増減

（累計）

若い世代（15-49
歳）における転入者
から転出者を引い
た人数

（参考）
107人減/年
※H28-R2の

平均値

169
人増

（累計）

R12までに子どもの数を2倍にす
るため、R7に15-49歳の人口目標
を11,760人に設定し、5年間（R3-
R7）で社会増減において累計169
人増を目指す。

LP-04 市民
若い世代の北杜
市に住みたいと
回答した割合

若い世 代（15 - 49
歳）の北杜市に住み
たいと回答した割合

67.0%（R4） 73.7%
調査結果が50％以上の場合、R7に
基準値の1.1倍（50％未満の場合、
基準年の1.2倍）の増加を目指す。

市「市民意識調
査」

LP2　ともに、よりよく生きるまちづくり

№ 区分 成果指標 補足等 基準値 目標値 目標設定の考え方 出典

LP2-1　健康を支え、生命を守る体制をつくる

LP-05 統計

特定健診受診率 40-70歳の国民健
康保険加入者のう
ち、生活習慣病予
防のための健康診
査を受けた市民の
割合

25.6％ 48.5％

R7にコロナ前の水準以上を目指
す。

（参考）
H28-H30の平均48.5％

厚生労働省「特
定 健 康 診 査・
特定保健指導
の実施状況」

LP-06 市民

生きがい、幸せ
を感じながら生
活している市民
の割合

81.6％（R4） 89.8％

調査結果が50％以上の場合、R7
に基準値の1.1倍（50％未満の場
合、基準年の1.2倍）の増加を目指
す。

市「市民意識調
査」

LP2-2　協働・支え合いのまちをつくる

LP-07 市民

地域での支え合
いが行われてい
ると感じる市民
の割合

44.6％（R4） 53.5％

調査結果が50％以上の場合、R7
に基準値の1.1倍（50％未満の場
合、基準年の1.2倍）の増加を目指
す。

市「市民意識調
査」

LP-08 市民

多様な価値観や
生活様式の共生
に関する市民の
認識

78.0％（R4） 85.8％ 〃 〃
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LP3　新たな価値を奏でる創造のまちづくり

№ 区分 成果指標 補足等 基準値 目標値 目標設定の考え方 出典

LP3-1　地域資源を活用して新しい価値をつくる

LP-09

統計

空き家バンクの
成約件数

空き家バンクにおけ
る成約件数

（参考）
24.6件/年
※H28-R2の

平均値

150件
（累計）

地域資源の活用、継承を促進する
ため、5年間（R3-R7）で累計150
件の成約を目指す。

事業実績

統計

空き家バンクの
登録件数

空き家バンクへの新
規登録件数

（参考）
31件/年

※H28-R2の
平均値

175件
（累計）

地域資源の活用、継承を促進する
ため、5年間（R3-R7）で累計175
件の新規登録を目指す。

LP-10 統計

産学官、地域間
連携新規協定数

地域課題解決のた
め、産学官や地域間
で協定を新規に締結
した件数（災害時応
援等の協定は除く）

（参考）
5協定/年
※H30-R2の

平均値

25協定
（累計）

実績の下降トレンドを考慮し、5年
間（R3-R7）で累計25協定の締結
を目指す。

事業実績

LP3-2　行政・地域のDXを推進する

LP-11 統計
マ イ ナ ン バ ー
カードの交付率 25.4％ 50.8％

デジタル化の進展や実績の上昇ト
レンドを踏まえ、R7に基準値の2
倍（50.8％）を目指す。

総務省「マイナ
ンバー 交付状
況」

LP-12 統計

DX＊を実現した
行政サービスの
創出件数（累計）

「自治体 DX＊推進
計画」で推奨されて
いるオンライン手続
き等の導入による
DX＊化件数

41件 51件
（累計）

デジタル化の進展や実績の上昇ト
レンドを踏まえ、R7に51件（累
計）を目指す。

総務省「地方公
共団体における
行政手続きの
オンライン利用
状況」、事業実
績

LP4　もっと、世界を魅了するまちづくり

№ 区分 成果指標 補足等 基準値 目標値 目標設定の考え方 出典

LP4-1　世界水準の観光と食の都市をつくる

LP-13 統計

市内宿泊客数 山梨県観光入込客
数（実人数）北杜市
＋韮崎市の合計か
ら按分率を算出、宿
泊者数峡北圏域の
4エリアのうちに韮
崎市が含まれる（峡
北圏域：甲斐駒ヶ
岳・鳳凰三山周辺）
の数値を按分し北
杜市の合計を算出
※コロナの収束が
見込めないため、外
国人宿泊客を除い
た宿泊客数を指標
とて設定する。

42万1,802
人/年 83万人/年

R7に、インバウンド＊の影響を加
味したコロナ前の水準までの回復
を目指す。

（参考）
H28-H30の外国人宿泊者数を除
いた市内宿泊者数の平均83万人/
年

山梨県「山梨県
観光入込客統
計」

LP-14 統計

農業産出額 市町村別農業産出
額の推計値

82億
1,000

万円/年
（R1）

※公表されてい
る最新値

82億
1,000

万円/年

実績の下降トレンドを考慮し、R7
に基準値を下回らないことを目指
す。

農林水産省「農
林業センサス
結果等を活用
した市町村別
農業産出額の
推計結果」
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№ 区分 成果指標 補足等 基準値 目標値 目標設定の考え方 出典

LP4-2　北杜のファンをつくり、ともにチャレンジする

LP-15

統計
ふるさと納税寄
附件数 1万6,060

件/年
3万5,000

件/年

実績の上昇トレンドを考慮し、R7
に基準値の2倍以上（3万5,000件
/年）を目指す。

事業実績

統計
ふるさと納税寄
附額 5億2,352

万円/年 12億円/年
実績の上昇トレンドを考慮し、R7
に基準値の2倍以上（12億円/年）
を目指す。

事業実績

LP-16 市民

北杜市を他地域
に誇れると感じ
る市民の割合 71.2％（R4） 78.3％

調査結果が50％以上の場合、R7
に基準値の1.1倍（50％未満の場
合、基準年の1.2倍）の増加を目指
す。

市「市民意識調
査」

LP5　安心をずっと、サステナブルなまちづくり

№ 区分 成果指標 補足等 基準値 目標値 目標設定の考え方 出典

LP5-1　強靭な地域をつくる

LP-17 統計

自主防災組織＊

数（累計） 69団体 107団体

「北杜市国土強靭化地域計画」に
基づく目標値（R6までに100団
体）を踏まえ、R7に累計107団体
を目指す。

事業実績

LP-18 市民

行政の災害等の
危機管理体制の
満足度 29.1％（R4） 35.0％

調査結果（満足度）が50％以上の
場合、R7に基準値の1.1倍（50％
未満の場合、基準年の1.2倍）の増
加を目指す。

市「市民意識調
査」

LP5-2　SDGs未来都市をつくる

LP-19 統計

市域の二酸化炭
素（CO2）排出量

377,543
t-CO2

（H30）
※公表されてい

る最新値

301,624
t-CO2以下

国の「地球温暖化対策計画」では、
R12において、温室効果ガス46％
削減（H25年比）を目指すとしてお
り、本市においても国の削減目標
と同等の46％削減を目標としてい
る。
最新値であるH30排出量377,543t- 
CO2からR12目標量247,396t- 
CO2を達成するため、R7に301,624 
t-CO2以下を目指す。

（参考）
H25排出量（実績） 458,140t-CO2
H30排出量（実績） 377,543t-CO2
R12排出量（目標） 247,396t-CO2

環境省「自治体
排出量カルテ」

LP-20 市民

市の自然や環境
保全の満足度 58.2％（R4） 64.0％

調査結果（満足度）が50％以上の
場合、R7に基準値の1.1倍（50％
未満の場合、基準年の1.2倍）の増
加を目指す。

市「市民意識調
査」

90 第３次北杜市総合計画



2  部門別計画

1）子育て・教育・若者

№ 区分 成果指標 補足等 基準値 目標値 目標設定の考え方 出典

1-1　安心して子どもを産み育てられる支援の充実

1 市民

子育てが楽しい
と感じる親の割
合

3歳児健 診時の「3
歳児健康診査質問
票」の「育児は楽しい
と思う（「はい」と回
答）」保護者の割合

83.2％ 85.2％

「子育てで選ばれる地域」にするた
め、実績の上昇トレンドを考慮し、
毎年、0.4ポイントの増加を目指
す。

市「3歳児検診
アンケート結
果」

2 統計

地域子育て支援
拠点事業の延べ
利用者数

つどいの広場の延
べ利用者数 4,515

人/年
15,515
人/年

実績の下降トレンドを踏まえつつ、コ
ロナ前の水準程度への回復を目標と
し、毎年、2,200人の増加を目指す。

（参考）
H28-H30の平均15,632人/年

事業実績

1-2　地域ぐるみの保育・子育ての実現

3 市民

保育サービス・
放課後児童クラ
ブの利用者の満
足度

保育・児童クラブを
利用する保護者の

「満足」「やや満足」
「普通」の割合

79.5％
（H29）
※直近の 
調査値

85.0％

「子育てで選ばれる地域」にするた
め、毎年、1.1ポイントの増加を目
指す。

市「利用者アン
ケート結果」

4 統計

ファミリー・ サ
ポート・センター
の延べ利用件数 714件/年 719件/年

実績の下降トレンドを考慮しつつ
も、「子育てで選ばれる地域」を実
現するため、毎年、H28-R2の平
均719件/年を目指す。

事業実績

1-3　魅力ある学校教育の推進

5 統計

将来の夢や目標
を持っている児
童生徒の割合

「当てはまる」「どち
らかといえば、当て
はまる」と回答した
割合

［小学校］
85.3％
（R1）

※R2はコロナ
のため未実施

87.3％

実績の下降トレンドを考慮しつつ
も、「教育で選ばれる地域」を実現
するため、毎年、0.4ポイントの増
加を目指す。

（参考）
H28-R1の平均87.3％

文部科学省「全
国 学 力・学 習
状況調査」

［中学校]
72.6％
（R1）

※R2はコロナ
のため未実施

73.5％

実績が増減し横ばいで推移してい
ることを考慮しつつも、「教育で選
ばれる地域」を実現するため毎年、
0.18ポイントの増加を目指す。

（参考）
H28-R1の平均73.5％

6 統計

学校給食での地
場物産の使用割
合

北杜市の学校給食
の食材における北
杜市で取れた食材
の使用割合

48.9％ 49.9％

実績の上昇トレンドを考慮し、毎
年、0.2ポイントの増加を目指す。

事業実績

1-4　信頼される学校教育の推進と教育環境の整備

7 統計

学校に行くのは
楽しいと思う児
童生徒の割合

「当てはまる」「どち
らかといえば、当て
はまる」と回答した
割合。

［小学校]
85.3％
（R1）

※R2はコロナ
のため未実施

88.5％

実績の下降トレンドを考慮しつつ
も、「教育で選ばれる地域」を実現
するため、毎年、0.64ポイントの
増加を目指す。

（参考）
H28・H29・R1の平均88.5％

文部科学省「全
国 学 力・学 習
状況調査」

［中学校]
81.9％
（R1）

※R2はコロナ
のため未実施

82.1％

実績の下降トレンドを考慮しつつ
も、「教育で選ばれる地域」を実現
するため、毎年、0.04ポイントの
増加を目指す。

（参考）
H28・H29・R1の平均82.1％

8 統計

児童生徒のICT
＊活用を指導す
ることができる
教員の割合

学校における教育の
情報化の実態に関す
る調査結果の児童
生徒のICT＊活用を
指導することができる
教員の割合

59.0％ 80.0％

「教育で選ばれる地域」を実現する
ため、毎年、4.2ポイントの増加を
目指す。

文部科学省「学
校における教
育の情報化の
実態に関する
調査」
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№ 区分 成果指標 補足等 基準値 目標値 目標設定の考え方 出典

1-5　子育て世代・若者の移住・交流の促進

9 統計

移住相談件数 北杜市（道の駅こぶ
ちざわの窓口含む）
への移住を検討し、
相談があった世帯
数（直 接、 電 話、
メール、相談会への
出席含む）

653件/年 753件/件

実績の上昇トレンドを考慮し、毎
年、20件の増加を目指す。

事業実績

10 統計

子育て世代・若
い世代のまちづ
くり企画への提
言件数

まちづくり企画への
提言件数 ― 5件/年

毎年、5件以上を目指す。 事業実績

2）健康・福祉

№ 区分 成果指標 補足等 基準値 目標値 目標設定の考え方 出典

2-1　こころとからだの健康づくりの推進

11 統計

健康づくりに取
り組んでいる市
民の人数

いいことチャレンジ取
組者数、市や保健
福祉推進員、食生
活改善推進員等が
実施する健康づくり
事業の参加者数

6,212人/年 9,712人/年

実績の上昇トレンドを考慮し、コ
ロナ前の水準への回復に向け、毎
年、700人の増加を目指す。

（参考）
H28-H30の平均9,708人/年

事業実績

12 統計

一人当たりの医
療費

国民健康保険被保
険者の一人当たり
の医療費

310,415
円/年

321,161
円以下/年

コロナ等の影響もあり、R1、R2の
変動幅が大きいことを考慮し、毎
年、H28-H30の平均321,161円
以下にすることを目指す。

事業実績

2-2　地域福祉の充実

13 統計

ボランティア新
規登録者数

50人/年 95人/年

実績が年度により増減している状
況 を 考 慮 し、コロナ 前 の 水 準

（H28-H30の平均96人/年）程度
を目標に設定し、毎年、9人の増加
を目指す。

事業実績

14 統計

生活困窮の相談
者のうち、支援
を行った人の割
合

生活困窮に係る相
談者のうち、専門機
関などへつないだ
り、就労支援など各
種支援制度を利用
した人の割合

22.8％ 47.8％

コロナ前の水準への回復に向け、
毎年、5ポイントの増加を目指す。

（参考）
H28-H30の平均47.4％

事業実績

2-3　介護予防の強化と高齢者福祉の充実

15 統計
高齢者の住民主
体の通いの場の
設置数（累計）

介護予防に資する
住民主体の通いの
場の数

57箇所 70箇所
実績の上昇トレンドを踏まえ、R7
までに累計70箇所を目指す。

事業実績

16 統計

元気高齢者の割
合

高齢者数に占める
要支援・要介護認
定を受けていない高
齢者の割合

87.3％ 87.3％

実績の下降トレンド、高齢化率の
上 昇 を 踏 ま え、毎 年、基 準 値
87.3％を下回らないことを目指
す。

厚生労働省「介
護保険事業状
況報告」

2-4　障がい児・者福祉の充実

17 統計

施設入居者等の
地域移行支援等
の利用者数

「地 域 移 行 支 援」
「地域定着支援」「共
同生活援助」「自立
生活援助」の利用
者数の合計

91人/年 106人/年

実績の上昇トレンドを踏まえ、毎
年、3人の増加を目指す。

事業実績

18 統計

5歳児相談の参
加率

93.1％ 95.6％

実績の上昇トレンドを踏まえ、コロ
ナ前の水準への回復に向け、毎年、
0.5ポイントの増加を目指す。

（参考）
H28-H30の平均95.7％

事業実績
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3）市民生活・文化

№ 区分 成果指標 補足等 基準値 目標値 目標設定の考え方 出典

3-1　市民参加・協働の推進

19 統計

広聴活動への市
民の参画人数

「市長への手紙」「北
杜市の未来を語る
集い」「パブコメ」の
参画者数

394人/年 400人/年

実績の上昇トレンドを踏まえ、毎
年、400人以上の維持を目指す。

事業実績

20 統計 行政区加入率 69.6％ 69.6％ 実績の下降トレンドを踏まえ、毎
年、69.6％以上を目指す。

事業実績

3-2　生涯を通じた学びの支援

21 統計

生涯学習講座開
催事業参加者数

生涯学習講座（北
杜ふれあい塾、市民
自主企画講座）へ
の延べ参加者数

1,555人/年 2,965人/年

実績の上昇トレンドを踏まえ、コロ
ナ前の水準への回復に向け、毎年、
282人の増加を目指す。

（参考）
H28-H30の平均2,963人/年

事業実績

22 統計

市立図書館の新
規利用登録者数

市立図書館の市民
の新規利用カード
発行数

646人/年 976人/年

実績が下降トレンドであることに
加え、コロナの影響を大きく受けた
ことから、コロナ前水準の8割の回
復に向け、毎年、66人の増加を目
指す。

（参考）
H28-H30の平均1,220人/年×
80％＝976人

事業実績

3-3　スポーツ・文化活動の支援

23 統計

市立スポーツ施
設の延べ利用者
数

市営の社会体育施
設、学校教育施設

（体育館等）の年間
利用者数（スケート
センターを含む）

19万3,004
人/年 30万人/年

実績が下降トレンドであることに
加え、コロナの影響を大きく受けた
ことから、コロナ前水準の8割の回
復に向け、毎年、21,400人の増加
を目指す。

（参考）
H28-H30の平均373,047人/年
×80％＝298,438人/年

事業実績

24 統計

芸術文化自主・
共催事業入場者
数

市の3ホールを拠点
とした市が主催・共
催する芸術文化イ
ベントの入場者数 320人/年 1,880人/年

実績は上昇トレンドであるが、コ
ロナの影響を大きく受けたことか
ら、コロナ前水準への回復に向け、
毎年、312人の増加を目指す。

（参考）
H28-H30の平均1,878人

事業実績

3-4　多様性を認め合う共生社会の実現

25 統計

市の審議会等に
おける女性委員
の割合

市の審議会等の附
属機関における女
性委員数 / 委員総
数 29.7％ 33.2％

実績の上昇トレンドを踏まえ、
H28からR2の上昇率（3.6ポイン
ト）と同水準程度の増加を目指し、
毎年、0.7ポイント程度の増加を目
指す。

内閣府「地方公
共団体におけ
る男女共同参
画社会の形成
又は女性に関
する施策の推
進状況」

26 統計

外 国 人 向 け の
サービス創出数

パンフレット作成、
看板の表記、日本
語教室開催等など、
外国人向けのサー
ビス創出数（累計）

― 2件/年

毎年、2件の創出を目指す。 事業実績
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4）産業経済・観光

№ 区分 成果指標 補足等 基準値 目標値 目標設定の考え方 出典

4-1　地域特性を活かした農林業の振興

27 統計

新 規 就 農 者 数
（法人・個人）

給付金等受給者ま
たは農家創設数（法
人・個人）

31
経営体/年

31
経営体/年

実績の下降トレンド、担い手不足
等の現況を踏まえ、毎年、R2の実
績31経営体以上を維持すること
を目指す。

事業実績

28 統計

森林整備面積 市有林及び民有林
が 整 備（施 業・間
伐）された面積 246.1ha/年 264.0ha/年

山梨県特定間伐促進計画（北杜市
分）に基づく目標値を目標として
設定。毎年、264ha/年以上の整備
を目指す。

事業実績

4-2　感動を届ける観光のまちづくりの推進

29 統計

観光入込客数 市町村別観光入込
客（実人数）の本市
の数値
①観光地点等入込
客数調査（単純集
計による延べ人数）
②観光客を対象と
する観光地点アン
ケート調査
①②の結果に観光
庁が実施する統計
調査結果の統計量
を補正した数値

211万人/年 390万人/年

コロナの収束が見込めないため、
インバウンド＊の影響を加味した
水準390万人/年（※）までの回復
に向け、毎年35.8万人の増加を目
指す。
※H28-H30の実績に市内宿泊者
に占める外国人宿泊者比率を乗
じ、平均を算出

山梨県「山梨県
観光入込客統
計」

30 統計

八ヶ岳観光圏＊

の観光客の満足
度

全国観光圏統一基
準の来訪者満足度
調査で「大変満足」
と回答した人の割合

32.4％ 32.4％

R1、R2に急上昇しており、R2の
高い水準を維持することを目指す。

全国観光圏推
進協議会「来訪
者満足度調査」

4-3　市内企業の成長・発展の支援

31 統計

製造品出荷額等 1年間（1-12月）に
おける製造品出荷
額、加工賃収入額、
その他収入額及び
製造工程からでた
くず及び廃物の出
荷額の合計

2,296
億円/年
（R1）

※公表されてい
る最新値

2,264
億円/年

実績が年度により増減している状
況を考慮し、毎年、H28-R1の平
均2,264億円/年以上を目指す。

経済産業省「工
業統計調査」

32 統計

創業支援、企業
立地支援件数

以下の実績値の合計
①北杜市認定創業
支援事業の年度実績
②市、商工会、市内
金融機関のいずれ
かの支援を受けて
立地した企業数
③サテライトオフィ
ス＊等整備支援件
数

62件/年 92件/年

実績の上昇トレンドを踏まえ、そ
の平均の2倍程度を目標とし、毎
年、6件の増加を目指す。

（参考）
H28-R2の平均45件/年

事業実績

4-4　働き方改革の推進

33 統計

子育て応援企業
等認定制度の認
定企業・事業所
数（累計）

11社 21社
（累計）

毎年、2社の増加を目指す。 事業実績

34

統計

就職ガイダンス
参加企業・事業
所数

市単独、他市共催
の就職ガイダンス
への延べ参加企業・
事業所数

40社/年 98社/年

実績のトレンドを踏まえ、毎年、コ
ロナ前の水準（H28-H30の平均
98社/年）以上を目指す。ただし、
就職ガイダンスが開催できた場合
に限る。

事業実績

統計

就職ガイダンス
参加者数

市単独、他市共催
の就職ガイダンス
への延べ参加者数 84人/年 198人/年

実績のトレンドを踏まえ、毎年、コ
ロナ前の水準（H28-H30の平均
198人 / 年）以上を目指す。ただ
し、就職ガイダンスが開催できた
場合に限る。
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5）環境・都市基盤

№ 区分 成果指標 補足等 基準値 目標値 目標設定の考え方 出典

5-1　暮らしの安全と生活の安心を守る

35 統計

災害時応援等の
協定数（累計）

災害発生時の人的・
物的支援に関する
民間事業者やまた
は自治体間で締結
される協定数

29団体 39団体
（累計）

実績の横ばいトレンドを踏まえつ
つも、官民で万一に備えるため、
毎年、2団体の増加を目指す。

事業実績

36 統計

地 域 減 災 リ ー
ダー＊認定者数

（累計） 75人 170人
（累計）

「北杜市国土強靭化地域計画」に
基づく目標値（R6までに150人）
を踏まえ、毎年、19人の増加を目
指す。

事業実績

5-2　脱炭素・循環型社会の構築

37 統計

環境教育普及啓
発事業参加人数

以下の実績の合計
である
①市や市が事務局
を担うグリーン北
杜が実施する環境
教育事業、「子ども
環境フェスタ」、「環
境教育リーダー養
成講座」等への参加
者数
②出張環境教育プ
ログラムに参加した
幼児・児童・生徒数

1,240人/年 1,655人/年

実績の上昇トレンドを踏まえ、コロ
ナ前の水準への回復に向け、毎年、
83人の増加を目指す。

（参考）
H28-H30の平均1,654人/年

事業実績

38 統計

ごみ（一般廃棄
物）総排出量 14,997

t/年
14,351

t以下/年

「北杜市一般廃棄物処理基本計
画」に基づく目標値（R7に14,351t
以下/年）を設定。毎年、129.2t以
上の削減を目指す。

環境省「一般廃
棄物処理実態
調査」

5-3　自然と暮らしが共存するまちづくりの推進

39 統計

ユ ネ ス コ エ コ
パーク＊保全活
動件数

南アルプスユネスコ
エコパーク＊地域連
絡会において実施
した環境保全活動
件数

11件/年 16件/年

実績の下降トレンドを踏まえ、コロ
ナ前の水準への回復に向け、毎年、
1件の増加を目指す。

（参考）
H28-H30の平均15件/年

事業実績

40 市民

市の景観が守ら
れていると感じ
る市民の割合 31.9％（R4） 38.3％

調査結果（満足度）が50％以上の
場合、R7に基準値の1.1倍（50％
未満の場合、基準年の1.2倍）の増
加を目指す。

市「市民意識調
査」

5-4　安心で快適なインフラ整備

41 統計 市道改良率 88.9％ 89.9％ 毎年、0.2ポイントの増加を目指
す。

事業実績

42 統計

幹線（路線バス）
1便あたりの利用
者数（平均）

「幹線（路線バス）
の総利用者数」を

「総便数」で除して
算出した数値

3.8人/年 4.5人/年

毎年、1便当たり0.14人/年の増
加を目指す。

事業実績
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Ⅲ  関連計画一覧

● 第3次北杜市総合計画前期基本計画（まち・ひと・しごと創生総合戦略）（2021－2025） ...........［企画課］
● 北杜市人口ビジョン（2015－2060） ............................................................................................［企画課］

子育て・教育・若者
● 北杜市子ども・子育て支援事業計画（2020-2024） ..........................................................［子育て政策課］
● 北杜市健康増進計画（2022-2026） .....................................................................................［健康増進課］
● 北杜市立保育園整備計画（2017-2026） ...........................................................................［こども保育課］
● 北杜市生涯学習計画 .............................................................................................................［生涯学習課］
● 北杜市食と農の杜づくり推進計画（北杜市食育推進計画）（2020-2024） .........................［商工・食農課］
● ほくと子ども読書の杜プラン（北杜市子ども読書活動推進計画）（2018-2022） .................［中央図書館］
● 北杜市いじめ防止基本方針 ..................................................................................................［教育総務課］
● 北杜市立小中学校教育情報化整備計画（2017-2026） ........................................................［教育総務課］
● 北杜市小学校施設中長期保全化計画（2017-2046） ............................................................［教育総務課］
● 北杜市中学校施設中長期保全化計画（2019-2058） ............................................................［教育総務課］
● 八ヶ岳定住自立圏共生ビジョン（2020-2024） ............................................................................［企画課］
● 北杜市空き家等対策計画（2022-2025） ....................................................................［まちづくり推進課］
● 北杜市公営住宅等総合活用計画・長寿命化計画（2016-2025） ...................................................［住宅課］

健康・福祉
● （再掲）北杜市健康増進計画（2022-2026） ..........................................................................［健康増進課］
● 北杜市自殺対策計画（2022-2026） ......................................................................................［健康増進課］
● 北杜市立病院改革プラン ......................................................................................................［健康増進課］
● 北杜市立甲陽病院経営改善計画 ...........................................................................................［健康増進課］
● 北杜市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）（2018-2023） ........................［国保年金課］
● 北杜市特定健康診査等実施計画（2018-2023） ...................................................................［国保年金課］
● 北杜市地域福祉計画（2022-2026） .............................................................................................［福祉課］
● （再掲）北杜市食と農の杜づくり推進計画（北杜市食育推進計画）（2020-2024）..............［商工・食農課］
● ほくとゆうゆうふれあい計画（北杜市老人福祉計画・介護保険事業計画）（2021-2023） ....［介護支援課］
● 北杜市障害者計画（2018-2023） .................................................................................................［福祉課］
● 北杜市障害福祉計画・北杜市障害児福祉計画（2021-2023） ......................................................［福祉課］

市民生活・文化
● （再掲）北杜市生涯学習計画 .................................................................................................［生涯学習課］
● （再掲）ほくと子ども読書の杜プラン（北杜市子ども読書活動推進計画）（2018-2022） .....［中央図書館］
● ほくとほほえみ夢プラン（北杜市男女共同参画推進プラン）（2016-2025） ..................［市民サービス課］
● （再掲）八ヶ岳定住自立圏共生ビジョン（2020-2024） ................................................................［企画課］

産業経済・観光
● 北杜市鳥獣被害防止計画（2022-2025） ......................................................................................［林政課］
● 「森林・観光」資源を活用した北杜市地域活性化計画（2022-2027） ...........................................［林政課］
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● （再掲）北杜市食と農の杜づくり推進計画（北杜市食育推進計画）（2020-2024）..............［商工・食農課］
● 北杜市森林整備計画（2022-2031） ..............................................................................................［林政課］
● （再掲）八ヶ岳定住自立圏共生ビジョン（2020-2024） ................................................................［企画課］

環境・都市基盤
● 北杜市国土強靭化地域計画（2020-2024）...................................................................................［企画課］
● 北杜市地域防災計画（住民編） .............................................................................................［消防防災課］
● 北杜市備蓄計画 ....................................................................................................................［消防防災課］
● 北杜市備蓄倉庫整備計画（2022-2025） ..............................................................................［消防防災課］
● （再掲）北杜市地域福祉計画（2022-2026） ..................................................................................［福祉課］
● 北杜市環境基本計画（2018-2027） ..............................................................................................［環境課］
● 北杜市再生可能エネルギーマスタープラン（2021-2030） ...........................................................［環境課］
● 北杜市一般廃棄物処理基本計画（2022-2031） ...........................................................................［環境課］
● 北杜市景観計画 ..........................................................................................................［まちづくり推進課］
● 北杜市サイン計画（指針編） .......................................................................................［まちづくり推進課］
● （再掲）北杜市公営住宅等総合活用計画・長寿命化計画（2016-2025） .......................................［住宅課］
● 北杜市林道個別施設長寿命化計画（2021-2025） ........................................................................［林政課］
● 北杜市道路整備基本計画 .....................................................................................................［道路河川課］
● 北杜市橋梁長寿命化修繕計画（2021-2025） .......................................................................［道路河川課］
● 北杜市まちづくり計画 ................................................................................................［まちづくり推進課］
● 北杜市水道事業地域水道ビジョン ................................................................................［上下水道総務課］
● 北杜市上下水道事業経営基本計画（2019-2028） .........................................................［上下水道総務課］
● 水質検査計画 .................................................................................................................［上下水道施設課］
● 北杜市水道施設中長期設備計画及びアセットマネジメント（2020-2039） ..................［上下水道施設課］
● 北杜市下水道総合整備事業（防災・安全）計画（2020-2024）......................................［上下水道施設課］
● 下水道ストックマネジメント計画（処理施設）（2013-2062） ........................................［上下水道施設課］
● 下水道ストックマネジメント計画（管路施設）（2019-2068） ........................................［上下水道施設課］
● 農業集落排水施設最適化計画（2014-2053） ................................................................［上下水道施設課］
● 北杜市地域公共交通網形成計画（2018-2022） ...........................................................................［企画課］
● 北杜市交通安全計画（2021-2025） ..............................................................................................［企画課］
● （再掲）「森林・観光」資源を活用した北杜市地域活性化計画（2022-2027） ...............................［林政課］

行財政
● 新・行政改革大綱（2021-2025） ..........................................................................................［政策推進課］
● 新北杜市建設計画（2005-2025） .........................................................................................［政策推進課］
● 北杜市過疎地域持続的発展計画（2021-2025） ...........................................................................［企画課］
● （再掲）北杜市国土強靭化地域計画（2020-2024） .......................................................................［企画課］
● 北杜市公共施設最適配置に向けての基本方針 .....................................................................［政策推進課］
● 北杜市公共施設等総合管理計画（改訂版）（2022-2051） ....................................................［政策推進課］
● 北杜市定員適正化計画（2022-2025） ..........................................................................................［人事課］
● 北杜市特定事業主行動計画（2021-2025） ...................................................................................［人事課］

※所管課名は、令和4年4月の組織改編後
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Ⅳ  策定体制・策定経過

日程 会議等 内容
R2.12.2 令和2年第4回市議会臨時会 ● 市長施政方針で総合計画の策定を言及
R3.2.19 市議会議員全員協議会 ● 策定方針、策定スケジュール等を報告
R3.3.8 市議会予算特別委員会 ● 策定方針、策定スケジュール等を報告
R3.4.1〜4.30 総合計画審議会 ● 総合計画審議会委員の一般公募委員を募集

 19人の応募があり、4人を選定
R3.4.1〜4.30 ほくと子ども育成戦略会議 ● 一般公募委員を募集

 11人の応募があり、4人を選定
R3.5.10 地域委員会連絡協議会 ● 策定方針等を報告
R3.5.19 代表区長会 ● 策定方針等を報告
R3.6.29 第1回ほくと子ども育成戦略会議

（公開、傍聴：3人）
● 委嘱状交付

［協議内容］
● ほくと子ども育成戦略会議の目指すところ

R3.7.19 第1回総合計画審議会
（公開、傍聴：1人）

● 委嘱状交付、諮問
［協議内容］

● 総合計画審議会の概要
● 総合計画策定の流れ
● 総合計画策定方針
● 北杜市の現状と課題
● 予測される社会の変化と暮らし・市政への影響
● 新型コロナウイルス感染症の影響ととるべき対策
● 2040年の未来の北杜の姿〜負のシナリオ〜
●  ビジョン・計画策定の考え方〜地域のありたい姿から

バックキャスティング〜
●  未来のありたい姿とリーディングプロジェクトについて
● 総合計画の全体構成イメージについて

報告
課題確認
上程

市
長

意見
議決

諮問
情報提供
調整

答申
情報提供

情報共有

市
民

総合計画審議委員一般公募

総
合
計
画
審
議
会

北
杜
市
議
会

行
政
改
革
推
進
委
員
会

情報共有

諮問・情報提供・調整

答申・情報提供

市民アンケート

ほくと子ども育成戦略会議

市民ワークショップ

高校生ワークショップ

高校生アンケート

若者世代Webアンケート

企業・団体等Webヒアリング

地域代表者説明会

パブリックコメント
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日程 会議等 内容
R3.7.27 第2回ほくと子ども育成戦略会議

（公開、傍聴：4人）
［協議内容］

● 会議スケジュールについて 
● 課題の抽出（グループ別）
 Aグループ：出会い・結婚・出産への支援
 Bグループ：若年層の転出抑制
 Cグループ：働く場の確保・働き方改革
 Dグループ：移住・関係人口＊の増加

R3.8.19〜8.26 第2回総合計画審議会（書面開催）
（非公開）

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、書面開
催に変更

［協議内容］
● 基本構想骨子案について
● 基本計画リーディングプロジェクトについて
 （意見数）   ・基本構想　37件
  ・リーディングプロジェクト　86件

R3.8.27 第1回高校生ワークショップ
（オンライン開催）
※6クラスを2回に分けて実施

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、リモー
ト開催に変更

● 北杜市の現状と課題・北杜市の総合計画の説明
● ディスカッションテーマの説明

R3.8.30〜9.6 第3回ほくと子ども育成戦略会議
（書面開催）
（非公開）

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、書面開
催に変更

［協議内容］
●  出生率の改善と移住・定住者の増加に向けた施策につ

いて
 （意見数）162件

R3.9.3 第2回高校生ワークショップ
（オンライン開催）
※6クラスを2回に分けて実施

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、リモー
ト開催に変更

● 第1回高校生ワークショップと同様
R3.9.10 市議会全員協議会 ［報告内容］

● 計画策定の趣旨について
● 第3次北杜市総合計画骨子案について
● これまでの取組状況について
● 今後の策定スケジュールについて

R3.9.10 第3回高校生ワークショップ
※6クラスを2回に分けて実施

【グループ別のディスカッション】
● テーマ①： あなたが住みたいのはどんなまちですか？ま

た、その理由は？
● テーマ②： 北杜市に戻り、暮らし続けたくなるために、

もっと伝えるべき強みと克服すべき課題は？
必要な取組は？

R3.9.11 市民向けワークショップ
（オンライン開催）

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、リモー
ト開催に変更

●  北杜市において「次の10年に注力すべきこと」を導出
することを目的に実施

R3.9.17 第4回高校生ワークショップ
※6クラスを2回に分けて実施

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、リモー
ト開催に変更

● 第3回高校生ワークショップと同様
R3.9.28 第3回総合計画審議会

（公開、傍聴：0人）
［協議内容］

● 計画策定の流れについて
● 基本計画の部門別計画体系（案）について
● 基本計画の部門別計画について

R3.10.5 第4回ほくと子ども育成戦略会議
（公開、傍聴：4人）

［協議内容］
●  出生率の改善と移住・定住者の増加に向けた施策につ

いて
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日程 会議等 内容
R3.10.13 第4回総合計画審議会

（公開、傍聴：0人）
［協議内容］

● 市民ワークショップ結果の報告
● 高校生ワークショップ結果の報告
● 基本計画部門別計画（案）について
● 進行管理の方向性について

R3.10.25
　　〜11.3

若者世代Webアンケート ●  若者の移住のきっかけや、結婚への意識、仕事の希望
を把握し、移住・定住促進策、結婚・子育て支援策、就
労促進策等の検討材料とするため、若い世代を対象と
したWebアンケートを実施

R3.10.28
　　〜11.5

企業・団体等Webヒアリング ●  市内企業、団体等が所属する業界・分野の進展のため
に、市が力を入れるべき取組や、市と業界・団体等が連
携して実施できる取組を収集

R3.11.2 第5回ほくと子ども育成戦略会議
（公開、傍聴：3人）

［協議内容］
● 提言書（案）について

R3.11.8 ほくと子ども育成戦略会議 ●  ほくと子ども育成戦略会議委員長から市長に「少子化
対策・移住定住・安心して働ける環境の実現に関する
提言書」を提出

R3.11.8 第5回総合計画審議会
（公開、傍聴：0人）

［協議内容］
● 2019年市民アンケートの再分析結果の報告
● 新・行政改革大綱の策定状況について報告
● 子ども育成戦略会議からの提言について報告
● 第3次総合計画について
● 部門別計画体系の見直しについて
●  「2030年、地域のありたい姿」のキャッチコピーの見直

しについて
R3.11.22 第6回総合計画審議会

（公開、傍聴人：3人）
［協議内容］

● 若者世代アンケートの結果について報告
● 企業・団体からの提言について報告
● 新・行政改革大綱（素案）について報告
● 第3次総合計画（素案）について
● 目標項目、指標設定の考え方について
● 策定スケジュールについて

R3.12.10 市議会議員全員協議会 ［報告内容］
● 総合計画（素案）、新・行政改革大綱（素案）を報告

R3.12.16
　　〜R4.1.14

パブリックコメント ●  総合計画（素案）、新・行政改革大綱（素案）について、
パブリックコメントを実施

R3.12.17 北杜高校での報告会 ● 総合計画の策定状況について報告
R4.1.11〜1.18 地域代表者説明会（書面開催） ●  総合計画（素案）、新・行政改革大綱（素案）について報

告
R4.1.18 市議会議員との意見交換会 ● 市議会議員と総合計画（素案）について意見交換

※ 市議会議員からの意見に対する市の考え等について、
2月18日の全員協議会で回答

R4.2.2 地域委員会代表者 ● 各地域委員会代表者に計画案を報告
R4.2.9 第7回総合計画審議会

（公開、傍聴人：26人）
● パブリックコメントの結果の報告
● 第3次総合計画（答申案）について

R4.2.14 総合計画審議会 ●  総合計画審議会長から市長に「第3次北杜市総合計画
案」についての答申

R4.2.18 市議会議員全員協議会 ［報告内容］
● 議案内容（基本構想）について説明
● 基本計画について報告

R4.2.22 令和4年第1回市議会定例会 ● 基本構想が議決
● 付帯決議
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Ⅴ  総合計画審議会

○北杜市総合計画審議会条例

○諮問

 平成17年3月22日
 条例第4号
 改正　令和2年3月24日条例第2号

（設置）
第1条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の4

第3項の規定により、北杜市総合計画審議会（以下「審議
会」という。）を置く。

（所掌事務）
第2条　審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調

査審議する。
（1）　総合計画の作成の基準となるべき事項
（2）　総合計画の実施に関して必要な事項
（3）　前2号に掲げるもののほか、総合計画に関連する重

要事項
（資料の提出等）
第3条　審議会は、必要に応じ市長を通じて関係行政機関

に関し資料の提出、意見の陳述又は説明を求めることが
できる。

（組織）
第4条　審議会は、委員24人以内で組織する。
2　審議会に特別委員を置くことができる。
3　委員及び特別委員は、市長が任命し、又は委嘱する。

（任期）
第5条　委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したとき

は、解任されるものとする。
2　補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長及び副会長）
第6条　審議会に会長1人、副会長2人を置く。
2　会長及び副会長は、委員のうちから互選によってこれを

決める。
3　会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、そ

の職務を代理する。
（会議）
第7条　審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2　審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開

くことができない。
3　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の

場合は、議長の決するところによる。
4　会長が適当と認めたものは、会議に出席して意見を述べ

ることができる。
（事務局）
第8条　審議会の事務局は、政策秘書部政策推進課に置く。

（委任）
第9条　この条例に定めるもののほか、審議会の議事及び運

営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
  附　則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
  附　則（令和2年3月24日条例第2号）
この条例は、令和2年4月1日から施行する。

101第３次北杜市総合計画

参考資料



○答申
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○第3次北杜市総合計画審議会委員

委員名簿

会　長 藤
ふじ

原
はら

　真
まさ

史
ふみ

山梨大学大学院 総合研究部 准教授

副会長 矢
や

野
の

　望
のぞみ

北杜市男女共同参画推進委員会 委員

副会長 北
きた

原
はら

　正
まさ

倫
のり

山梨県中小企業家同友会 代表理事（山梨住宅工業（株） 代表取締役）

委　員 小
お

川
がわ

　昭
しょうじ

二 北杜市行政改革推進委員会 会長

〃 村
むら

田
た

　茂
しげる

北杜市地域委員会連絡協議会 会長

〃 清
し

水
みず

　精
ただし

北杜市代表区長会 会長

〃 小
こ

池
いけ

　雅
まさ

美
み

北杜市小中学校校長会 副会長

〃 内
ない

藤
とう

　和
わ

心
しん

北杜市民生委員・児童委員協議会 委員

〃 日
ひ

野
の

水
みず

　丈
たけ

士
し

北杜市社会福祉協議会 会長

〃 堀
ほり

内
うち

　敏
とし

光
みつ

北杜市国民健康保険事業運営協議会 委員

〃 小
こばやし

林　喜
よし

文
ふみ

北杜市消防団 団長

〃 安
あ

達
だち

　義
よし

通
みち

ほくと子ども育成戦略会議 委員長（山梨県立大学 国際政策学部 教授）

〃 花
はな

谷
たに

　泰
やす

広
ひろ

北杜ふるさと親善大使（登山家・山岳ガイド）

〃 小
こ

池
いけ

　啓
けい

一
いち

梨北農業協同組合 組合長

〃 井
いの

上
うえ

　能
よし

孝
たか

（株）ファーマン 代表取締役

〃 浅
あさ

川
かわ

　英
ひで

三
み

（一社）北杜市観光協会 事務局長

〃 功
く ぬ ぎ

刀　孝
こう

次
じ

郎
ろう

北杜市商工会 青年部

〃 佐
さ

野
の

　極
たかし

シミックホールディングス（株）  CEO特命担当

〃 矢
や

崎
ざき

　憲
のり

恒
ちか

山梨中央銀行 須玉支店 支店長

〃 渡
わた

邊
なべ

　雅
まさ

人
と

山梨県総務部 理事

〃 飯
いい

田
だ

　直
なお

也
や

一般公募

〃 下
しも

田
だ

　実
み

奈
な

一般公募

〃 中
なか

澤
ざわ

　尚
たか

志
し

一般公募

〃 飛
ひ

矢
や

﨑
ざき

　雅
まさ

也
や

一般公募

（順不同、略称省略）
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Ⅵ  計画策定に係る市民参画の状況

第3次北杜市総合計画の策定にあたっては、多様な市民参加の機会を設け、市民のニーズや意見、提案を計画に積
極的に反映しました。従来のアンケート等の間接的な参加手法に加え、策定プロセスに市民が直接参加し、意見や提
案を行政に直接提示して計画に反映させることのできる直接型参加機会を増やして策定しました。

1  総合計画審議会
「北杜市総合計画審議会条例」に基づく市長の諮問機関であり、市長からの諮問を受け、第3次北杜市総合計画に

ついての調査・審議を全7回行い、その結果を踏まえて答申いただきました。
様々な立場の人の意見を反映し、市民参画による策定作業を進めるため、識者、市内企業、市内各種団体等の代表

者などの20名と、市民公募の4名の計24名により、市民目線に立った意見を計画の審議に反映しました。

▼市民公募委員の選考概要
■ 募 集 期 間　　令和3年4月1日（木）から令和3年4月30日（金）まで
■ 選 考 方 法　　作文
■ 応　募　数　　19人
■ 採　用　数　　4人

2  市民アンケート
第3次総合計画の策定にあたっては、策定経費の縮減やスピード感を持った策定に資するため、第2次北杜市まち・

ひと・しごと創生総合戦略＊の策定にあたって令和元（2019）年度に実施した市民アンケート結果を総合計画策定の
基礎資料として、北杜市総合計画審議会などで活用しました。

■ 実 施 期 間　　令和元年6月21日（金）から令和元年7月1日（月）まで
■ 調 査 対 象　　18歳以上の男女個人
■ 配　布　数　　3,000人
■ 回 答 者 数　　1,490人
■ 回　収　率　　49.7％
■ 回答者属性　　 性別）男性28.7％　女性35.2％　無回答36.1％ 

年齢） 20歳未満　1.1％、20〜29歳　4.1％、30〜39歳　6.6％、40〜49歳　12.0％ 
50〜59歳　15.0％、60〜69歳　24.1％、70歳以上　36.1％、無回答　1.1％

▼令和元年度市民アンケートの再分析（若者世代にとって優先度が高い施策の導出）
令和元（2019）年度の市民アンケートの重要度・満足度分析について、若い世代（18〜39歳）を対象として再集計

を行い、全体の結果と比較しました。

総合計画審議会の配布資料
や議事録はこちら

令和元年度市民アンケートの
再分析の結果はこちら
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3  高校生ワークショップ
第3次総合計画の策定に向けて、若者の北杜市への関心を高めるとともに、市の定住・Uターンの促進策等の立案

に向けた情報を収集するため、県立北杜高校にご協力をいただき、高校生ワークショップを開催。
クラスごとに、6グループほどに分かれ、2つのテーマについて話し合いを実施しました。

■ 対象者　北杜高校1年生（6クラス）　184人

実施日 内容

令和3年8月27（金）
令和3年9月3日（金）

【ワークショップ実施に向けての導入】
◦北杜市の現状と課題・北杜市の総合計画とは？
◦ディスカッションテーマの説明
※  新型コロナウイルス感染症の拡大による分散登校のため、3クラスずつ、オ

ンライン形式で説明を行った。

令和3年9月10（金）
令和3年9月17（金）

【ディスカッション】
テーマ①　あなたが住みたいのはどんなまちですか？また、その理由は？
テーマ②　 北杜市に戻り、暮らし続けたくなるために、もっと伝えるべき強み

と克服すべき課題は？必要な取組は？
令和3年12月17（金） ◦ワークショップ結果報告と計画への反映状況報告

▼当日の資料や様子

 

高校生ワークショップ
の結果はこちら

4  高校生アンケート調査
第3次総合計画の策定に向けて、若者の地元回帰意向などの現状や、就職するうえで重視している点を把握し、若者

に対する施策の検討などの基礎資料とするため、県立北杜高校にご協力をいただき、アンケート調査を実施しました。

■ 調 査 対 象　　北杜高校　1年生・3年生（1年生184人、3年生207人　計391人）
■ 回　収　率　　72.6％（284人/391人）
■ 実 施 方 法　　総合的な学習の時間に、Webアンケートにて実施 高校生アンケート

の結果はこちら
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5  市民ワークショップ（オンライン開催）
第3次総合計画の策定に向けて、市民の視点やアイデアを得るとともに、北杜市において「次の10年に注力すべき

こと」を導出することを目的に市民ワークショップを実施しました。ワークショップでは、持続可能な社会に向けて、
長期的な視野で議論を行うため、フューチャーデザイン＊の手法を取り入れました。

当ワークショップについては、当初、対面での開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止の観点から、オンライン開催に変更しました。

■ 開 催 日：令和3年9月11日（土）
■ 参加者数：8人

▼当日の資料や様子

 

市民ワークショップ
の結果はこちら

6  ほくと子ども育成戦略会議
少子化の進行に歯止めをかけるため、個人、企業、地域等の社会を構築するすべての当事者を巻き込みながら、子

育てに関する様々な課題やあらゆる場面を想定した取組について幅広い視点での検討を行うため、令和3（2021）年
6月に「ほくと子ども育成戦略会議」を立ち上げ、これまでの施策や事業の枠組みを超えた新しい視点から様々な可
能性について意見交換し、課題の抽出、課題解決策などについて検討を進めました。

委員は、様々な立場の人の意見を反映し、市民参画による検
討を進めるため、識者、企業、各種団体等の代表者などの15
名と、市民公募の4名の計19
名により構成されています。

令和3（2021）年11月に「少
子化対策・移住定住・安心し
て働ける環境の実現に関する
提言書」が提出されたことを受
け、その内容についても、積極
的に第3次総合計画に反映し
ました。

ほくと子ども育成戦略会議
提言書はこちら

2060年の北杜市 暮らし・見える景色・仕事・企業・行政・エネルギー・農業・商業・・・・

地球温暖化が
進む

良いところ 課題・改善点

自給型の暮らし

森林資源を活用、
田園都市型

ビニールハウス型
農業が増える

海外からの移住者
が増える

海外からの輸入が
なくなる

農業関係、アジア
諸国

実習生

地域に溶け込む

環境教育

温暖化が進まない
可能性も

生態系を崩さなけ
れば環境は維持さ

れる

環境を保持してい
くコミュニティー
があれば

もらった、作った
野菜

野良仕事に毎日取
り組んでいる

移動は4輪スクー
ター、食べ物は完
全食のガム

医療体制が進む

自然、農業

都会の高齢者の受
け入れを進める必
要性が高まる

住む人少ない
清里のペンション等
が荒廃してしまう

若者は住まない東京一極集中が緩
和

首都圏に近い強み
薄れる

移住、コミュニティ

人口激減

医療、交通

高齢者の増加

災害には強い

産業構造の変化
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7  若者世代Webアンケート
第3次総合計画の策定に向けて、若者の移住のきっかけや、結婚への意識、仕事の希望を把握し、移住・定住促進策、

結婚・子育て支援策、就労促進策等の検討材料とするため、若者世代を対象としたWebアンケートを実施しました。
当アンケートについては、当初、市内に就業している若い世代を対象とした対面でのワークショップを予定してお

りましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、Webアンケートに変更しました。

■ 実施期間　令和3年10月25日（月）から令和3年11月3日（水）まで
■ 調査対象　市民及び市内で働く18〜39歳の方
■ 回答者数　146件

8  企業・団体等Webヒアリング
市内企業、団体等が所属する業界・分野の進展のために、市が力を入れるべき取組や、市と業界・団体等が連携し

て実施できる取組を収集し、第3次北杜市総合計画の施策・事業立案に活用するため、市内企業や各種団体に対して
ヒアリング調査を実施しました。

当ヒアリングについては、当初、対面での開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を
受け、Webヒアリングに変更しました。

■ 実施期間　令和3年10月28日（木）から令和3年11月5日（金）まで
■ 調 査 数　22団体
■ 回 答 数　12団体
　 スポーツ分野…1　子育て分野…3　福祉分野…………2　医療・健康分野…2
　 環境分野………1　観光分野……1　産業・経済分野…1　教育分野…………1

9  パブリックコメント
「北杜市パブリックコメント実施要領」に基づき、新・行政改革大綱の計画案と併せて第3次北杜市総合計画（基

本構想・基本計画）の計画案を公表し、広く市民から意見を求めました。

■ 実施期間　令和3年12月16日（木）から令和4年1月14日（金）まで
■ 提出者数　105人（第3次北杜市総合計画、新・行政改革大綱）

10  地域代表者説明会
「地域委員会」「区長会」「民生委員・児童委員＊」「PTA」「保育園保護者会」の地域の代表者に対し、第3次総合計画

の計画案等の内容の理解を深めるため、説明会を開催しました。
当説明会については、当初、2グループに分け、対面での開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症

の全国的な感染拡大を受け、書面開催に変更しました。

■ 実施方法　書面開催
■ 実施期間　令和4年1月11日（火）から令和4年1月18日（火）まで
■ 配 布 数　75人
■ 意見者数　9人

若者世代Web アンケート
の結果はこちら

企業・団体等ヒアリング
の結果はこちら

パブリックコメント
の結果はこちら

地域代表者説明会
の結果はこちら
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Ⅶ　用語解説

あ行

RPA（アールピーエー）
Robotics Process Automationの略で、ロボットによる業

務自動化のこと。これまで人間が行ってきた定型的なパソコ
ン操作をソフトウエアのロボットにより自動化するもの。

IoT（アイオーティー）
Internet of Thingsの略で、「モノのインターネット」と呼

ばれる。自動車、家電、ロボットなど、あらゆるモノがインター
ネットにつながり、情報のやり取りをすることで、新たな付加
価値を生み出すこと。

ICT（アイシーティー）
Information and Communication Technologyの略で、情

報通信技術のこと。従来から使われていたIT（Information 
Technology）に替わり、通信ネットワークによって情報が流
通することの重要性を意識して使用されるようになった。

浅川伯教・巧兄弟
朝鮮の文化・民族を日本の国策として差別していた時代、

当時の日本人は気づくことがなかった朝鮮庶民の陶磁器・工
芸品の美しさを日本へ紹介し、朝鮮へのその愛情によって現
在も日韓の架け橋となっている兄弟。

アドバンス・ケア・プランニング（ACP）
Advance Care Planningの略としてACPともいわれる。将

来の変化に備え、将来の医療及びケアについて、 本人を主体
に、その家族や近しい人、医療・ケアチームが、繰り返し話し
合いを行い、本人による意思決定を支援するプロセスのこと。

アドベンチャーツーリズム
「自然」「アクティビティ」「文化体験」の3要素のうち2つ以

上で構成される旅行のこと。旅行者は、旅行を通じて自分自
身の変化や視野の拡大、学び等を得ることを目的としており、
地域ならではの体験を求めていることが特徴。

あんきじゃんネットワーク
「あんきじゃん」とは、甲州弁で「安心だね」という意味。地

域のなかで活動する新聞事業者、郵便局、宅配業者、金融機
関等の民間事業者の方に、通常の業務のなかで地域の高齢者、
障がい者、孤立の恐れのある方等の家庭を訪問した際に、異
常を感じた時は市へ通報してもらう取組のこと。

インクルーシブ教育
人間の多様性の尊重等の強化、障がい者が精神的及び身体

的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効
果的に参加することを可能とするという目的の下、障がいの
ある者と障がいのない者がともに学ぶこと。

インターンシップ
学生等が一定期間、企業等の中で研修生として働き、自分

の将来に関連のある就業体験をすること。

インバウンド
外国人が日本に訪問する旅行のこと。

インフォーマル
家族、近所の人、ボランティア等による福祉サービスのこと。

法律等の制度に基づいた福祉、介護等のサービスである
「フォーマル」の対義語である。

Well-Being（ウェルビーイング）
身体的にも、精神的にも、社会的にも良好な状態にあるこ

とを意味する概念のこと。
世界保健機関（WHO）憲章の前文では、「健康とは、病気で

はないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、
精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態

（well-being）にあること（日本WHO協会：訳）」と「well-
being」という表現が用いられている。

AI（エーアイ）
Artificial Intelligenceの略で、人工知能のこと。

SNS（エスエヌエス）
Social Network Serviceの略で、登録された利用者同士が

交流できるWebサイトの会員制サービスのこと。

NPO（エヌピーオー）
Non Profit Organizationの略で、様々な社会貢献活動を行

い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない
団体のこと。
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LGBTQ（エルジービーティーキュー）
Lesbian（レズビアン、女性同性愛者）、Gay（ゲイ、男性同

性 愛 者）、B i s e x u a l（バ イ セ ク シ ュ ア ル、両 性 愛 者）、
Transgender（トランスジェンダー、性自認が出生時に割り当
てられた性別とは異なる人）、QueerやQuestioning（クイア
やクエスチョニング）の頭文字をとった言葉で、性的マイノリ
ティ（性的少数者）を表す総称のひとつとしても使われる。

なお、「クイア」は、現代では、規範的な性のあり方以外を
包括する言葉としても使われ、「クエスチョニング」は、自ら
の性のあり方について、特定の枠に属さない人、わからない人
等を表す言葉である。

か行

海洋プラスチックごみ問題
海洋に流出した廃プラスチック類が引き起こす海洋環境の

悪化や生態系への影響などのこと。

関係人口
移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」で

もない、地域や地域の人々と多様に関わる人々のこと。

キャッシュレス化
クレジットカードや電子マネー、口座振替を利用して、紙

幣・硬貨といった現金を使わずに支払い・受取を行う決済方
法にシフトすること。

QOL（生活の質）（キューオーエル）
Quality Of Lifeの略で、「生活の質」「人生の質」を示す概念。
日常生活や社会生活のあり方を自らの意思で選択し、本人

が身体的、精神的、社会的、文化的に満足できる豊かな生活
を送れること。

健康寿命
健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる

期間のこと。

権利擁護
自己の権利を表明することが困難な寝たきりや認知症の高

齢者、障がい者等の適切な権利の行使の支援、権利侵害の解
消・予防を行うこと。

合計特殊出生率
15〜49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの。一

人の女性がその年齢別出生率で一生の間に産むとしたときの
子どもの数に相当する。

国立社会保障・人口問題研究所
厚生労働省本省に設置された人口問題と社会保障の研究を

行う国立の研究機関。

心のバリアフリー
様々な心身の特性や考え方を持つ全ての人々が、相互に理

解を深めようとコミュニケーションをとり、支えあうこと。

コミュニティ・スクール
法律（地教行法第47条の5）に基づいた、学校と保護者及

び地域がともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させ
ることで、一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支
え「地域とともにある学校づくり」を進める仕組み。

コワーキングスペース
事務所スペースや会議スペース等の開放されたスペースを

共有しながら独立した仕事をすることができる場所。

さ行

再生可能エネルギー
太陽光・風力・地熱・水力・バイオマスなどの温室効果ガス

を排出しないエネルギー。

サテライトオフィス
本社からはなれた場所（居住地の近くなど）に立地し、情報

通信技術の活用により本社などと連絡を取りながら業務を行
う事務所。

サプライチェーン
原材料の調達から製造、販売などを通して製品やサービス

が消費者の手元に届くまでの一連のつながり。

産官学金
「産」は産業界、「官」は行政、「学」は大学等の学界、「金」

は金融界を意味する。

自主防災組織
「自分たちの地域は自分たちで守る」という地域・近隣同士

の助け合い・協力意識により、災害による被害を予防し、軽
減するための活動を行うため、自主的に結成された組織。

実質公債費比率
地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大き

さを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したも
の。

109第３次北杜市総合計画

参考資料



実質単年度収支
単年度収支に、実質的な黒字要素（財政調整基金への積立

額及び地方債の繰上償還額）を加え、赤字要素（財政調整基
金の取崩し額）を差し引いた額。

シティプロモーション
シティプロモーションには地域再生、観光振興、官民協働

など様々な概念が含まれ、自治体によってもその目的や捉え
方は異なり、多様である。一般的には、地域住民の愛着の形
成、地域の売り込みや自治体名の知名度の向上など、自らの
地域のイメージを高め、経営資源の獲得を目指すための一連
の活動のこと。

ジビエ
フランス語で、狩猟で捕獲した野生鳥獣またはその肉のこと。

シビックプライド
市民が都市に対してもつ自負や愛着。

省エネルギー
石油や石炭、天然ガスなど、限りあるエネルギー資源がな

くなってしまうことを防ぐため、エネルギーを効率よく使う
こと。

障害者就業・生活支援センター
障がい者雇用を促進するための施設。障がいのある人と事

業所等の間に立ち、関係機関等との提携・協力を得て、状況
に応じた支援を行う。

食品ロス
本来食べられるのに捨てられてしまっている食品のこと。

人生100年時代
健康寿命＊の延伸によって将来発生が予測されている更な

る長寿社会。特に、寿命が100年を超える人が従来より増加
することが予測されており、人生100 年時代と名付けられて
いる。この予測を受け、近年では全ての年代の人が活躍し続
けられる社会の仕組みづくりに注目が集まっている。

水源のかん養
森林などにおいて、土壌が雨水を貯留し、河川へ流れ込む

水の量を平準化して洪水を緩和し、川の流量を安定させたり、
雨水が土壌に浸透・通過することにより水質を浄化すること。

スーパーサイエンスハイスクール
文部科学省の指定を受け、高等学校等において、先進的な

理数教育を実施するとともに、大学との共同研究や、国際性
を育むための取組を推進すること。また、創造性、独創性を
高める指導方法、教材の開発等の取組を実施すること。

スクールカウンセラー
専門的な知識や経験を有し、カウンセリング等を通して児

童生徒、保護者及び教職員の悩みや不安を受け止めて相談に
あたる人材のこと。

スクールソーシャルワーカー
教育の分野に加え、社会福祉に関する専門的な知識や技術

を有する人材。問題を抱えた児童・生徒に対し、当該児童・
生徒が置かれた環境への働きかけや、関係機関等とのネット
ワークの構築など、多様な支援方法を用いて課題解決への対
応を図っていく人材のこと。

スマート農業
ロボット技術や情報通信技術（ICT＊）を活用して、省力化・

精密化や高品質生産を実現する新たな農業。

生活困窮者自立支援制度
経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができな

くなる恐れのある方に対して、個々の状況に応じた支援を行
い、自立の促進を図ることを目的とした制度。

生活保護制度
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に

対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的
な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度のこと。

成年後見制度
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などの判断能

力が十分でない成年者を保護し、支援するために、後見人等
が本人の財産管理等を行う制度。法定後見制度と任意後見制
度の2種類がある

生物多様性
全ての生物の間にある、豊かな個性とそのつながりのこと。

生物多様性条約では「生態系の多様性」「種の多様性」「遺伝
子の多様性」の3つのレベルでの多様性があるとしている。

「世界に誇る『水の山』」のブランド推進プロジェクト
南アルプスユネスコエコパーク＊登録を機に、豊富な水資

源と自然の魅力がある北杜市と水資源の保全活動を積極的に
行う企業が連携し、南アルプス地域を起点に世界に誇る「水
の山」としてその価値を世界に広め、地域活性化を目指して
いくブランド推進プロジェクト。

ゼロカーボンシティ（脱炭素実現地域）
脱炭素社会に向けて、2050年二酸化炭素実質排出量ゼロ

に取り組むことを表明した地方公共団体。実質排出量ゼロと
は、CO2などの温室効果ガスの人為的な発生源による排出量
と、森林等の吸収源による除去量との間の均衡を達成するこ
とである。
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Society5.0（ソサエティ5.0）
AI＊やロボットの力を借りて、人間がより快適に活力に満

ちた生活を送ることができる社会で、これまでの現実社会に
加えて、仮想空間との融合で豊かな社会を実現していこうと
するもので、科学技術・イノベーション基本法（旧科学技術基
本法）に基づき、第5期科学技術基本計画の中で提起され、「サ
イバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムに
より、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社
会」と定義されている。

た行

多死社会化
今後、人口の大部分を占めている高齢者が、死亡する可能

性の高い年齢に達することで、死亡数が増加し、人口が減少
していく時期。

脱炭素
地球温暖化の原因となる二酸化炭素などの温室効果ガスの

排出を防ぎ、太陽光やバイオマスなどの再生可能エネルギー＊

の利用などが普及した、石油や石炭などの化石燃料から脱却
した社会。

多文化共生
国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め

合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員と
してともに生きていくこと。

男女共同参画
男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、
もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益
を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会。

地域共生社会
制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関

係を超えて、世代や分野を超えてつながり、住民一人ひとり
の暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会。

地域減災リーダー
災害時に的確な救助活動や指示を行うことができ、また、

平常時には、防災組織の普及啓発を行うことができる地域防
災の要となる人材のこと。

地域生活支援拠点
障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支

援のための機能（相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・
場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）をもつ場所
や体制。

地域包括ケアシステム
高齢者が、住み慣れた地域で自分らしく暮らしていくため

に、「医療」、「介護サービス」、「介護予防」、「住まい」、日常の
困り事を解決するための「生活支援」といった必要な支援を
適切に受けられる体制。

地域マイクログリッド
平常時は地域の再生可能エネルギー電源や電力会社等の送

配電ネットワークを通じて電力供給を受けるが、災害等によ
る大規模停電時にはネットワークから切り離し、地域内の再
生可能エネルギー＊を活用し自立して電力を供給できるエネ
ルギーシステムのこと。

DV（ディーブイ）
Domestic Violenceの略称で、家庭内暴力とも呼ばれる。

家族の間で行われる身体的または精神的虐待行為のことであ
るが、日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、または
あった者から振るわれる暴力」という意味で使用されること
が多い。

デートDV（デートディーブイ）
恋人を「自分の思いどおりに動いてほしい」「独り占めした

い」と相手をコントロールしたり、「自分のモノ」として扱っ
たりすること。

DX（ディーエックス）
デジタルトランスフォーメーション（Digiral Transformation）

の略。進化したデジタル技術（クラウドサービスや人工知能
（AI＊）など）を活用・浸透させることで、人々の生活をあらゆ
る面でより良い方向に変革すること。

デジタルデバイド
インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる

者と利用できない者との間に生じる格差のこと。

テレワーク
情報通信技術（ICT＊）を活用した時間や場所にとらわれな

い柔軟な働き方のこと。

な行

ネウボラ
「ネウボラ（neuvola）」とは、フィンランド語で「アドバイス

の場」という意味。フィンランドで制度化されている子育て
支援施設のこと。妊娠、出産から就学前までの育児を切れ目
なく継続的に支援するのが特長。

111第３次北杜市総合計画

参考資料



農福連携
障がい者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生き

がいを持って社会参画を実現していく取組。

ノーマライゼーション
障がいのある人もない人も、互いに支え合い、地域で生き

生きと明るく豊かに暮らしていける社会を目指すこと。

は行

ハザードマップ
自然災害による被害を予測し、その被害範囲、避難場所な

どの情報を表示することで、災害による被害の軽減、防災対
策に活用するための地図。

BCP計画（ビーシーピー計画）
自然災害、大火災、テロ攻撃等の緊急事態に遭遇した場合

において、損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継
続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき
活動や緊急時における事業存続のための方法、手段などを取
り決めておく計画。

PDCAサイクル（ピーディーシーエーサイクル）
「Plan：計画を立てる、Do：実行する、Check：評価する、

Action：改善する」のそれぞれの頭文字を並べた言葉。4 段階
を繰り返すことによって、業務を継続的に改善する仕組み。

フィルムコミッション
映画やテレビドラマなどのロケーション撮影を誘致し、実

際の撮影をスムーズに進めるため支援を行う非営利公的機関
のこと。

フォアキャスティング
現状や過去のデータをもとに将来を予測し、現状で実現可

能と考えられる改善策によって目標に近づこうとするアプロー
チのこと。

普通会計
一般会計と特別会計（上下水道など公営事業会計を除く）

を合算した決算統計上の会計区分。

フューチャーデザイン
政策形成にあたり、現代に生きる人 （々現代世代）のみなら

ず、まだ生まれていない、将来に生きる人 （々将来世代）をも
利害関係者として捉え、将来世代と現代世代の双方の視点を
持って考えることで解決方法を見出す手法。

フリーランス
特定の企業や団体、 組織に所属しない独立した形態で働く

人のこと。

フレイル
高齢者の筋力や活動が低下している状態。虚弱状態ともい

う。活動には移動や運動能力、認知機能、栄養状態、持久力、
日常生活の活動性など広範な要素が含まれている。

フレイルになっても機能訓練など専門的サービスを受ける
ことにより、再び健常な状態に戻る可能性があるとされる。

プログラミング教育
学習指導要領の改訂に伴い、令和2（2020）年度より小学校

から高校までの各学校で順次必修化される情報教育。プログ
ラミング的思考（課題の解決に向けて論理的に考える力）や、
状況に応じてコンピュータを適切に使える情報活用能力など
を養うことを目的としている。

ほくとハッピーワーク
北杜市と山梨労働局・韮崎公共職業安定所が一体となって、

ひとり親世帯、障がい者、生活保護受給者、若年世代等から
相談を受け、それぞれの希望に応じながら就労を支援する窓
口。

北杜ファン
北杜市内外で北杜のことが好きで、何かあれば応援したい

と考えている人や企業。

ま行

MaaS（マース）
Mobility as a Serviceの略。地域住民や旅行者の移動ニー

ズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを
最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービ
スのこと。

マイクロツーリズム
新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに感染防止の

観点で広がった、自宅から1〜2時間程度の近隣地域で観光
する旅行形態。

まち・ひと・しごと創生総合戦略
平成26（2014）年11月に、「まち・ひと・しごと創生法」が

施行。同法第10条に、「市区町村の区域の実情に応じたまち・
ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画」と
して、市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略（地方版総合戦
略）の策定に係る努力義務が規定されている。
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民生委員・児童委員
民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域

において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助
を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を
兼ねている。児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心し
て暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊
娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行う。

木育
幼児期から原体験としての木材との関わりを深め、豊かな

くらしづくり、社会づくり、そして森づくりに貢献する市民を
育成すること。

や行

八ヶ岳観光圏
八ヶ岳南麓、西麓エリアの観光地である山梨県北杜市と長

野県富士見町、原村が県境、自治体の垣根を越え、長期滞在
型の観光施策に取り組むため「八ヶ岳観光圏整備推進協議会」
を立ち上げ、平成22（2010）年4月に観光圏整備法に基づく

「八ヶ岳観光圏」として、国土交通省から認定を受けた。

八ヶ岳中信高原国定公園
山梨県、長野県にまたがる山岳と高原の国定公園のこと。

国定公園とは、自然公園法に基づき環境省が指定し、都道府
県が管理している公園のこと。

ヤングケアラー
本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを

日常的に行っている子どものこと。

ユニバーサルデザイン
あらかじめ、障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわら

ず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザイン
する考え方。

ユネスコエコパーク
豊かな生態系を有し、地域の自然資源を活用した持続可能

な経済活動を進めるモデル地域として、ユネスコにより認定
された地域。

4R（ヨンアール）
リフューズ（Refuse　不要なもの、余計なものを断る）、リ

デュース（Reduce　ごみを減らす）、リユース（Reuse　使え
るものは繰り返し使う）、リサイクル（Recycle　資源として
また使う）の頭文字をとったもの。

ら行

リカレント教育（学び直し）
社会人に対して学校教育の修了後、いったん社会に出た後

に行われる教育。

リモートワーカー
情報通信機器を利用して、会社以外の場所で勤務する人の

こと。

連携中枢都市圏
人口減少・少子高齢社会においても活力ある社会経済を維

持するため、地域において一定の人口規模を備える中心都市
と、近隣の市町村とが連携して形成する圏域。

六次産業化
農林水産物の付加価値を高めることで所得向上や雇用創出

につなげるため、生産だけでなく加工・流通・販売等を一体的
に行う事業形態。

わ行

ワーケーション
仕事（Work）と休暇（Vacation）とを組み合わせた造語。

リゾート地など普段の職場とは異なる場所で仕事をしつつ、
休暇取得等を行うこと。
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○沿革
山梨県の北西部に位置する北杜市は、清らかで

豊富な水資源、高原性の気候、日本で一番長い日
照時間、歴史的な街並みや滞在型温泉地、高原リ
ゾート地など、豊かな資源に恵まれた地域です。

平成16（2004）年11月1日に、峡北地域の明野
村、須玉町、高根町、長坂町、大泉村、白州町、武
川村の7町村が合併し、「北杜市」が誕生。その後、
平成18（2006）年3月15日に小淵沢町と合併し、
新たに「北杜市」としてスタートしました。

○名前の意味
「北杜」の「杜」は、「と」または「もり」と読み、山

野に自生するバラ科の果樹「やまなし」と「森」とい
う意味があり、「北」は山梨県の北部を意味します。

○面積
602.48km
■ 可住地面積143.26km2（23.8％）
■ 林野面積459.22km2（76.2％）

○市章
主人公である市民をモチーフ

に、豊かな自然を共有し、未来
に向かって躍動する北杜市を市
名の頭文字「北」で表現してい
ます。

Ⅷ　市の概要

○市の花・木・鳥・昆虫・小動物

○友好・姉妹都市（調印日）
◦大韓民国京畿道抱川市
（平成15（2003）年3月21日、平成19（2007）年
11月22日再調印）

◦米国ケンタッキー州マディソン郡
ベリア市・リッチモンド市

（平成18（2006）年5月18日）
◦新潟県上越市（平成3（1991）年1月17日）
◦東京都西東京市（平成11（1999）年2月4日）
◦東京都羽村市（平成8（1996）年10月1日）
◦静岡県袋井市（昭和62（1987）年3月9日）

○市民憲章　※平成18（2006）年11月1日制定

 一、豊かな自然を守り育て、美しい杜をつくります。
 一、教養を高め、文化のかおる杜を築きます。
 一、安全で安心して暮らせる、平和な杜づくりに努めます。
 一、健康で思いやりに満ちた、やさしい杜を目指します。
 一、働くことに喜びと誇りをもち、豊かな杜をつくります。

市の木
⾚松

市の鳥
フクロウ

市の小動物
ヤマネ

市の花
ひまわり

市の昆虫
オオムラサキ
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